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は じ め に 

 

 

本市では、子どもから高齢者まですべての市民を対象に、誰もが住み慣れた地域や自ら

が望む場で安心して暮らし続けることができる地域をめざした「地域包括ケアシステムの

構築」に向けて取り組んでおります。 

全国的には人口減少とともに高齢化が進展している中、本市の人口は増加の一途をた

どっており、全国平均に比べると市民の平均年齢が若い都市ですが、今後、本市において

も確実に本格的な超高齢社会が到来します。 

当面続くと見込まれる人口増加に対応しながら、超高齢社会の到来、その先に訪れる人

口減少を見据え、来るべき将来に向けて、今なすべきことにしっかりと取り組んでいくこ

とが重要であると考えています。 

今回、策定いたしました「第６期川崎市地域福祉計画」は、「市民一人ひとりが共に支え

合い安心して暮らせる ふるさとづくり」を基本理念に掲げ、地域包括ケアシステムの構

築に向けて関連する行政計画と連携を図りながら、住民の視点による地域福祉を推進する

ことをめざしております。また、各区におきましても地域福祉計画を策定しており、地域

の実情に応じた施策の展開を図ってまいりたいと考えています。 

本計画の推進には、相談や交流の場など「顔の見える関係づくり」が何より大切になり

ますが、今般の新型コロナウイルス感染症は、テレワークやオンライン会議など、デジタ

ル化の急速な進展をもたらし、地域福祉の取組についても、新たな視点や発想が求められ

ています。 

今後におきましても、様々な工夫をしながら地域における顔の見える関係づくりを進め、

コミュニティ分野や住宅・都市計画分野、教育分野など幅広い関連施策分野が連携した地

域包括ケアシステムの構築につなげてまいりたいと考えておりますので、より一層の御理

解・御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

結びに、今回の川崎市・各区地域福祉計画の策定にあたり、多くの皆様から貴重な御意

見をいただきましたことに、厚く御礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

                    川崎市長 
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１ 計画の趣旨・期間 

（１）計画の趣旨 

「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第 107 条に基づき、次の事

項を一体的に定める計画です。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する 

共通的事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
 

本市では、平成 16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回は第６期となります。

また、今回の第６期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定しました。 

 

（２）計画の期間 

第６期計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間で

す。 
 

年度 

 (西暦) 

(平成) 

26 
2014 

 
27 
2015 

28 
2016 

29 
2017 

30 
2018 

(令和) 
元 
2019 

２ 
2020 

３ 
2021 

４ 
2022 

５ 
2023 

６ 
2024 

７ 
2025 

８ 
2026 

 

 

     

       

 

 

     

       

 

 

 

（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係 

地域福祉を推進するための計画としては、市町村が策定する「地域福祉計画」と共に、地

域福祉の推進を図ることを目的として市町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計

画」があります。 

地域福祉を進めるための理念や仕組みをつくる計画が「地域福祉計画」であり、それを

実行するための、市民の活動・行動のあり方を定める計画が「地域福祉活動計画」です。 

 地域包括ケアシステム構築の推進期間 土台づくり 
更なる 

進化 

【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

第５期 

第７期 

第６期 

 第二段階   第三段階  第一段階 

第４期 
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川崎市地域福祉計画 

各区地域福祉計画 

川崎市社会福祉協議会 
地域福祉活動推進計画 

市の福祉課題への対応方針の提示 

計画内容の支援・連携 

リーディング事業の提案 

各区社会福祉協議会 
地域福祉活動計画 

政策提言・ニーズ抽出 
・意見反映 

課題の提示 

区方針案の提示・ 

連携調整 

市方針案の提示・
連携調整 

福祉課題への対応に向けた

取組推進事業の提示 

リーディング事業の提案 

計画内容の支援 

ニーズの集約 

先駆的な取組の提示 

地域課題への対応に向けた 
相互分担・連携 

川崎市 川崎市社会福祉協議会 

本市では、各区が「地域福祉計画」を策定し、同様に区社会福祉協議会も「地域福祉活動

計画」を策定していることから、両計画は、地域課題を共有し双方が補強、補完し合いなが

ら連携した事業を展開していきます。 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条において地域福祉の推進を図ることを目的と

した団体と位置付けられ、事業の企画・実施、住民参加の援助、調査・普及等の役割が求め

られています。 

今般の計画策定にあたっては、「川崎市地域福祉計画」「各区地域福祉計画」及び川崎市

社会福祉協議会の「川崎市地域福祉活動推進計画」がそれぞれ計画改定年であることから、

「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン（以下、「推進ビジョン」という。）」（次頁以降

参照）の趣旨を踏まえ、相互に連携を図りながら、検討を進めました。 

 

【川崎市地域福祉計画と川崎市社会福祉協議会地域福祉活動計画との関連性】 

 

 

 

 

 

 

 

  

※市社会福祉協議会計画における人材育成、研修開催、災害への対応等、地域に対し全市的に
取り組む事業については、各区地域福祉計画とも連携。 
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２ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに

基づく取組の推進 

少子高齢化とともに、昨今、家族・地域社会の変容などによるニーズの多様化・複雑化が

進み、地域における生活課題の多様性が高まっていることから、本市では、高齢者に限ら

ず、すべての地域住民を対象に、関連個別計画の上位概念として「川崎市地域包括ケアシ

ステム推進ビジョン」を策定しました。 

 

（１）社会環境の変化 

社会環境の変化として、本市は比較的若い都市ですが、今後、高齢化率が 21％を超え、

超高齢社会が到来します。また、急速な高齢化の進展とともに、少子化が同時に進むこと

が予測されています。 

少子高齢化の進展は、同時に、生産年齢人口の減少を伴い、社会・産業構造の変化、ケア

人材の不足などが進んでいくことにつながります。 

特に、今後、後期高齢者が増加することで、慢性疾患、さらには複数の疾患を抱えながら

生活を送る高齢者が増加していき、疾病構造の変化が想定され、「治す医療」から「治し支

える医療・介護」への転換が必要となっています。 

 

（２）地域包括ケアシステム推進ビジョン策定の背景 

超高齢社会に突入し疾病構造などの社会環境の変化に対応していくため、「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」に、高齢

者を対象として、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確

保された体制づくりをめざす地域包括ケアシステムの構築について規定されています。 

本市では、高齢者施策が、住宅施策等の関連施策との連携を図ることや、認知症の人を

支える生活支援等、他の様々な施策と仕組みを共有できる部分が多いと考えられることか

ら、そのようなシステムの汎用性に着目し、昨今の家族・地域社会の変容などに影響され

るニーズの多様化・複雑化による地域での生活課題の多様性の高まりを踏まえて、高齢者

に限らず、障害者や子ども、子育て中の親などを加え、現時点で他者からのケアを必要と

しない方々を含め、すべての地域住民を対象に、平成 27（2015）年３月、関連個別計画

の上位概念として、「推進ビジョン」を策定しました。 

また、地域包括ケアシステムの基幹的な取組としては、様々な医療・介護等の専門職に

よる協働からはじめられましたが、まちづくりの側面も重要と考えられ、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けては、保健・医療・福祉分野に限らず、幅広い行政分野が総合的に取り

組んでいくことをめざしています。 

さらに、今日では、国においても、高齢者に限らず、多様な対象者が想定され、地域包括

ケアシステムの普遍化に向け、「地域共生社会の実現」をめざし、まちづくりや地方創生な

どの取組との連携や、①本人・世帯の属性に関わらず受け止める相談支援としての「断ら
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ない相談」、②狭間のニーズに対応できるように、地域資源を活かしながら、就労支援、居

住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する「参加支援」、③地域社会からの

孤立を防ぎ、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す「地域づく

りに向けた支援」の 3つの支援を一体的に行うことが求められています。 

 

【「地域共生社会」の実現に向けて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）推進ビジョンの概要 

推進ビジョンは、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣

れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理念と

し、「①意識の醸成と参加・活動の促進」「②住まいと住まい方（地域コミュニティ等との関

わり方）」「③多様な主体の活躍」「④一体的なケアの提供」「⑤地域マネジメント」の基本的

な５つの視点で取り組むものです。 

これらの取組を通じて、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を営

むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりとして、地域

包括ケアシステムの構築をめざしています。 

 

  

◆制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、 
人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らして 
いくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方 
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【「地域包括ケアシステム推進ビジョン」における取組の視点】 

 

～一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会運営委員会」での議論を踏まえて、民間企業なども含めたより多
様な主体の参画が進んでいることから、「３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現」の「ケア」を
「支援」と読み替えて表記しています。 

  

［意識の醸成と参加・活動の促進］ 

１．地域における「ケア」への理解の 

共有とセルフケア意識の醸成 

［住まいと住まい方］ 

２．安心して暮らせる 

「住まいと住まい方」

の実現 

［多様な主体の活躍］ 

３．多様な主体の活躍による、 

よりよい支援（※）の実現 

［一体的なケアの提供］ 

４．多職種が連携した 

一体的なケアの提供 

による、自立した生活と 

尊厳の保持の実現 

［地域マネジメント］ 

５．地域全体における目標の共有と 

地域包括ケアをマネジメント 

するための仕組みの構築 

基本的な 
５つの視点 

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による 

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現 

基本理念 

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメ
ント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 27 年度
厚生労働省老人保健健康増進等事業 



 

序 章  川崎市地域福祉計画について 

8 

（４）地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ 

ロードマップとしては、「推進ビジョン」を策定した以降の平成 27（2015）年度から

平成 29（2017）年度までを第 1段階の「土台づくり」の期間として、平成 30（2018）

年度から令和 7（2025）年度までを第 2 段階の「システム構築期」、令和 8（2026）年

度以降を第 3 段階の「システム進化期」として、地域包括ケアシステムの構築をめざして

います。 

いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年（令和 22 年）（※）以降には、

ひとり暮らし高齢者世帯、夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、

医療・介護サービスの需要がさらに増加・多様化することが想定されています。 

こうした中、令和 7（2025）年度までのシステム構築に向けた取組を着実に進めると

ともに、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた「新しい生活様式」や、デジタル

化・スマート化など新たな技術を取り入れた社会（Society 5.0）を意識しながら、安心で

きる社会保障の構築と包摂的な社会の実現に向けて、令和 22（2040）年度を見据えた中

長期的な視点で取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2040年：2040（令和22）年には、いわゆる「団塊ジュニア世代」が65歳以上高齢者（前期高齢者）とな
り、総人口・現役世代が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上
人口が急速に増加することが見込まれています。 

 

 推進ビジョンの考え方の共有を進め、行政及び事業者、関

係団体・機関などの専門組織は、システム構築に向け、必要な

資源・体制・手法等を検討し、具体的な事業展開が図られるよ

うな土台づくりを行う。 

 将来のあるべき姿についての合意形成を図

り、行政をはじめ、事業者や町内会・自治会など

の地縁組織、地域・ボランティア団体、住民など

の多様な主体が、それぞれの役割に応じた具体

的な行動を行い、システム構築につなげる。 

第２段階 
（システム構築期） 

第３段階 
（システム進化期） 

人口動態や社会状況に応じたシ

ステムとして、行政も、新しい公共

私相互間の協力関係を構築するデ

ザイン機能を発揮し、システムの

進化を図る。 

地域包括ケアシステムの更なる進化 

令和 7 

（2025）年 

度まで 

平成 29 

（2017）年 

度まで 

第１段階 
（土台づくり） 
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３ 地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進体制 

（１）地域みまもり支援センターによる取組 

「推進ビジョン」の策定に伴い、平成 28（2016）年 4 月には、「推進ビジョン」の具

体的な推進に向けて、住民に身近な区役所で「個別支援の充実」と「地域力の向上」を図る

とともに、専門職種のアウトリーチ機能を充実して連携を強化し、地域包括支援センター

や障害者相談支援センター、児童家庭支援センターなどの専門相談支援機関をはじめとし

て、連携を推進するため、各区保健福祉センター内に「地域みまもり支援センター」を設置

しました。 

なお、地域みまもり支援センターについては、センター内での個々人へのケアを中心と

した専門支援機能との連携の強化を図るため、平成 31（2019）年 4 月に、保健福祉セ

ンター全体を「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」と改称しました。 

 

（２）取組の推進イメージ 

本市においては、住民に身近な区役所と市役所（本庁）が全市的な調整を図り調和のと

れた施策を展開していることから、それぞれの適切な役割分担によって、一体的に取組を

推進します。 

その際に、基本的な視点として、①地域福祉に関する市民啓発を図るための「意識づく

り」、②地域における人材養成や居場所づくりをはじめとした取組を推進する「地域づくり」、

③「意識づくり」や「地域づくり」を専門多職種と共に、地域においてシステム化していく

ための「仕組みづくり」を３つの視点として、「自助」「互助」「共助」「公助」の組み合わせ

によるシステム構築をめざします。 
 

【今後の地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ】 
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（３）推進ビジョンと関連個別計画の関係性 

地域包括ケアシステム構築に向けて、総合計画のもと、「推進ビジョン」を上位概念とし

て、「かわさきいきいき長寿プラン」「かわさきノーマライゼーションプラン」「川崎市子ど

も・若者の未来応援プラン」等の関連計画と連携を図りながら取組を推進してきました。 

今般（令和 2（2020）年度）の「第６期川崎市・各区地域福祉計画」の策定にあたって

は、福祉に関する上位計画としての位置付け（社会福祉法第 107 条第 1 項第 1 号）に鑑

み、「推進ビジョン」と地域福祉計画の関連性を強め、地域課題の解決を図るために、住民

の視点から地域福祉を推進していくための行政計画の１つとして関連計画と連携を図りな

がら、地域包括ケアシステム構築につなげていきます。 

なお、川崎市成年後見制度利用促進計画については、本計画に位置付けています。 

【推進ビジョンと関連個別計画の関連性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、地域包括ケアシステムの構築に向けて、令和元（2019）年度に、本市において開

催した外部有識者による「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方検討

会議」での検討を踏まえ、市民一人ひとりを支える上での「個別支援の充実」と「地域力の

向上」を不可分一体で進めていくこととし、個人へのアプローチにあたっては、一人ひとりが

生活の中で築いている本人に由来する地域資源（本人資源）に着目した対応を図ることが

重要であるとともに、家族機能をどのように捉えていくかに留意していく必要があります。 

こうした視点を着実に施策推進の中で活かしていくために、①小地域ごとの特性に配慮

した施策展開、②分野横断的な施策連携の実現、③民間企業なども含めた多様な主体の連

携の手法開発などを取組の視座として、地域包括ケアシステムの構築を推進します。  
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４ 第５期計画での取組と第６期計画への課題 

 第５期計画での取組（平成 30（2018）～令和２（2020）年度） 

第５期計画における基本目標ごとの主な取組の成果と、次期計画への課題について、整

理を行い、第６期計画策定につなげます。 

 

【基本理念】「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり」 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム構築をめざして～ 

【基本目標】 

（１）住民が主役の地域づくり 

（２）住民本位の福祉サービスの提供 

（３）支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

（４）連携のとれた施策・活動の推進 

 

 

 

 

【基本目標１】 

⚫ 社会参加等を通じて、つながりや健康を維持できるよう地域ぐるみで 

働きかけをすること 

⚫ 市民活動の参加の裾野を広げ、新たな担い手を増やしていくこと 

⚫ 地域における活動と、活動の場づくりに向けた検討を進めること 

【基本目標２】 

⚫ 高齢・障害・児童に関する相談対応について連携を進めること 

⚫ 保健・福祉人材の確保に向けた取組を進めること 

⚫ 成年後見制度に関する基本計画を策定し、周知を図ること 

【基本目標３】 

⚫ 災害時の支援に向けて、連携の取れた仕組みづくりの検討を進めること 

⚫ 要援護者の日常の見守りの取組を進めること 

⚫ 従来の取組では把握が困難な対象者へ、地域で気づき・見守り・支援へと 

つなげられる連動した仕組みづくりを進めること 

【基本目標４】 

⚫ 保健・医療・福祉の円滑な連携が図れるよう、専門多職種の連携を 

進めること 

⚫ 地域の主体的な取組をつなぐ横断的な仕組みづくりを進めること 

  

第６期計画への課題 
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５ 令和７（2025）年を見据えためざすべき姿 

（１）地域福祉とは 

社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰もが抱

える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少なかれ、

必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友人、近隣

住民などによる支援など様々ですが、私たちは自分以外の人から援助や支援を得て、問題

を解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられていま

す。地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、知人、友人、近隣住民などとの社

会関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持って、家族及び地

域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくっていくこと」と考えら

れます。 

そのためには、まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできることは

自分でする「自助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え合い

の取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護保険や

医療保険に代表されるリスクを共有する人々で負担する取組としての「共助」、困窮など自

助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公助」の組み

合わせによる取組が求められています。 

 

（２）地域福祉の対象者と担い手 

地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべて

の人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等

関係団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、保

健医療事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会と

市長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 
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（３）令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿 

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31 万人（令和元（2019）

年 10 月１日現在）ですが、令和７（2025）年には 34 万人まで増加することが見込ま

れます。特に、75 歳以上の後期高齢者については、16 万 8 千人から、令和７（2025）

年には 20 万５千人まで増加することが見込まれます。 

さらに、人口動態と関連して、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、認知症

高齢者の急増など、地域社会が変容していくものと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、令和７（2025）年を目標に、

地域包括ケアシステム構築に向けて、各関連の行政計画において具体的な取組を進めてい

ます。それにあたり、令和７（2025）年に向けて、関連行政計画間の中長期的・横断的な

課題とめざす姿について、計画横断的なテーマとして「地域の基盤」「安心・安全」「健康・

予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源の活用」という取組ごとに整理しま

した。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内に取り組んでいき、

大枠として、令和７（2025）年の目標に向けて取組を推進していくこととします。 

【令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿】 

 

現状の課題と令和７（2025）年に向けて 

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

地
域
の
基
盤 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け

た「新しい生活様式」を踏まえた地域にお

ける新たな取組の推進が求められている。 

○人口構成や住環境、地域でのつながりなど

について、市内においても地域差が出てき

ており、担い手の確保など、地域における

これまでの取組を継続していくことが難し

い状況になりつつある。 

○単身世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・

孤立している子育て世帯・介護世帯等の増

加により、家族機能を補完する地域の機能

がますます必要となってきている。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け

た「新しい生活様式」による地域社会の変

容を踏まえて、多くの地域で、地域の状況

に応じた住民主体の課題解決に向けた取組

が行われている。 

○高齢者は支えられる側という市民の意識が

薄まり、様々な形態で高齢者世代の多くの

方が地域の活性化に関わっているととも

に、多世代の地域活動も多くみられている。 

○行政や社会福祉協議会などの公的サービス

を提供する機関は、各地域の課題解決に向

けた支援を行うことで、基本的な役割を

担っている。 

安
心
・
安
全 

○支援に結びつかない人を地域の中で気にか

け、必要に応じて、専門多職種による支援

につなげ、誰もが安心して暮らし続けられ

る地域づくりが課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏

まえ、大規模災害に備えた自助、互助、共

助、公助による取組の推進が求められてい

る。 

○困ったときに声をあげられる地域づくりが

進むとともに、いざというときに、周囲に

相談できる環境が作られている。 

 

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充実

を図り、災害時要援護者避難支援や防災を

目的とした取組を進め、地域の安心・安全

が広がっている。 
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現状の課題と令和７（2025）年に向けて 

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

健
康
・
予
防 

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者をはじめ、疾患を抱えている方が急増

している。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康

寿命が延伸している。 

権
利
擁
護 

○少子高齢化、世帯人員の減少などによって、

地域で暮らす高齢者や障害者などへの権利

擁護のニーズが増大している。身近で適時

適切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理解

が進み、利用が促進されて、高齢者や障害

者などが自己決定・自己実現できる環境が

広がっている。 

次
世
代
育
成 

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立に

陥らず、地域で暮らしていける環境づくり

が必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育

んでいくための取組が地域の多様な機関に

より取り組まれ、子どもや若者の地域への

愛着が育まれている。 

 

社
会
参
加 

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域

や望む場で自立した生活を送れるように、

障害や病気への理解、個々人に応じた社会

参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、ともに

支え合い、助け合う、地域社会づくりの意

識が高まり、すべての市民の個々人に応じ

た社会参加が促されている。 

地
域
資
源
の
活
用 

○限られた資源を効率・効果的に活用してい

くための地域福祉におけるコーディネート

機能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、

事業者、行政など多様な主体が協働・連携

し、地域の課題に対するきめ細やかな対応

が図られている。 
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６ 第６期計画期間における施策の方向性 

（１）計画の基本理念・目標 

第６期計画では、第５期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実態

調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基本理

念は第５期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづ

くり～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は①「住民が主役の地域づくり」、②「住民本位の福祉サービスの提供」、

③「支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり」、④「連携のとれた施策・活動の

推進」の４つを継続し、地域福祉の向上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一面

もある一方で、①日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、②

ボランティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、③高い産業集積を持ち、魅

力ある民間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰

もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」につ

なげられるように取組を推進します。 

また、第 6 期計画においては、①地域包括ケアシステム構築に向けた基幹的な計画とし

ての位置付けを高め、②小地域において、住民同士の「地域づくり」が進んでいくように、

各区計画に、「地域ケア圏域」ごとの地域の概況を掲載するとともに、地区カルテを活用し

た地域マネジメントを推進します。さらに、③「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不

可分一体で進め、包括的な支援体制づくりにつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①住民が主役の地域づくり 

②住民本位の福祉サービスの提供 

③支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

④連携のとれた施策・活動の推進 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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① 住民が主役の地域づくり 

地域で暮らす人々が相互に理解し、主体的に地域福祉活動等へ参加していくこ

とで、人と人のつながりを持ち、助け合い、支え合うことができるような仕組み

づくりが重要となっています。そのため、健康・生きがいづくりや、地域福祉の

担い手づくり、活動・交流の場づくりを進め、すべての人が「生きがい」を持ち、

心豊かな暮らしができるような活力ある地域づくりをめざします。 

 

 

② 住民本位の福祉サービスの提供 

何らかのケアが必要となった際に、保健・福祉サービスやその他の在宅生活を

支えるサービスを効果的に組み合わせて利用することが必要と考えられます。そ

のため、高齢・障害・児童・母子等に対する保健福祉サービスを着実に提供して

いきます。さらに、地域包括ケアに関する情報提供や、相談支援のネットワーク

の包括化、サービスの質の向上、保健・福祉人材の確保及び育成、権利擁護に関

する取組などを着実に推進します。 

 

 

③ 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

災害時の福祉支援、一人暮らし高齢者等の見守りネットワークの構築、虐待へ

の適切な対応、生活困窮者等の自立支援に向けた取組、引きこもりや自殺対策な

ど、これまでの広く地域福祉を推進していく取組とともに、特化したテーマへの

対応の重要性が増しており、地域力を活かしながら、こうした今日的な課題に対

応した取組を推進します。 

 

 

④ 連携のとれた施策・活動の推進 

地域福祉の推進に向けては、まずは専門多職種による連携が必要です。そのた

め、保健・福祉・医療をはじめとした、様々な分野・職種間における連携を図り、

「顔の見える関係づくり」を進めます。さらに、福祉・介護等サービスの基盤を

整備しつつ、地域住民も加えたネットワークづくりを進めることを促し、こうし

た取組を通じて、様々な場面での連携を進めます。また、社会福祉協議会との協

働・連携を推進するとともに、他分野と連携のとれた施策展開を図ります。 
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（２）計画推進における圏域の考え方 

人口 150 万人を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性があ

り、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に向けて

は、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開するに

は、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいことから、

「第５期川崎市地域福祉計画」においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地

域の課題に公的に対応し地域づくりを進めてきた概ね中学校区を基本とする圏域を第２層

として、「地域ケア圏域」としてきました。 

今般、これまで行政が取組を推進してきた状況を踏まえ、「地域ケア圏域」を４４圏域に

分け、地区カルテ等を活用して、より多くの方々と共に地域の状況を共有していきます。

なお、この圏域は、介護保険制度上の日常生活圏域としても位置付けます。 

今後は、さらに地域の実情に応じて、より小規模な地域の状況把握や課題解決が重要と

なっていくことから、小地域を第３層としながら、「地域ケア圏域」については、より市民

に身近な地域での様々な活動の展開をめざして、圏域の設定のあり方を検討していきます。 

【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】（令和２（2020）年５月１日現在） 

 圏域 圏域の考え方 

第
３
層 

小地域 

町内会・自治会（650） 

小学校区（114 校区） など 

（例示） 

・町内会・自治会の班（組）程度の日常的な支え合いを

基本としながら、民生委員児童委員などが、地域の状

況を把握し、見守りや日常の生活支援などを行う。 

・地域住民の生活課題の解決に向けて、見守りなど具体

的に日常的な活動を行っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中心に、子どもの健やかな成長ができる教育

環境づくりを各学校と共に推進していく。など 

第
２
層 

地域ケア圏域（44 圏域） 

人口平均 約 35,000 人 

中学校区（51 校区） 

地区社会福祉協議会（40 地区） 

地区民生委員児童委員協議会

（56 地区） 

・身近な地域において、相談や居場所など、地域の課題

に公的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会を

組織し、活動を推進している。 

第
１
層 

区域（７区） 

人口 17 万人～26 万人程度 

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域

みまもり支援センターなどの公的機関があり、区役所

が中心となって、地域課題を把握し、住民と共有しな

がら、各地域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層 

市域 

人口 約 154 万人 
・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るため

の取組を推進する。 
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７ 第６期計画の実施状況の点検・見直し 

本市においては、学識経験者や、地縁組織・福祉関係団体の代表者等を委員とする「川崎市

社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、市計画の

策定・実施状況の評価・見直しを行ってきました。 

あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、区独自の

取組を中心に策定しており、主な取組を中心に各区地域福祉計画推進会議（会議名は、別名

称となっている区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・見直しを行ってき

ました。 

第６期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえて、

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡサイ

クルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価等を行

い、施策の一層の充実に努めます。 

また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活用しながら、評

価を行っていき、計画の進行管理を継続して行っていくことにより、次期計画（令和６（2024）

年度～令和８（2026）年度）につなげます。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実行（Ｄｏ） 

・施策推進の目標進捗状況の把握 

・施策の方向と内容についての 

 指標に基づく成果の確認 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・施策推進の目標 

・施策の方向と内容 

計画（Ｐｌａｎ） 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策推進の目標の見直し 

・施策の方向と内容についての 

 見直し 

・目標に向けた事務事業の執行 
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【新型コロナウイルス感染症を踏まえた 
今後の地域活動について】 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症によって、市民の間には様々な不安が広がり、これ

までのような地域活動が展開しにくい状況が存在します。 

本計画に位置付けられている様々な取組においては、相談や交流の場づくり

など、「顔の見える関係づくり」が重要といえます。一方で、「新しい生活様式」

の下では、地域活動においても、３密（密閉、密集、密接）を避ける、ソーシャ

ルディスタンスの確保など、対面や人が集まるような活動を控えることも考え

なければなりません。 

この相反する課題のもと、どのように地域福祉を推進していけばよいでしょ

うか？ 

これには、直ちに正解が得られるものではありませんが、次のような工夫した

事例なども報告されています。 

＊ 高齢者の通いの場を提供していたボランティア団体が緊急事態宣言に

より通いの場を休止せざるをえなくなった。その代わりに、スタッフ

が手分けをして参加者に定期的に電話し、おしゃべりをしながら近況

を伺ったことで、見守りの機能としての「つながり」を保つことがで

きた。 

＊ テレワークや在宅勤務の普及によって、これまで地域活動にあまり関

心のなかった世代が地元で過ごす時間が長くなったことから、地元の

店舗を利用したり、地域の魅力を再発見することで、地域活動に取り

組む気持ちが芽生えた。 

これらの事例は、感染拡大防止への対応に模索し始めた令和２（2020）年

度中のものですが、今後も新しい視点・発想による、「新しい生活様式」の下

での「新しい地域活動」を市民の方々と一緒に作りあげていきたいと考えてい

ます。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症等の感染症については、川崎市及び厚生労

働省のホームページで最新の情報を把握するよう心掛けてください。 
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第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図 

第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基 本 理 念 

（１）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 

①健康づくり事業 

②介護予防事業 

③生涯現役対策事業 

④生活習慣病対策事業 

⑤食育推進事業 
 

（２）地域福祉活動への参加の促進 

①民生委員児童委員活動育成等事業 

②老人クラブ育成事業 

③高齢者就労支援事業 

④青少年活動推進事業 

⑤地域における教育活動の推進事業 
 

（３）ボランティア・ＮＰＯ活動等の支援 

①市民活動支援事業 

②ボランティア活動振興センターの運営支援 

③ＮＰＯ法人活動促進事業 

④地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 

⑤地域振興事業 

⑥地域福祉コーディネート技術研修 
 

（４）活動・交流の場づくり 

①地域福祉施設の運営（総合福祉センター、 

福祉パル） 

②いこいの家・いきいきセンターの運営 

③こども文化センター運営事業 

④地域の寺子屋事業 

（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 

①地域子育て支援事業 

②老人福祉普及事業 

③福祉サービス第三者評価事業 

④地域福祉情報バンク事業 

⑤コミュニケーション支援事業 

（２）包括的な相談支援ネットワークの充実 

①地域包括支援センターの運営 

②障害者相談支援事業 

③児童生徒支援・相談事業 

④母子保健指導・相談事業 

⑤児童相談所運営事業 

 

（３）保健・福祉人材等の育成 

①福祉人材確保対策事業 

②看護師確保対策事業 

③保育士確保対策事業 

（４）権利擁護の取組 

①権利擁護事業 

 ・あんしんセンター運営の運営支援 

 ・成年後見制度推進事業 

②人権オンブズパーソン運営事業 

③女性保護事業 

④子どもの権利施策推進事業 

（１）災害時の福祉支援体制の構築 

①災害救助その他援護事業 

②地域防災推進事業 
 

（２）見守りネットワークの推進 

①地域見守りネットワーク事業 

②ひとり暮らし支援サービス事業 
 

（３）虐待への適切な対応の推進 

①高齢者虐待防止対策事業 

②障害者虐待防止対策事業 

③児童虐待防止対策事業 
 

（４）様々な困難を抱えた人への自立支援の取組 

①生活保護自立支援対策事業 

②生活困窮者自立支援事業 

③ひとり親家庭の生活支援事業 

④母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

⑤子ども・若者支援推進事業 

⑥里親制度推進事業 

⑦児童養護施設等運営事業 

⑧更生保護事業 

⑨「キャリアサポートかわさき」における総合的

な就業支援 
 

（５）ひきこもり対策等の推進 

①社会的ひきこもり対策事業 

②自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

施策の展開に向けた４つの基本目標 

１ ２ ３ 

（１）保健・医療・福祉の連携 

①がん検診等事業 

②妊婦・乳幼児健康診査事業 

③在宅医療連携推進事業 
 

（２）福祉・介護等サービスの基盤整備等 

①介護サービスの基盤整備事業 

②障害福祉サービスの基盤整備事業 

③公立保育所運営事業 

④認可保育所整備事業 

⑤市営住宅等ストック活用事業 
 

（３）市民・事業者・行政の協働・連携 

①地域包括ケアシステム推進事業 

②認知症高齢者対策事業 

③社会福祉審議会の運営 

④地域福祉計画推進事業 

⑤多様な主体による協働・連携推進事業 

⑥かわさき健幸福寿プロジェクト 

⑦健康リビング事業 

⑧居住支援協議会の運営 

（４）社会福祉協議会との協働・連携 

①社会福祉協議会との協働・連携 
 

（５）総合的な施策展開に向けた連携体制 

①川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部 

会議 

 

４ 住民が主役の地域づくり 住民本位の福祉サービスの提供 
支援を必要とする人が的確に 

つながる仕組みづくり 
連携のとれた施策・活動の推進 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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１ 宮前区地域福祉計画とは 

（１）計画の趣旨・期間 

宮前区では、「誰もが住み慣れた場所で安心して暮らせる地域づくり」をめざして、平成 16

（2004）年度に第１期計画を策定し、地域福祉の向上をめざす取組を推進してきました。 

 

少子高齢化の進行、核家族や単身世帯の増加、隣近所との関係の希薄化などを背景として、

身近な地域では、子育て家庭や高齢世帯の孤立、心身の健康維持など、様々な生活上の課題

を抱える状況が続いています。 

 

これらの課題は、住民一人ひとりの力だけで解決できるものばかりではありません。 

隣近所をはじめとする「身近な地域での助け合い」や、保健福祉に関わる事業者、公的機関

などが、地域の課題解決に協働・連携して取り組むことは、誰もが暮らしやすい地域づくり

のために大切なことであり、令和３(2021)年度から令和５(2023)年度の３年間を計画期間

とする第６期計画においても、取組を進めていきます。 

 

  

計画期間と基本理念等の変遷  
 

●第１期計画  平成 16(2004)年度～平成 19(2007)年度 ※ 当初は 5 年計画 

 安心して暮らせるまちづくり ～支え合う地域社会の実現を目指して～ 
  

●第２期計画  平成 20(2008)年度～平成 22(2010)年度 

  宮前の福祉をみんなでつくる ～支え合う地域社会の実現を目指した地域力の向上～ 
 

●第３期計画  平成 23(2011)年度～平成 25(2013)年度 

  区民一人ひとりが主人公、小さな力から大きな助け合いの輪が広がるまちをめざして 
 

●第４期計画  平成 26(2014)年度～平成 29(2017)年度 

  区民一人ひとりが主人公、身近なあいさつから広がる地域の輪 
 

第６期の計画期間 令和３(2021)年度～令和５(2023)年度 

●第 5 期計画  平成 30(2018)年度～令和 2(2020)年度 
 

みんなでつくろう 地域の輪 
～共につながり 支え合い 安心して暮らせる地域づくり～ 
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（２）計画策定の流れ 

第 6 期計画の策定にあたっては、川崎市が実施した「第 5 回川崎市地域福祉実態調査」や、

宮前区が行った講演会・シンポジウム・アンケートなどにより、地域の現状や課題を把握し

ました。 

次に、宮前区長を本部長とし、区役所の全部署で構成する「宮前区地域包括ケアシステム

推進本部会議」と、学識経験者・各分野の団体の代表・事業者等で構成する「宮前区地域包括

ケアシステムネットワーク会議」において、地域福祉の推進に向けた理念や基本方針、取組

などについて検討を行い、計画の素案を作成しました。 

素案を公表し、パブリックコメントで寄せられた区民の意見を踏まえた検討を経て、本計

画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）宮前区の地域包括ケアシステム 

第６期計画は、川崎市の策定した「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」を上位概

念として、策定されています。 

地域包括ケアシステム推進ビジョンがめざす「誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安

心して暮らし続けることができる地域」をつくるには、自助、互助、共助、公助が適切な組み

合わせで行われることが重要です。 

 

自助・互助・共助・公助の関係性 

 

 

 

 

 

 

  

 

第６期 

 

宮前区 

地域福祉 

計画 

 

区が実施した 
アンケート等 

 

自 助 
区民一人ひとりが、自身の健康を意識し、
近隣の人々とあいさつを交わし、地域に積極
的に関わること 

 

互 助 
ボランティアや近隣住民が情報交換や見守り
活動を通じて互いに支え合うこと 

共 助 
介護保険や医療保険に代表される、お互い
の支え合いを基本として制度化された、リスク
を共有する人々で負担する取組 

公 助 
自助・互助・共助では十分な対応ができない
場合に、主に税負担により提供される社会
福祉等 
 
 
 

・自分のことを自分でする 
・自らの健康管理（セルフケア） 
・市場サービスの購入 

・当事者団体による取組 
・高齢者によるボランティア・ 
生きがい就労 
・市場サービスの購入 

・ボランティア活動 
・住民組織の活動 

・ボランティア・住民組織の活動 
 への公的支援 

・介護保険に代表される 
社会保険制度及びサービス 

・一般財源による高齢者福祉事業等 
・生活保護 
・人権擁護・虐待対策 

区民 

説明会 

（中止） 

川崎市 
地域福祉実態調査 

区民 
アンケート 

素案の 
作成・検討 

パブリック 

コメント 

宮前区 
地域包括ケアシス
テム推進本部会議 

 

地域福祉活動 
関係団体ヒアリング 

宮前区地域包括 
ケアシステム 

ネットワーク会議 
 現

状
・課
題 
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２ 宮前区の地域の特色 

（１）宮前区の概況 

宮前区は、多摩丘陵の一角に位置し、区内には、平瀬川、矢上川、有馬川の３つの河川が流

れています。これらの川に挟まれて、丘陵、坂、谷戸などで構成された起伏に富んだ地形が特

徴です。 

 

明治 22（1889）年の市制・町村制の施行に伴い、橘樹郡（たちばなぐん）宮前村（みや

さきむら）と向丘村（むかおかむら）が誕生しました。両村は、昭和 13（1938）年に本市

に編入され、昭和 47（1972）年に本市が政令指定都市に移行した後は高津区に属していま

したが、昭和 57（1982）年に分区し、現在の宮前区となりました。 

 

昭和 41（1966）年の溝の口から長津田間の田園都市線の開通、昭和 43（1968）年の

東名高速道路・東名川崎インターチェンジの開通・開設などによる交通基盤の整備とともに、

郊外住宅地としての開発が進みました。その結果、人口は、分区当時の約 15 万人から急速

に増加し、令和２（2020）年９月現在で約 23 万人となっています。 

 

市内７区の中では生産緑地面積が最も広く、農産物直売所が区内各地に点在しているほか、

公園、公園緑地数も２番目に多いなど、身近に農や緑を感じることができます。また、旧石器

時代の鷲ヶ峰遺跡や弥生時代の東高根遺跡、本市初の国史跡である橘樹官衙（たちばなかん

が）遺跡群などが存在し、歴史のある土地でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

混在する住宅地と農地 坂のある風景 

平瀬川 
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（２）宮前区の地域福祉を取り巻く現状 

①総人口と世帯数の推移 

１）総人口と世帯数の推移（全体） 

宮前区の人口は、令和 2（2020）年 9 月１日現在で 233,980 人となっています。 

また、１世帯当たり人員は、平成 27（2015）年をピークに平成 28（2016）年か

ら連続して減少傾向で、ひとり暮らしや夫婦のみの世帯が増加していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川崎市の統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年 10 月 1 日現在） 
   ※令和 2 年は 9 月１日現在 

 

２）区別の人口と世帯数 

川崎市の総人口は令和 2（2020）年 9 月１日現在で 1,539,522 人、総世帯数は

750,949 世帯です。宮前区の人口は市内で 3番目に多く、世帯数は 5 番目です。 

なお、１世帯あたりの人員は、市内で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：川崎市の統計情報「川崎市の世帯数・人口」（令和 2 年 9 月１日現在） 
  

宮前区の総人口と世帯数の推移 
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３）総人口と世帯数の推移（区役所管内・向丘出張所管内） 

管区別にみると、区役所管内は総人口と世帯数は増加傾向にあります。向丘出張所管

内では総人口は横ばいですが、世帯数は増加傾向となっています。 

１世帯当たりの世帯人員をみると、区役所管内・向丘出張所管内のいずれも減少傾向

となっていますが、向丘出張所管内のほうが区役所管内よりも１世帯当たりの人員がや

や多いことが特徴です。 

 

  宮前区の総人口と世帯数の推移（管区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市の統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年 10 月 1 日現在） 
   ※令和 2 年は 9 月１日現在 

  

【
区
役
所
管
内
】 

【
向
丘
出
張
所
管
内
】 

155,368 155,957 157,558 159,669 161,232 162,507 163,980 
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②年齢からみる人口の推移 

１）市と各区の年齢３区分別人口構成 

宮前区は、市内で最も 14 歳以下人口割合が高い区です。 

また、65 歳以上人口割合は、第５期計画策定時の平成 29（2017）年に 21.3％と

なり、初めて 20％を超えましたが、さらに増加し、市内で４番目に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市の統計情報「川崎市年齢別人口」（令和元（2019）年 10 月１日現在） 

 

 

２）宮前区の年齢別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川崎市の統計情報「川崎市年齢別人口」（令和元（2019）年 10 月 1 日現在） 

 

 

  

川崎市・区の年齢３区分別人口構成 
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３）川崎市内７区の人口動態 

令和2（2020）年の人口動態は1,541人増で、転入による社会増が出生による自然増

を上回っています。出生による自然増は、市内で3番目に少なくなっています。 

出生による自然増については、第４期計画策定時の平成24（2012）年には1,065人

で、1,000人を超えていましたが、第５期計画策定時の平成28（2016）年には657人、

令和2（2020）年には100人となり、大きく減少し続けていることが宮前区の特徴で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市の統計情報「人口動態」（令和 2（2020）年） 
 
 

４）宮前区の人口推移と将来人口推計  

14歳以下人口は令和7（2025）年には約30,000人となる一方、65歳以上人口は約

57,000人に増加し、高齢化の急速な進展が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：川崎市総務企画局「川崎市総合計画第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」 
  （平成 29（2017）年５月）  
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③町丁別にみる人口の推移 

１）総人口 

 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 
令和2年 
９月末 

総人口割合 

平成28年 
から 

令和2年の 
人口増減率 

宮前区 226,657  228,762 230,412 231,606 233,301 100.0% 2.9% 

区役所管内 156,955  159,065 160,628 161,903 163,398 70.0% 4.1% 

有馬  22,078  22,216 22,264 22,234 22,490 9.6% 1.9% 

 

有馬１丁目  3,803  3,869 3,904 3,856 4,117 1.8% 8.3% 

有馬２丁目  1,782  1,881 1,893 1,866 1,875 0.8% 5.2% 

有馬３丁目  1,859  1,860 1,890 1,873 1,873 0.8% 0.8% 

有馬４丁目  2,679  2,632 2,646 2,663 2,666 1.1% -0.5% 

有馬５丁目  1,766  1,772 1,767 1,812 1,820 0.8% 3.1% 

有馬６丁目  2,846  2,844 2,833 2,816 2,789 1.2% -2.0% 

有馬７丁目  2,485  2,475 2,489 2,524 2,535 1.1% 2.0% 

有馬８丁目  2,941  2,999 2,940 2,926 2,926 1.3% -0.5% 

有馬９丁目  1,917  1,884 1,902 1,898 1,889 0.8% -1.5% 

梶ケ谷  2,394  2,484 2,612 2,647 2,677 1.1% 11.8% 

けやき平  3,278  3,223 3,259 3,186 3,143 1.3% -4.1% 

小台  7,530  7,376 7,678 7,909 7,871 3.4% 4.5% 

 
小台１丁目  3,232  3,180 3,106 3,293 3,254 1.4% 0.7% 

小台２丁目  4,298  4,196 4,572 4,616 4,617 2.0% 7.4% 

鷺沼  12,074  12,122 12,273 12,447 12,415 5.3% 2.8% 

 

鷺沼１丁目  3,991  4,022 4,120 4,309 4,310 1.8% 8.0% 

鷺沼２丁目  1,973  1,988 2,006 2,002 1,985 0.9% 0.6% 

鷺沼３丁目  2,771  2,778 2,760 2,678 2,659 1.1% -4.0% 

鷺沼４丁目  3,339  3,334 3,387 3,458 3,461 1.5% 3.7% 

神木  2,103  2,088 2,129 2,174 2,216 0.9% 5.4% 

 
神木１丁目  621  610 614 608 616 0.3% -0.8% 

神木２丁目  1,482  1,478 1,515 1,566 1,600 0.7% 8.0% 

土橋  17,097  17,195 17,051 17,057 17,388 7.5% 1.7% 

 

土橋１丁目  3,112  3,093 3,067 3,065 3,147 1.3% 1.1% 

土橋２丁目  3,576  3,554 3,567 3,461 3,490 1.5% -2.4% 

土橋３丁目  1,987  1,972 1,899 1,933 2,029 0.9% 2.1% 

土橋４丁目  3,762  3,789 3,751 3,807 3,944 1.7% 4.8% 

土橋５丁目  1,019  1,100 1,083 1,097 1,096 0.5% 7.6% 

土橋６丁目  1,787  1,790 1,803 1,833 1,849 0.8% 3.5% 

土橋７丁目  1,854  1,897 1,881 1,861 1,833 0.8% -1.1% 
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 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 
令和2年 
９月末 

総人口割合 

平成28年 
から 

令和2年の 
人口増減率 

野川  28,413  28,395 28,366 28,513 28,752 12.3% 1.2% 

 

野川  28,413  28,395 28,366 27,239 12,704 5.4%  

西野川１丁目     3,839 1.6%  

西野川２丁目     2,612 1.1%  

西野川３丁目     3,186 1.4%  

野川本町 1 丁目     2,717 1.2%  

野川本町 2 丁目     2,384 1.0%  

野川本町 3 丁目    1,274 1,310 0.6%  

東有馬  12,933  12,895 13,021 13,045 12,995 5.6% 0.5% 

 

東有馬１丁目  2,035  2,091 2,124 2,115 2,182 0.9% 7.2% 

東有馬２丁目  3,343  3,346 3,411 3,436 3,411 1.5% 2.0% 

東有馬３丁目  2,075  2,050 2,095 2,072 2,047 0.9% -1.3% 

東有馬４丁目  2,266  2,284 2,272 2,343 2,289 1.0% 1.0% 

東有馬５丁目  3,214  3,124 3,119 3,079 3,066 1.3% -4.6% 

馬絹 15,769 15,887 15,999 16,032 16,363 7.0% 3.8% 

 

馬絹  15,769  8,667      

馬絹１丁目  3,953 3,988 4,045 4,072 1.7%  

馬絹２丁目  1,322 1,329 1,358 1,461 0.6%  

馬絹３丁目  1,945 1,933 1,957 1,949 0.8%  

馬絹４丁目   4,726 4,642 4,653 2.0%  

馬絹５丁目   1,683 1,717 1,918 0.8%  

馬絹６丁目   2,340 2,313 2,310 1.0%  

宮崎 22,386 23,189 23,303 23,420 23,581 10.1% 5.3% 

 

宮崎  5,149  5,287 5,293 5,375 5,328 2.3% 3.5% 

宮崎１丁目  3,692  3,757 3,762 3,730 3,767 1.6% 2.0% 

宮崎２丁目  4,136  4,554 4,632 4,679 4,661 2.0% 12.7% 

宮崎３丁目  3,984  3,915 3,899 3,932 4,106 1.8% 3.1% 

宮崎４丁目  1,225  1,214 1,198 1,196 1,185 0.5% -3.3% 

宮崎５丁目  2,051  2,044 2,029 2,062 2,032 0.9% -0.9% 

宮崎６丁目  2,149  2,418 2,490 2,446 2,502 1.1% 16.4% 

宮前平  10,900  11,995 12,673 13,239 13,507 5.8% 23.9% 

 

宮前平１丁目  3,007  3,152 3,285 3,246 3,256 1.4% 8.3% 

宮前平２丁目  3,956  3,879 4,000 4,580 4,783 2.1% 20.9% 

宮前平３丁目  3,937  4,964 5,388 5,413 5,468 2.3% 38.9% 

※斜線部（「馬絹１～6 丁目」、「西野川１～3 丁目」、「野川本町 1～3 丁目」）は、平成 28 年以降にできた町

丁のため、各年の総人口と平成 28 年からの増減率は算出していない。 

※野川地区は平成 30 年からの住居表示の実施により、区域が縮小したため、平成 28 年からの増加率は算出

していない。 

※馬絹地区は、平成 29 年までに１～６丁目となったため、平成 30 年度以降の人口、令和２年の９月末総人

口割合、平成 28 年からの増減率は算出していない。  
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 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 
令和2年 
９月末 

総人口割合 

平成28年 
から 

令和2年の 
人口増減率 

向丘出張所管内  69,702  69,697 69,784 69,703 69,903 30.0% 0.3% 

犬蔵  16,526  16,482 16,636 16,652 16,724 7.2% 1.2% 

 

犬蔵１丁目  3,089  3,076 3,084 3,145 3,226 1.4% 4.4% 

犬蔵２丁目  9,292  9,285 9,295 9,264 9,291 4.0% 0.0% 

犬蔵３丁目  4,145  4,121 4,257 4,243 4,207 1.8% 1.5% 

五所塚  1,439  1,426 1,443 1,440 1,477 0.6% 2.6% 

 
五所塚１丁目  628  602 602 606 606 0.3% -3.5% 

五所塚２丁目  811  824 841 834 871 0.4% 7.4% 

潮見台  1,692  1,720 1,692 1,741 1,740 0.7% 2.8% 

神木本町  8,757  8,798 8,792 8,793 8,822 3.8% 0.7% 

 

神木本町１丁目  1,697  1,709 1,709 1,683 1,667 0.7% -1.8% 

神木本町２丁目  1,980  2,000 1,999 2,030 2,064 0.9% 4.2% 

神木本町３丁目  1,122  1,132 1,120 1,088 1,106 0.5% -1.4% 

神木本町４丁目  2,174  2,162 2,174 2,169 2,158 0.9% -0.7% 

神木本町５丁目  1,784  1,795 1,790 1,823 1,827 0.8% 2.4% 

白幡台  1,879  1,869 1,859 1,861 1,828 0.8% -2.7% 

 
白幡台１丁目  1,086  1,079 1,060 1,059 1,051 0.5% -3.2% 

白幡台２丁目  793  790 799 802 777 0.3% -2.0% 

菅生ケ丘  2,802  2,807 2,798 2,822 2,856 1.2% 1.9% 

菅生  12,533  12,582 12,563 12,566 12,743 5.5% 1.7% 

 

菅生１丁目  1,756  1,787 1,786 1,815 1,922 0.8% 9.5% 

菅生２丁目  2,520  2,492 2,516 2,594 2,623 1.1% 4.1% 

菅生３丁目  2,961  2,934 2,938 2,913 2,936 1.3% -0.8% 

菅生４丁目  1,366  1,443 1,431 1,433 1,402 0.6% 2.6% 

菅生５丁目  1,872  1,915 1,906 1,850 1,887 0.8% 0.8% 

菅生６丁目  2,058  2,011 1,986 1,961 1,973 0.8% -4.1% 

平  12,355  12,296 12,288 12,186 12,115 5.2% -1.9% 

 

平１丁目  2,942  2,975 3,016 3,033 2,994 1.3% 1.8% 

平２丁目  3,551  3,464 3,393 3,336 3,335 1.4% -6.1% 

平３丁目  1,578  1,577 1,579 1,564 1,558 0.7% -1.3% 

平４丁目  1,390  1,400 1,405 1,408 1,401 0.6% 0.8% 

平５丁目  1,417  1,439 1,460 1,429 1,443 0.6% 1.8% 

平６丁目  1,477  1,441 1,435 1,416 1,384 0.6% -6.3% 

南平台  4,474  4,426 4,431 4,391 4,330 1.9% -3.2% 

初山  5,141  5,108 5,083 5,017 5,013 2.1% -2.5% 

 
初山１丁目  2,215  2,204 2,183 2,152 2,166 0.9% -2.2% 

初山２丁目  2,926  2,904 2,900 2,865 2,847 1.2% -2.7% 

水沢  2,104  2,183 2,199 2,234 2,255 1.0% 7.2% 

 

水沢１丁目  31  34 34 34 38 0.0% 22.6% 

水沢２丁目  862  894 933 950 971 0.4% 12.6% 

水沢３丁目  1,211  1,255 1,232 1,250 1,246 0.5% 2.9% 

資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」（各年９月末日現在） 

※数値は、住民基本台帳人口と外国人登録人口を合算したものである。  
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宮前区総人口地図 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

第１章  宮前区地域福祉計画策定にあたって 

36 

２）年少・老年人口 

 年少人口（０～14 歳） 老年人口（65 歳以上） 

 
令和2年 
9月末 

年少人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

年少人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

令和2年 
9月末 

老年人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

老年人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

宮前区 32,468 13.9% -0.7% 47,673 20.4% 8.8% 

区役所管内 23,126 14.2% 2.5% 30,726 18.8% 8.8% 

有馬 3,216 14.3% -0.1% 3,914 17.4% 12.0% 

 

有馬１丁目 546 13.3% 18.2% 687 16.7% 12.4% 

有馬２丁目 256 13.7% 16.9% 356 19.0% 7.9% 

有馬３丁目 240 12.8% -17.0% 328 17.5% 14.3% 

有馬４丁目 370 13.9% -4.1% 550 20.6% 12.9% 

有馬５丁目 273 15.0% -2.8% 292 16.0% 4.3% 

有馬６丁目 394 14.1% -11.1% 562 20.2% 9.8% 

有馬７丁目 488 19.3% -1.2% 354 14.0% 8.6% 

有馬８丁目 383 13.1% 2.4% 473 16.2% 17.4% 

有馬９丁目 266 14.1% -1.8% 312 16.5% 20.0% 

梶ケ谷 441 16.5% 20.2% 497 18.6% 23.9% 

けやき平 256 8.1% -15.5% 1,177 37.4% 4.3% 

小台 1,124 14.3% 2.6% 1,016 12.9% 15.5% 

 
小台１丁目 441 13.6% 0.5% 462 14.2% 7.9% 

小台２丁目 683 14.8% 4.1% 554 12.0% 22.6% 

鷺沼 1,753 14.1% 0.7% 2,115 17.0% 9.8% 

 

鷺沼１丁目 530 12.3% 18.3% 790 18.3% 9.3% 

鷺沼２丁目 216 10.9% -14.3% 344 17.3% 17.8% 

鷺沼３丁目 302 11.4% -20.7% 487 18.3% 5.6% 

鷺沼４丁目 705 20.4% 7.0% 494 14.3% 9.8% 

神木 281 12.7% 11.1% 554 25.0% 6.9% 

 
神木１丁目 45 7.3% -13.5% 230 37.3% 4.5% 

神木２丁目 236 14.8% 17.4% 324 20.3% 8.7% 

土橋 2,690 15.5% -1.1% 2,838 16.3% 11.1% 

 

土橋１丁目 463 14.7% 14.6% 530 16.8% 7.5% 

土橋２丁目 565 16.2% -13.9% 459 13.2% 7.2% 

土橋３丁目 228 11.2% 5.6% 470 23.2% 0.6% 

土橋４丁目 663 16.8% 3.6% 529 13.4% 37.0% 

土橋５丁目 209 19.1% 5.6% 153 14.0% 25.4% 

土橋６丁目 239 12.9% -8.8% 318 17.2% 12.0% 

土橋７丁目 323 17.6% -6.1% 379 20.7% 1.3% 
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 年少人口（０～14 歳） 老年人口（65 歳以上） 

 
令和2年 
9月末 

年少人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

年少人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

令和2年 
9月末 

老年人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

老年人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

野川 3,638 12.7% -7.0% 6,977 24.3% 5.6% 

 

野川 1,492 11.7%  3,271 25.7%  

西野川１丁目 423 11.0%  1,124 29.3%  

西野川２丁目 461 17.6%  486 18.6%  

西野川 3 丁目 509 16.0%  555 17.4%  

野川本町 1 丁目 331 12.2%  658 24.2%  

野川本町 2 丁目 288 12.1%  500 21.0%  

野川本町 3 丁目 134 10.2%  383 29.2%  

東有馬 1,735 13.4% -6.9% 3,378 26.0% 6.7% 

 

東有馬１丁目 330 15.1% 2.2% 409 18.7% 19.2% 

東有馬２丁目 625 18.3% -6.3% 548 16.1% 5.0% 

東有馬３丁目 248 12.1% -6.8% 517 25.3% 3.2% 

東有馬４丁目 221 9.7% -18.1% 730 31.9% 15.7% 

東有馬５丁目 311 10.1% -8.0% 1,174 38.3% 0.3% 

馬絹 2,481 15.2% 4.2% 2,478 15.1% 6.3% 

 

馬絹１丁目 648 15.9%  453 11.1%  

馬絹２丁目 233 15.9%  266 18.2%  

馬絹３丁目 239 12.3%  389 20.0%  

馬絹４丁目 765 16.4%  838 18.0%  

馬絹５丁目 282 14.7%  262 13.7%  

馬絹６丁目 314 13.6%  270 11.7%  

宮崎 3,084 13.1% 2.0% 4,053 17.2% 9.2% 

 

宮崎 685 12.9% 2.7% 878 16.5% 6.2% 

宮崎１丁目 464 12.3% -2.3% 761 20.2% 14.4% 

宮崎２丁目 535 11.5% 32.4% 749 16.1% 13.5% 

宮崎３丁目 592 14.4% -9.3% 603 14.7% 15.3% 

宮崎４丁目 136 11.5% -45.6% 133 11.2% 10.8% 

宮崎５丁目 258 12.7% -6.5% 399 19.6% 1.0% 

宮崎６丁目 414 16.5% 38.0% 530 21.2% 1.5% 

宮前平 2,427 18.0% 43.8% 1,729 12.8% 14.2% 

 

宮前平１丁目 373 11.5% 3.9% 523 16.1% 11.5% 

宮前平２丁目 958 20.0% 38.8% 607 12.7% 8.2% 

宮前平３丁目 1,096 20.0% 71.5% 599 11.0% 23.8% 

※斜線部（「馬絹１～6 丁目、西野川１～3 丁目、野川本町 1～3 丁目」）は、平成 28 年以降にできた町丁の

ため、平成 28 年からの増減率は算出していない。 

※野川地区は、平成 30 年からの住居表示の実施により、区域が縮小したため、平成 28 年からの増減率は算

出していない。  
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 年少人口（０～14 歳） 老年人口（65 歳以上） 

 
令和2年 
9月末 

年少人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

年少人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

令和2年 
9月末 

老年人口 

令和2年 
9月末 

各町総人口 
における 

老年人口割合 

平成28年 
からの 
令和2年 

人口増減率 

向丘出張所管内 9,342 13.4% -7.9% 16,947 24.2% 8.8% 

犬蔵 2,950 17.6% -6.1% 2,886 17.3% 18.0% 

 

犬蔵１丁目 430 13.3% 12.3% 729 22.6% 8.3% 

犬蔵２丁目 1,753 18.9% -10.7% 1,322 14.2% 21.0% 

犬蔵３丁目 767 18.2% -3.6% 835 19.8% 23.0% 

五所塚 164 11.1% 7.2% 487 33.0% 2.7% 

 
五所塚１丁目 61 10.1% -11.6% 215 35.5% -6.5% 

五所塚２丁目 103 11.8% 22.6% 272 31.2% 11.5% 

潮見台 224 12.9% -24.1% 345 19.8% 34.2% 

神木本町 1,108 12.6% -5.4% 2,188 24.8% 8.7% 

 

神木本町１丁目 183 11.0% -16.4% 422 25.3% 5.5% 

神木本町２丁目 225 10.9% 4.7% 587 28.4% 9.3% 

神木本町３丁目 139 12.6% -21.9% 201 18.2% 6.3% 

神木本町４丁目 323 15.0% -5.3% 500 23.2% 10.1% 

神木本町５丁目 238 13.0% 9.2% 478 26.2% 10.6% 

白幡台 132 7.2% -21.9% 637 34.8% 1.0% 

 
白幡台１丁目 78 7.4% -22.0% 352 33.5% 2.3% 

白幡台２丁目 54 6.9% -21.7% 285 36.7% -0.7% 

菅生ケ丘 389 13.6% 6.6% 868 30.4% 6.9% 

菅生 1,525 12.0% -4.2% 3,349 26.3% 4.9% 

 

菅生１丁目 276 14.4% 0.4% 336 17.5% 14.3% 

菅生２丁目 348 13.3% -2.0% 445 17.0% 15.9% 

菅生３丁目 269 9.2% -16.5% 998 34.0% 0.8% 

菅生４丁目 186 13.3% 9.4% 405 28.9% 5.2% 

菅生５丁目 236 12.5% 5.4% 529 28.0% 6.2% 

菅生６丁目 210 10.6% -14.6% 636 32.2% -0.8% 

平 1,350 11.1% -15.5% 3,170 26.2% 7.3% 

 

平１丁目 352 11.8% -11.3% 581 19.4% 19.5% 

平２丁目 277 8.3% -26.3% 1,314 39.4% 5.6% 

平３丁目 212 13.6% -16.9% 403 25.9% 0.0% 

平４丁目 195 13.9% -7.6% 250 17.8% 16.3% 

平５丁目 188 13.0% 4.4% 313 21.7% 7.6% 

平６丁目 126 9.1% -29.2% 309 22.3% -2.2% 

南平台 418 9.7% -15.7% 1,444 33.3% 10.1% 

初山 651 13.0% -8.7% 1,269 25.3% 2.9% 

 
初山１丁目 270 12.5% -11.2% 516 23.8% 4.9% 

初山２丁目 381 13.4% -6.8% 753 26.4% 1.6% 

水沢 431 19.1% -4.6% 304 13.5% 17.4% 

 

水沢１丁目 4 10.5% -20.0% 8 21.1% 14.3% 

水沢２丁目 219 22.6% -4.4% 100 10.3% 20.5% 

水沢３丁目 208 16.7% -4.6% 196 15.7% 16.0% 

資料：川崎市の統計情報「町丁別年齢別人口」（各年 9 月末日現在） 
※数値は、住民基本台帳人口と外国人登録人口を合算したものである。 
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宮前区年少人口割合地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮前区老年人口割合地図 
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④出生数・出生率の推移 

１）宮前区の出生数・市全体の出生数 

過去５年間の出生数は減少傾向にあり、平成 29（2017）年に初めて 2,000 人を下

回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：川崎市統計書「出生・死亡・婚姻・離婚数の推移」 

 

 

２）出生率の推移 

出生率（人口千対）をみると、川崎市平均を上回る年が多かった出生率は、平成 24

（2012）年に 10.0‰（パーミル）を割り込み、以降、市平均より低く推移していま

す。令和元（2019）年の出生率は、全国平均 7.0‰と比べると、川崎市は 8.5‰、宮前

区では 7.8‰となっています。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市統計書「出生・死亡・婚姻・離婚数の推移」 

厚生労働省 人口動態統計月報年計（出生率全国平均） 
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⑤川崎市内７区の高齢化率の推移 

高齢化は急速に進み、高齢化率は平成27（2015）年には20％を超え、令和元（2019）

年10月には22.0％となっています。11年前の平成20（2008）年と比べると、7.1ポ

イントの増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川崎市の統計情報「川崎市年齢別人口」（各年 10 月 1 日現在） 
 

 

⑥町内会・自治会への加入状況 

令和 2（2020）年度の町内会・自治会への加入状況をみると、加入世帯数・加入率と

も、前年度より減少しています。加入率については、平成 28（2016）年度の 64.2％

から減少傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川崎市統計書「住民組織加入状況」（各年度４月１日現在） 
  

61,300 61,517 61,419 62,502 61,494 

64.2 
63.3 

62.3 
62.5 

60.6 

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

加入世帯数 加入率

（世帯） （％）

宮前区の町内会・自治会加入状況の推移 

川崎市内７区の高齢化率の推移 
(％) 



 

第１章  宮前区地域福祉計画策定にあたって 

42 

⑦市内７区の住宅の状況  

平成 25（2013）年度の区内の住居の種類では、主世帯（持ち家）が 58.6％と最も

高く、この数値は市内で２番目に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局 平成 25 年住宅・土地統計調査（平成 25（2013）年 10 月１日現在） 
 

 

⑧外国人住民人口の推移 

宮前区の外国人住民人口は、増加傾向にあり、令和２（2020）年９月 30 日現在で

3,896 人となっています。 

市全体では 2 番目に少なく、市全体の 8.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市統計情報「管区別年齢別外国人住民人口」（各年９月 30 日現在） 
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３ 調査等から分かる宮前区民の状況 

（１）第５回川崎市地域福祉実態調査から分かること 

川崎市では、「第 6 期川崎市地域福祉計画」の策定に向けて、地域の生活課題及び地域福

祉活動の状況などを把握するため、令和元（2019）年 11 月～12 月に「第 5 回川崎市

地域福祉実態調査」を実施しました。（※調査の詳細は、資料編 P.111～121 参照） 

本調査は、市民に対する「地域の生活課題に関する調査」と地域福祉活動を行う団体等

に対する「地域福祉活動に関する調査」で構成されています。 

  

①「地域の生活課題に関する調査」から分かること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分かること① 地域防犯・防災、高齢者、地域のつながりに関する問題への 
意識が高い 

 
・「地域防犯・防災に関する問題」は市内６区と比較すると、2 番目に高い。 

・「地域のつながりに関する問題」は、市全体（26.2％）より 3.2ポイント高い。 

Q1 「地域」において、何が問題だと感じている？ 

地域防犯・防災に関する問題（交通安全、子どもの見守り、火の用心、防災訓練など）…39.3％ 

高齢者に関する問題（介護、権利擁護、生きがいづくり、見守りなど）       …36.2％ 

地域のつながりに関する問題（近所づきあい、人と人との関係が希薄など）     …29.4％ 

子どもに関する問題（育児不安、子育て支援、教育、しつけ、遊び場づくりなど）   …22.9％ 

障害児・者に関する問題（地域生活支援、 権利擁護、活動支援、障害に対する理解など）…12.7％ 

 

 

Q2 助け合いができる「地域」の範囲は？ 

隣近所程度     …38.7％ 

町内会・自治会程度 …36.5％ 

小学校区程度    … 9.6％ 

中学校区程度    … 4.6％ 

区内程度      … 3.4％ 

分かること② 約４分の３が「隣近所」や「町内会・自治会程度」の範囲を、 
助け合いができる地域として捉えている 

 
・市全体では、「町内会・自治会程度」が 38.8％で、「隣近所程度」の 36.9％より

1.9 ポイント高いが、前回同様、宮前区では割合が逆転しており、「隣近所程度」

が「町内会・自治会」より、2.2 ポイント高くなっている。 

隣近所と町内会・自治会を合わせると、 

75.2％（約４分の３） 

「小学校区程度」との回答は１割未満 



 

第１章  宮前区地域福祉計画策定にあたって 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q3 家庭生活で感じる不安は？ 
 

分かること③ 高齢化を背景に、自分のことや経済的なこと、家族の介護が不安 
 

・家族の介護への不安は、市全体（27｡9％）より、1.5 ポイント高い。 

Q4 地域活動やボランティア活動への参加の経験は？ 

参加したことがない…46.1％  
 
⇒その理由は？ 

仕事や家事が忙しく時間がない        …44.3％ 
きっかけがつかめない            …32.9％ 
身近に活動グループや仲間がいない（知らない）…29.5％ 
 

 ⇒どのような状況になれば、参加する？ 
   きっかけがあれば…18.8％  

   活動する時間ができれば、興味を持てる活動があれば …ともに 13.4％ 
 

分かること④ 活動への参加を増やすには、 
情報提供や周囲の促し等による「きっかけづくり」が有効 

 

・「参加したことがない」は、市全体（42.2％）より、3.9ポイント高い。 

・「仕事や家事が忙しく時間がない」は、前回調査（51.0％）より、6.7 ポイント減少。 

・「きっかけがあれば（参加する）」は、市全体は 14.6％で、市内で最も高い。 

身の回りのことが、いつまで自分でできるかわからない …38.1％ 

経済的に生活できるか不安である           …30.7％ 

介護が必要な家族を家庭で介護できる自信がない    …29.4％ 

※ 「家族の中に 65 歳以上の方がいる」が 37.5％で市全体（35.6％）を上回り、3 番目に高い。 

Q5 日頃の近所づきあいの程度は？ 

あいさつをする程度  …50.2％   ときどき話をする程度 …27.6％ 

 

分かること⑤ 近所づきあいは、約半数が「あいさつをする程度」 
近所づきあいの希薄さについて問題意識がある 

 

・「あいさつをする程度」は、前回調査（48.2％）から、2 ポイント増加。 

・「ときどき話をする程度」は、前回調査（27.9％）とほぼ同じで、市全体

（25.8％）より高い。 

・Q1 では、「地域のつながりに関する問題（近所づきあい、人と人との関係が希薄など）」

への意識が 29.4％で 3番目に高い。 
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Q6 近所づきあいや地域住民同士の交流の必要性は？ 

分かること⑥ 近所づきあいや交流について、半数以上が必要性を認識している 
 

・「ふだんから交流はしておいた方が良い」は、前回調査（31.3％）では１番多かった。 

・「日ごろの交流は面倒なのであまりしたくない」は、前回調査（29.9％）より、7.3 

ポイント増加。 

Q7 地域福祉を進めるため、市民が取り組むことは？ 

分かること⑧ 孤立死の防止には、「地域住民による声かけ、見守り」が有効で 
背景に、高齢者だけの世帯増や近所づきあいの減少があると認識 

 

・「地域住民による声かけ、見守り」は、前回調査時（63.1％）と同様、最も多い。 

困った時は当然助け合うべきだが、 

日ごろの交流は面倒なのであまりしたくない  …37.2％ 

地域で助け合うことは大切であり、 

そのためにもふだんからの交流は必要だ    …26.0％ 

いざという時に助け合いたいので、 

多少面倒でもふだんから交流しておいた方が良い…25.7％ 

 

地域での交流などを通して、住民同士の助け合いの意識を向上させること…35.9％ 

家族以外の人で、身近に困りごとなどを相談できる人を増やすこと   …31.9％ 

地域で困っていることや自分ができることを知らせる 

情報が集まる場をつくること…30.3％ 

ボランティアや地域で活動する人を増やすこと            …24.1％ 

分かること⑦ 交流を通じた「助け合いの意識」向上の重要性を認識している 

 

・「ボランティアや地域で活動する人を増やすこと」は、市全体は 23.1％で、市内で

2 番目に高い。 

 

Q8 孤立死を防ぐために有効なことは？（複数回答） 

地域住民による声かけ、見守り        …58.5％ 

新聞・郵便配達等、民間の協力による情報共有 …41.2％ 

水道、ガス、電気の利用に関する情報共有   …34.7％ 
 

⇒その原因は？ 

一人暮らしや高齢者だけの世帯が増えていること …80.5％ 

隣近所のつきあいが少なくなっていること    …64.1％ 

交流の必要性を 

認識している人は 

半数以上 
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Q９ 地域の人たちに手助けしてほしいこと、 
手助けできることは？ 

分かること⑨ 見守り・声かけや災害時の手助けは、 
「手助けしてほしいこと」、「手助けできること」のどちらも高い 

 

・「炊事・洗濯・掃除などの家事」は、手助けしてほしいとの回答が 24.5％だったのに 

対し、手助けできるとの回答は 7.7％にとどまっている。 

・「日ごろの交流は面倒なのであまりしたくない」は、前回調査（29.9％）より、7.3 

ポイント増加。 

Q10 地域福祉を進めるため、行政が取り組むことは？ 

分かること⑪ 意思表示の書面の作成は、半数以上が必要と考えているが、 
                     既に書面を作成している人は少ない 
 

・「家族で話し合っている」と「（意思表示の書面を）既に作成している」の合計は 

20.1％で、市全体の合計（18.4％）より多く、実際に行動している人の割合が 

市全体より高い。 

〔手助けしてほしいこと〕        〔回答者自身ができること〕 

安否確認の見守り・声かけ …53.9％   安否確認の見守り・声かけ …62.8％ 

災害時の手助け      …45.8％   災害時の手助け      …32.8％ 

炊事・洗濯・掃除などの家事…24.5％   ちょっとした買い物    …30.0％ 

ちょっとした買い物    …20.7％   趣味など世間話の相手   …18.0％ 

サービスが利用できない、結びつかない人への対応の充実        …37.5％ 

福祉サービスを適切に利用することができるような評価や内容の情報開示 …37.5％ 

ボランティアや地域で活動する地域福祉を担う人材の育成        …31.6％ 

 

分かること⑩ 行政に求められることは、福祉サービスに関する対応や、 

                 地域で活動する人材の育成 

 

・「ボランティアや地域で活動する地域福祉を担う人材の育成」は、市全体は 29.2％

で、市内で 2 番目に高い。 

 

Q11 人生の最終段階の医療について、 
意思表示の書面や家族での話し合いは必要？ 

意思表示の書面は必要であるが、まだ作成していない   …47.7％ 

意思表示の書面は必要ないが、家族で話し合う必要はある …20.7％ 

意思表示の書面は作成していないが、家族で話し合っている…15.5％（全市：14.8％） 

意思表示の書面は必要であり、既に作成している     …  4.6％（全市： 3.6％） 
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②「地域福祉活動に関する調査（団体アンケート）」から分かること 

福祉団体を対象とした「地域福祉活動に関する調査」及びヒアリングから分かることは

次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後求められること】 

●地域活動の場を確保すること 

●WEB や SNS 等の新たなツールや、ご近所での情報交換などにより、情報を 

必要とする人に必要な情報が伝わること 

●地域住民の地域福祉活動への関心を高めること 

●活動の担い手となる次世代の人材を集め、人材不足を解消すること 

●活動のリーダーなど中心的役割を担える次世代の人材を育成すること 

●財政面も含め、団体の活動を継続するための支援を行うこと 

●地域住民の不安や困りごとを軽減する相談の場があること  

◇人材の確保・養成について 

・スタッフの高齢化 
・次世代のスタッフの育成 
・資金不足による人手不足 
・活動のリーダー的人材の 
不足 

 

◇防災意識について 

・個人情報保護との兼ね合いが課題 
・東日本大震災後、避難訓練を行う所が増加 
・障害者施設ではＩＤカードを作成 
・節電意識の薄まり 

◇広報について 

・広報・周知不足による活動内容への 
理解不足 

・小・中学生への広報 
・障害者関係団体の認知度はあまり 
高くない 

・ホームページを作成・管理している 
団体の増加 

◇地域の中で感じること 

・民生委員児童委員の負担が増大 
・高齢化に伴う認知症への不安 
・急激な人口増による地域のつながり 
 の希薄化 
・「地域防犯・防災」や「障害児・者」に 
 対する意識の高まり 
・不安や心配ごとを誰にも相談できない 
人の増加 

◇活動について 

・活動を行う場所や成果発表の場所の 
不足 

・活動範囲は「町内会・自治会程度」 
と「活動している区内程度」 

・半数以上が「今の活動を維持する 
ことで精いっぱい」の状況 
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（２）講演会・シンポジウム・アンケート等から分かること 

① 在宅介護等に関する講演会 

１）宮前区在宅医療と介護に関する講演会（平成 30（2018）年 11 月 10 日開催） 

 「親や家族の介護を担うとき 知っておきたいこと」 参加者アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）宮前区在宅介護に関する講演会（令和元（2019）年 11 月 30 日開催） 

「がんばりすぎない介護のヒケツ」 参加者アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

◇遠距離介護への支援 

介護者の視点として、「遠距離介護」について不安を感じている人が多い。 

⇒関連する医療や介護保険制度の知識・情報不足への対応が求められる。 
 
 

◇様々な状況にある介護者へのケア 

・在宅での介護者にとって、仕事や家事との両立、ダブルケア、老老介護などの課

題が増加している。 

⇒医療・介護保険の制度や、上手に制度を利用している事例の提供などから、在

宅介護の可能性について周知を図り、介護者やこれから介護者となる人の身体

的負担と精神的不安をできるかぎり少なくする取組が求められる。 
 

◇専門的で分かりやすい講座の開催 

・「健康維持や介護予防」、認知症対応・夜間介護・入浴介助・要介護者へのメンタ

ルケアなどの「直接的な介護技術」、また、介護が必要となった際にかかる費

用・私的介護保険・相続などの「経済面」に関する講座のニーズがある。 

⇒分かりやすく伝える講座の開催が求められる。 

◇家族や周囲に迷惑をかけず、医療や介護保険制度を利用し在宅生活を続けたい 

 ⇒健康を維持しながら、在宅生活を継続することの支援が求められる。 
 

◇医療・介護・認知症・経済面・遠距離介護などについて、具体的な知識や情報が必要 

 ⇒医療・介護等の制度や窓口について、分かりやすい説明と情報提供が求められる。 
 

◇区役所・地域包括支援センターなどの相談先の情報を把握したい 

⇒住み慣れた地域で、安心して生活を継続するための地域情報の提供が必要。 
 

◇在宅生活の継続には地域とのつながりが欠かせないため、自分の「地域」の情報を得たい 

⇒個人の意向には配慮しつつも、見守りや声掛けなど、地域から個人へのアプロー

チを継続的に行うことにより、地域のつながりを保つことが大切。 
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② 宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム （平成 30（2018）年 9 月 15 日開催） 

川崎市が平成 27（2015）年 11 月に策定した「川崎市地域包括ケアシステム推進ビ

ジョン」の理解を深め、区内で熱心に活動している団体同士で課題を共有し、多様な団

体による地域での支え合いの拡がりについて考えるため、シンポジウムを開催しました。

参加者に対するアンケートの結果から分かることは、次のとおりです。 

 

「地域づくりの実際の取組事例から考える」 参加者アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後求められること】 

●地域人材となる新たな担い手を育成するため、教育現場での普及啓発を行うこと 

●地域の中で多世代交流を進め、共生社会の実現に向け地域包括ケアシステムを推進 

すること 

●地域とのつながりは誰にとっても欠かせないため、交流や地域活動の場があること 

 

◇人材育成 

・小・中学校の授業で地域包括ケアシステムについて取り入れることも要検討 

・担い手を育てるということは、本当に大変 

◇地域の中で感じること 

・自治会は子育て家庭には敷居が高く、なかなか参加が難しい 

・高齢者と子育て世代が交わることが少ないので、橋渡しができる活動があるといい 

・全体的に高齢者寄りが多いので、もう少し子育て世代寄りのことを増やしてほしい 

・障害者の施設などで、週末等の空いた時間に地域の人が集まれるようにしてほしい 

◇活動の場 

・地域活動をする場を創ってもらいたい 

・地域の交流の居場所としても、「場」の 

確保は大切 

◇コミュニティカフェ 

・町会・自治会の集会所でのカフェは、いいと

思う 

・宮前区全体のカフェの状況を知りたい 

◇ワークショップ 

・地区事例紹介は、水平展開 

する上での参考になる 

・基調講演や事例紹介は有用 

・これからもワークショップ 

などを進めてほしい 

 

◇ひきこもりへの対応 

・当事者にどう働きかけるか 

・どこまでの個人情報を必要な人と共有するか 

・ひきこもりの方が１人でも多く外に出られる 

ような工夫を 

◇その他 

・地域通貨（ボランティアポイント）を検討できないか 
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③聖マリアンナ医科大学・田園調布学園大学との連携による調査（令和２（2020）年度） 

１）聖マリアンナ医科大学によるアンケート調査 

平成 29（2017）年度に実施した 3 者協定に基づく「宮前区民のくらしを豊かにする

ためのアンケート調査」では、様々な課題が明らかになりました。 

災害の備えについては、自然災害については 55.2％、感染症などの健康危機については

81.9％の区民が「備えていない」または「わからない」と回答していました。また、災害

時において病院の医療スタッフは「トリアージ（重症度に基づいて治療の優先度を決定す

ること）」を行います。「トリアージ」という言葉を「聞いたこともないし、意味も知らない

人」は 43％でした（図 1）。さらに、被災した際は処方箋がなくてもお薬手帳があれば、

必要な薬をもらえることもあります。災害時に、お薬手帳を持って避難できるように日頃

から準備している人は 57％でした（図 2）。一方、災害時の助け合いの意識については、

あいさつ程度の近所づきあいをしている人のうち約 50％が災害時に「ほとんど助け合っ

て行動できない」または「わからない」と回答していました（図 3）。災害時の医療崩壊や

混乱を回避するには、日頃から正しい知識を身に付けておく必要があります。 

そこで、平成 30（2018）年度の宮前区地域ケア推進会議では、災害時の医療体制やト

リアージ、地域包括ケアシステムの理念に基づいた日常的な近所づきあいの重要性など、

災害時に必要な情報を分かりやすくまとめたポスター・チラシを作成・配布し、啓発活動

を行いました（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

22%

35%

18%

23%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

薬は持ち出せるようにしている

お薬手帳は持ち出せるようにしている

両方持ち出せる

両方持ち出せない

薬は飲んでいない（飲まない）

お薬手帳を持っていない

【図 4】作成したポスター・チラシ 

【図 1】トリアージを聞いたことが 
あるか、意味を知っているか 

【図 2】災害時に常備薬やお薬手帳を持ち出せるように 
準備しているか 

【図 3】近所づきあい程度別、災害時の助け合いの意識 

聞いたこともあるし、

意味も知っている

44%

聞いたことはあるが、

意味は知らない

13%

聞いたこともない

し、意味も知らない

43%

89%

76%

50%

26%

9%

15%

29%

44%

2%

9%

21%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活面で協力

日常的に立ち話程度

あいさつ程度

つきあいはほとんどなし

近
所
付
き
合
い
の
程
度

十分、ある程度は助け合って行動できる

ほとんど助け合って行動できない

わからない



 

宮前区地域福祉計画策定にあたって  第１章 

51 

   ポスター等の配布を始めて約 1 年の間に、宮前区でも台風被害や新型コロナウイルス感

染症など、様々な災害に見舞われています。そこで、ポスターの活用等について、地域住

民を支援している専門職や団体の役員等を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

ポスターやチラシに記載されている５項

目（①災害時の医療体制、②トリアージ、③災害時

のお薬手帳の活用、④日常的なご近所づきあいの重

要性、⑤地域包括ケアシステム）について、ポス

ターなどの作成前後の知識や意識の程度を

0（全くなし）から 10（十分ある）の範囲

で答えてもらい、その中央値（値を大きい順に

並べたときの真ん中に位置する値）を比較しました。 

その結果（表 1）、④近所づきあいの重要性や⑤地域包括ケアシステムについての知識

や意識は、ポスターなどの作成前から高く、作成によりさらに高まりました。一方で、災

害時の医療などに関する知識と意識は、ポスターなどの作成前は低く、作成により知識は

増加し意識も高まりました。 

次に、職場の職員同士や地

域住民とポスターやチラシ

に記載されている５項目に

ついて話をしたかどうかを

質問しました。その結果

（図５）、職場では④近所づ

きあいの重要性や⑤地域包

括ケアシステムについては

よく話されていましたが、

災害時の医療についてはあまり話題にされていませんでした。一方で、地域住民とはトリ

アージ以外の話題は満遍なくされており、特にお薬手帳の活用についての話題は多く取り

上げられていました。ポスターやチラシは、職場や地域住民とのコミュニケーションに利

用されており、啓発活動の支援ツールとしても活用できます。 

ポスターやチラシに記載されている

５項目の知識について、住民等への

啓発活動は必要かどうかを質問しま

した。その結果（図６）、トリアージ

については、知識をどう行動に結び

つけていいのかわからないという理

由から、ほかの項目より「必要であ

る」と回答した人がやや少なかった

が、トリアージ以外の項目については、住民等への啓発活動が必要と感じている人が多い

ことが分かりました。今後もこのような啓発活動の継続が必要です。 

 
知識の程度  意識の程度 

 前 後  前 後 

①災害時の医療体制 4.0 6.0  5.0 7.0 

②トリアージ 5.0 7.0  5.0 7.0 

③災害時のお薬手帳の活用 5.0 6.0  5.0 7.0 

④日常的なご近所づきあいの重要性 7.0 8.0  6.0 8.0 

⑤地域包括ケアシステムの推進 8.0 9.0  7.0 9.0 

※ポスターなどの作成前・後のすべて中央値に 
統計的な差がありました。 

【表 1】ポスターなど作成前・後の変化 

【図５】ポスターなどを活用して話をしたか 

【図６】ポスターの内容を啓発する必要性 
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【職場】 【地域住民】 
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２）田園調布学園大学によるアンケート・ヒアリング調査 

平成 29（2017）年度に実施した 3 者協定に基づく「宮前区民のくらしを豊かにする

ためのアンケート調査」を踏まえ、平成 30（2018）年度・令和元（2019）年度におい

て、ワークショップ等により、地域支え合いやご近所づきあいに関する啓発活動を行って

きました。令和 2（2020）年 11 月には、区内の地域包括支援センター3 団体と地域活

動団体 3 団体を対象に、近所づきあい・地域での支え合い活動の状況や近年の変化を事前

アンケートとヒアリングで調査しました。調査で得られた特徴的な意見は、次のとおりです。 

調査で把握した意見や、感染症等に伴う社会環境の変化を踏まえ、区民が主体となって、

暮らしやすい地域について積極的に議論し実践できる場や機会を作ることが大切です。 

〇近所づきあい・地域での支え合い活動について 

良い状況や変化 課題となること 

 隣近所でごみ出しを手伝ったり、声をかけたり、異
変があれば地域包括支援センターなどへ連絡をし
てくれる。 

 コンビニや郵便局が、認知症の方への対応や地域
包括支援センターへの連絡などを行ってくれる。 

 集合住宅の棟・階段単位などで協力メンバーが見
守るエリアを決めており、地域包括支援センター
へ情報提供もしてくれる。 

 集合住宅において互いに鍵を預けたり、連絡先を
交換したりしている人たちもいる。 

 コミュニティカフェで一度でも顔を見ていれば、

道端で会ったときに声をかけられる。認知症の方
に声をかけるのも普通になった。 

 コミュニティカフェ利用者同士で情報交換をして
いる。軽い病気だと思っていたことが、大変な病気
だと教えてもらうこともあった。 

 コミュニティカフェで同郷の人と出会って、趣味

の活動につながることがあった。 

 地域を限定しないコミュニティサロンをきっかけ
に、地域の垣根を越えて住民同士が仲良くなった。
さらに、一緒に他の地域活動や行事に参加するな
どの交流が生まれた。 

 地域圏域会議への参加をスーパーマーケットやス
ポーツクラブなどに呼びかけた。一度参加しても
らうとつながりができ、通じ合うようになる。 

 住宅地での見守りグループでは、認知症
の家族がいることなどについて情報共
有し、周りでさりげなく見守りをしてい
るが、隣近所に知られたくない人もいる。 

 参加者の減少やメンバーが固定化して

いるコミュニティカフェもある。内容の
見直しが必要。専門職の介入が必要では
ないか。 

 老人会による友愛訪問を行っていると
ころもあるが、見守る側の高齢化によっ
て活動が減少している。 

 老人会は 60歳から参加できるが、まだ
早いと言って入らない人や、年齢を重ね
ても、参加することに抵抗がある人もい
る。 

 区内の他の圏域の情報があまり入って
こないので、情報交換や交流をしたい。 

 民間企業の中には、本社の判断が必要と
なって連携しにくい場合がある。 

 行政は関係する部署がいろいろありす

ぎて、どこに連絡すればよいか分かりに
くい。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響について 

 地域の活動（交流など）が軒並み中止となり、参加していた方の様子が分からなくなった。特に
家族から、訪問を断られる場合もある。 

 体調について心配なことがあっても、軽微なことなら我慢するという人が増えている。 

 感染症対策の情報が多いが、地域活動再開の基準など最低限のガイドラインを示してほしい。 

 新型コロナウイルスの感染拡大以降、屋内でやっていた活動を公園で行うことにした。見える
ところでやっているからか、参加者が増えており、集まりすぎないように気を付けている。 

 スマホなどを使える高齢者も多いので、認知症カフェなどがオンラインでできないか、支援者
で相談している。 
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４ 宮前区地域福祉マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関・福祉機関等 

１ 宮前区役所 

２ 向丘出張所 

３ 宮前区社会福祉協議会 

 

行 政 機 関 ・ 福 祉 機 関
等  

高 齢 者 に 関 す る 施 設  

地域包括支援センター 

4 みかど荘 

５ 鷲ヶ峯 

６ 富士見プラザ 

７ レストア川崎 

８ フレンド神木 

９ 宮前平 

10 ビオラ宮崎 

 

いこいの家 

11 野川いこいの家 

12 有馬いこいの家 

13 白幡台いこいの家 

14 平いこいの家 

15 鷲ヶ峰いこいの家 

 

老人福祉センター 

16 
宮前老人福祉センター 

(宮前いきいきセンター)  

 

１ 宮前区役所 

２ 宮前区社会福祉協議会 

３ 向丘出張所 

 

子 ど も に 関 す る 施 設  

こども文化センター 

24 宮崎こども文化センター 

25 有馬こども文化センター 

26 野川こども文化センター 

27 宮前平こども文化センター 

28 平こども文化センター 

29 白幡台こども文化センター 

30 菅生こども文化センター 

31 蔵敷こども文化センター 

 地域子育て支援センター 

32 さぎぬま 

33 すがお 

34 花の台 

35 ペジーブル 

36 たつのこのこ 

37 たいら 

38 みやざき 

39 のがわ 

 
児童相談所 

40 中部児童相談所 

 
地域療育センター 

41 川崎西部地域療育センター 

 
児童家庭センター 

42 まぎぬ児童家庭支援センター 

 

障 害 者 に 関 す る 施 設  

障害者相談支援センター 

17 みやまえ基幹相談支援センター 

18 地域相談支援センターポポラス 

19 地域相談支援センターれもん 

20 地域相談支援センターシリウス 

 

地域生活支援拠点 

21 まじわーる宮前 

 

１ 宮前区役所 

２ 宮前区社会福祉協議会 

３ 向丘出張所 

 

障害者支援施設 

22 れいんぼう川崎 

23 障がい者支援施設みずさわ 

 

※所在地等の詳細は裏面に記載 

地 域 ケ ア 圏 域  

向丘地区 宮前中央地区 

宮前第三地区 

宮前第二地区 

宮前第一地区 
有馬鷺沼地区 

東有馬地区 

 

向丘出張所 

33 

５ 

31 向丘地区 潮見台 

初山 

菅生ケ丘 

菅生 23 

水沢 宮前中央地区 

五所塚 

けやき平 

宮前第二地区 

神木 

宮崎 

宮前平 

平 

神木本町 

29 

白幡台 

南平台 

27 

宮崎 

37 

８ 

10 

36 ９ 

１ 

犬蔵 

２ 19 

28 

13 

17 

14 

41 

40 

宮前区役所 

30 

15 

３ 

18 

16 

土橋 24 38 

21 

馬絹 小台 35 

宮前第三地区 
鷺沼 

梶ケ谷 34 42 

宮前第一地区 野川本町 
20 

25 
32 

12 

東有馬 
有馬鷺沼地区 26 39 有馬 

東有馬地区 西野川 ６ 
11 

４ 

野川台 

22 

500m 

７ 

南野川 
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【地域包括支援センター】 

地域で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、医療などの様々な面から総合的に支援するための相談窓口です。 

電話や面談、訪問などによる相談を受けることができます。 

 施設名 所在地 電話 

４ みかど荘地域包括支援センター 西野川3－39－11 044－777－5716 

５ 鷲ヶ峯地域包括支援センター 菅生ケ丘13－１ 044－978－2724 

６ 富士見プラザ地域包括支援センター 南野川1－8－11 044－740－2883 

７ レストア川崎地域包括支援センター 犬蔵２－25－９ 044－976－9590 

８ フレンド神木地域包括支援センター 神木本町５－12－15 044－871－1180 

９ 宮前平地域包括支援センター 馬絹６－20－４ 044－872－7144 

10 地域包括支援センタービオラ宮崎 宮崎２－８－32コスモ宮崎台102号 044－948－5371 

【いこいの家】 

地域の高齢者のふれあいや生きがいの場となる施設です。入浴施設が利用できるほか、教養講座や 

健康づくり教室、会食会などの様々な活動を行っています。 

11 野川いこいの家 野川台1－25－23 044－788－2271 

12 有馬いこいの家 有馬４－５－２ 044－855－2177 

13 白幡台いこいの家 白幡台１－13－１ 044－976－0786 

14 平いこいの家 平２－13－１ 044－865－1033 

15 鷲ヶ峰いこいの家 菅生ケ丘32－10 044－976－6418 

【老人福祉センター（いきいきセンター）】 

川崎市内に住んでいる高齢者の生活や健康などに関する相談をお受けしています。また、健康増進、教養の 

向上のため、教養講座実施や趣味のサークル活動の場を提供しています。 

16 宮前老人福祉センター 宮崎２－12－29 044－877－9030 

【障害者相談支援センター】 

障害者が地域で生活をしていく上での日常生活や就労などの様々な問題や悩みについて、電話や面談、訪問 

などによって支援し、解決のお手伝いをしています。 

17 みやまえ基幹相談支援センター 宮崎２－６－11宮崎台バーズビレッジＡ棟106 044－750－0581 

18 地域相談支援センターポポラス 宮崎２－13－35モア宮崎101 044－870－5236 

19 地域相談支援センターれもん 神木本町５－１－４エスペランサ宮前203 044－740－9043 

20 地域相談支援センターシリウス 鷺沼１－２－１安藤マンション403 044－920－9105 

【地域生活支援拠点】 

障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり等） 

が集約された拠点です。 

21 

まじわーる宮前 

（生活支援センターきまっしー、 

あーる工房、こころん） 

馬絹６－10－33  044－855－1011 

【障害者支援施設】 

障害者の支援を行う施設です。 

22 れいんぼう川崎 東有馬５－８－10 044－888－8601 

23 障がい者支援施設みずさわ 水沢３－６－50 044－978－3238 

【こども文化センター】 

０歳～18歳の子どものための、いつでも自由に訪れて遊べる施設です（乳幼児は保護者同伴）。子育てサークル 

などのグループが部屋を借りて活動しています。また、毎月いろいろな子ども向けの催しを行っています。 

 施設名 所在地 電話 

24 宮崎こども文化センター 宮崎１－７ 044－888－2755 

25 有馬こども文化センター 有馬４－５－２ 044－855－2166 

26 野川こども文化センター 野川台１－25－23 044－788－2202 

27 宮前平こども文化センター 宮崎６－２ 044－855－1884 

28 平こども文化センター 平２－13－１ 044－865－1032 

29 白幡台こども文化センター 白幡台１－13－１ 044－977－8600 

30 菅生こども文化センター 菅生ケ丘13－２ 044－976－0444 

31 蔵敷こども文化センター 菅生５－３－21 044－977－2577 

【地域子育て支援センター】 

地域全体で子育て家庭を応援するための施設です。子育てに関する相談や講座の開催など、子育て家庭に関する 

情報を得ることができるとともに、子育てをする親同士の交流や子どもの遊び場の利用ができます。 

32 地域子育て支援センターさぎぬま 鷺沼２－１ 044－855－1751 

33 地域子育て支援センターすがお 菅生５－４－10 044－977－2051 

34 地域子育て支援センター花の台 馬絹１－24－９ 044－860－2416 

35 地域子育て支援センターペジーブル 土橋３－１－６ 044－888－7503 

36 地域子育て支援センターたつのこのこ 土橋４－７－１ 044－920－9222 

37 地域子育て支援センターたいら 平２－13－１ 070－5089－2051 

38 地域子育て支援センターみやざき 宮崎１－７ 070－5024－8525 

39 地域子育て支援センターのがわ 野川台1－25－23 070－5020－6458 

【児童相談所】 

子ども（18歳未満）のより健やかな成長と幸せのため、児童福祉法に基づき設置された専門の相談機関です。 

お子さんの養育、障害、性格行動、非行、不登校等に関して専門スタッフがご家族と一緒に問題解決にあたり 

ます。また、児童虐待に関わる相談・通報を受け付けています。 

40 中部児童相談所 高津区末長１－３－９ 044－877－8111 

【地域療育センター】 

障害やその心配のある子どもを対象に、早期発見・早期療育、各種療育相談、巡回訪問などを行い、保健福祉 

センターや医療機関、児童相談所、保育園、幼稚園などの関係機関とも連携を図りながら、子どもとその家族を 

専門的かつ総合的に支援する施設です。 

41 川崎西部地域療育センター 平２－６－１ 044－865－2905 

【児童家庭センター】 

地域の子ども（０歳～18歳未満）の子育てに関する相談をお受けする施設です。児童養護施設などに併設され 

ています。 

42 まぎぬ児童家庭支援センター 馬絹１－24－５ 044－863－7855 
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５ 地区の概況  

川川崎市では、生活の身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開する

には、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいとの考えか

ら、概ね中学校区を基本とする圏域を「地域ケア圏域」としてきました。 

今般、市として、これまでの行政の取組を推進してきた状況を踏まえ、全市で 44 圏域の

「地域ケア圏域」が設定され、宮前区では、次の 7 つの圏域となりました。 

今後とも、圏域ごとの取組がより一層進められていくよう調整を図りながら、引き続き、地

域の実情に応じて、より小地域における取組も進めていきます。 

※「計画推進における圏域の考え方」は、P.17参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア圏域 対象地域 

宮前第一地区 
梶ケ谷、西野川１～3 丁目、野川本町 1～3丁目 

野川台 1～3丁目、南野川 1～3 丁目 

宮前第二地区 けやき平、神木１～２丁目、土橋１～７丁目 

有馬鷺沼地区 有馬１～９丁目、鷺沼１～４丁目 

東有馬地区 東有馬１～５丁目 

宮前第三地区 小台１～２丁目、馬絹１～６丁目、宮崎（大塚町内会地域） 

宮前中央地区 宮崎１～６丁目、宮前平１～３丁目、宮崎（大塚町内会地域を除く） 

向丘地区 

犬蔵１～３丁目、五所塚１～２丁目、潮見台、神木本町１～５丁目

白幡台１～２丁目、菅生ケ丘、菅生１～６丁目、平１～６丁目 

南平台、初山１～２丁目、水沢１～３丁目 

  

向丘地区 

東有馬地区 

有馬鷺沼地区 

宮前中央地区 

宮前第三地区 

宮前第二地区 
宮前第一地区 
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（１）宮前第一地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：梶ケ谷、西野川１～3 丁目、野川本町 1～3 丁目 

野川台 1～3丁目、南野川 1～3 丁目（※令和２年 11 月に住居表示を実施） 

地理的特徴等：宮前区の東端に位置し、高津区と横浜市都筑区に隣接する。 

住環境   ：広い台地と川沿いの平地、傾斜地がある地区で、近年急速に宅地開発が 

進んだ。大小多数の公園や緑地など、自然が多く農地もある。 

交 通   ：鷺沼駅や梶が谷駅、宮前平駅、武蔵小杉駅、溝の口駅などへ向かう複数 

のバス路線がある。 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 31,429人 世帯数 13,995世帯 

14 歳以下（年少）人口 4,079人 年少人口割合 13.0% 

15～64 歳（生産年齢）人口 19,876人 生産年齢人口割合 63.2% 

65 歳以上（老年）人口 7,474人 高齢化率 23.8% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

 

 

③地区の地図 
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文 
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野川こども文化センター 

文 
文 

□●○ 
野川いこいの家 
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第三京浜道路 
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資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 
梶ヶ谷金山町内会・県営野川南台団地自治会 

野川台自治会・野川町内会・野川西団地自治会 

地区社会福祉協議会 宮前第一地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第一地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 みかど荘地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 
野川小学校・西野川小学校・南野川小学校 

梶ヶ谷小学校（高津区） 

中学校 宮崎中学校・野川中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な公的 

施設 

警察署・ 

消防署 

野川交番 

野川出張所 

高齢者関係施設 野川いこいの家 

障害者関係

施設 

地域活動支援

センター 

宮前フレンズ 

子ども関係

施設 

こども文化 

センター 

野川こども文化センター 

地域子育て 

支援センター 

地域子育て支援センター 

のがわ 

児童福祉 

施設 

こどもサポート南野川 

 

 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（２）宮前第二地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：けやき平、神木１～２丁目、土橋１～７丁目 

地理的特徴等：宮前区の中央部に位置する。東名高速道路が北東部にあり、 

       南部の尻手黒川道路と東名川崎 IC で接続している。 

住環境   ：区画整理された戸建て住宅、マンション等が混在する。 

交 通   ：南部は鷺沼駅と宮前平駅に近く、北部は宮崎台駅と鷺沼駅を結ぶバス 

路線があり、一部でフリー降車区間もある。 

 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 22,747人 世帯数 9,884世帯 

14 歳以下（年少）人口 3,227人 年少人口割合 14.2% 

15～64 歳（生産年齢）人口 14,951人 生産年齢人口割合 65.7% 

65 歳以上（老年）人口 4,569人 高齢化率 20.1% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

 

③地区の地図 
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資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 

神木本町自治会・新神木自治会・平日影自治会 

土橋町内会・宮前平グリーンハイツ自治会 

宮前平ロイヤルマンション管理組合 

ライオンズマンション宮前平第２管理組合 

地区社会福祉協議会 宮前第二地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第四地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 
地域包括支援センタービオラ宮崎 

レストア川崎地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 平小学校・富士見台小学校・土橋小学校 

中学校 向丘中学校・宮前平中学校 

 

この地区にある主な施設 

子ども関係

施設 

病児保育 

施設 

エンゼル宮前 

地域子育て 

支援センター 

地域子育て支援センター 

ペジーブル 

地域子育て支援センター 

たつのこのこ 

 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（３）有馬鷺沼地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：有馬１～９丁目、鷺沼１～４丁目 

地理的特徴等：区の南部に位置し、横浜市都筑区に隣接する。 

       西端に東名高速道路、中央部に田園都市線と国道 246 号線が横断する。 

住環境   ：鷺沼駅周辺が商業地で周囲は住宅地。住宅地に向かって急勾配となって

いる。バス通り沿いにマンションや住宅街が続き、わずかに果樹園もあ

る。  

交 通   ：急行停車駅の鷺沼駅があり、区内を結ぶバス路線に加え、武蔵小杉駅や

横浜市内への路線もある。 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 34,905人 世帯数 16,003世帯 

14 歳以下（年少）人口 4,969人 年少人口割合 14.2% 

15～64 歳（生産年齢）人口 23,907人 生産年齢人口割合 68.5% 

65 歳以上（老年）人口 6,029人 高齢化率 17.3% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

③地区の地図 
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資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 
有馬町会・鷺沼町会 

市営有馬第 3 住宅自治会 

地区社会福祉協議会 有馬鷺沼地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第二地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 
富士見プラザ地域包括支援センター 

レストア川崎地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 鷺沼小学校・宮崎小学校・西有馬小学校 

中学校 有馬中学校・宮崎中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な公的 

施設 

区役所等 道路公園センター・鷺沼行政サービスコーナー 

警察署・ 

消防署 

有馬交番 

宮崎出張所 

 高校 神奈川県立川崎北高等学校 

高齢者関係施設 有馬いこいの家 

障害者関係

施設 

障害者支援 

施設 

地域相談支援センター 

シリウス 

子ども関係

施設 

こども文化 

センター 
有馬こども文化センター 

地域子育て 

支援センター 

地域子育て支援センター 

さぎぬま 

 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（４）東有馬地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：東有馬１～５丁目 

地理的特徴等：区の南東部に位置し、横浜市都筑区に隣接する。 

住環境   ：有馬川沿いの平地と傾斜地からなる地区で、農地もある。長年住む人の

戸建て住宅に加え、新築の戸建てやマンション、県営・市営住宅もある。 

交 通   ：鷺沼駅や武蔵小杉駅などへのバス路線がある。横浜市営地下鉄北山田駅

が徒歩圏の地域もある。 

 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 12,995人 世帯数 6,066世帯 

14 歳以下（年少）人口 1,735人 年少人口割合 13.4% 

15～64 歳（生産年齢）人口 7,882人 生産年齢人口割合 60.7% 

65 歳以上（老年）人口 3,378人 高齢化率 26.0% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

 

③地区の地図 
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資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 
県営有馬団地自治会・市営有馬第 1住宅自治会 

市営有馬第 2 団地自治会・東有馬町会 

地区社会福祉協議会 東有馬地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第六地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 富士見プラザ地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 
宮崎小学校・有馬小学校 

西野川小学校・南野川小学校 

中学校 
宮崎中学校・有馬中学校 

野川中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な公的 

施設 

文化施設等 有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ） 

医療機関 宮前休日急患診療所 

障害者関係

施設 

障害者支援 

施設 

れいんぼう川崎  

地域活動支援

センター 

宮前ふれあいの家 

 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（５）宮前第三地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：小台１～２丁目、馬絹１～３丁目、宮崎（大塚町内会地域） 

地理的特徴等：区の中央部から東部に位置する。中央部で国道 246 号線と 

尻手黒川道路が交差している。 

住環境   ：駅に近い住宅地で坂道が多い。主要道路の交通量は多いが、少し入ると

住宅街。長年住む人の戸建て住宅に加え、マンションも多く建っている。  

交 通   ：鷺沼駅、宮前平駅、宮崎台駅が最寄り駅。各方面へのバス路線がある。 

 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 29,562人 世帯数 14,352世帯 

14 歳以下（年少）人口 4,290人 年少人口割合 14.5% 

15～64 歳（生産年齢）人口 20,900人 生産年齢人口割合 70.7% 

65 歳以上（老年）人口 4,372人 高齢化率 14.8% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

 

③地区の地図 
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※大塚町内会地域以外の宮崎地区を含む 

資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 大塚町内会・小台町内会・馬絹町内会 

地区社会福祉協議会 宮前第三地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第三地区・宮前第五地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 宮前平地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 
土橋小学校・宮崎小学校・梶ヶ谷小学校（高津区） 

西梶ヶ谷小学校・宮崎台小学校 

中学校 宮前平中学校・宮崎中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な公的 

施設 

警察署・ 

消防署 

鷺沼駅前交番・馬絹交番 

 

文化施設等 宮前地区会館（まじわーる宮前） 

川崎市青少年の家 

子ども関係

施設 

地域子育て 

支援センター 

地域子育て支援センター 

花の台 

児童福祉 

施設 
まぎぬ児童家庭支援センター 

児童養護 

施設 

川崎愛児園 

 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（６）宮前中央地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：宮崎（大塚町内会地域を除く）、宮崎１～６丁目 

       宮前平１～３丁目 

地理的特徴等：宮前区の中央部から北東部に広がる地域。 

北東側は高津区に隣接している。 

住環境   ：戸建てやマンションが建ち並ぶ住宅地で坂道が多い。 

交 通   ：宮崎台駅、宮前平駅が最寄り駅。 

 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 31,760人 世帯数 14,590世帯 

14 歳以下（年少）人口 4,826人 年少人口割合 15.2% 

15～64 歳（生産年齢）人口 22,030人 生産年齢人口割合 69.4% 

65 歳以上（老年）人口 4,904人 高齢化率 15.4% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

 

③地区の地図 
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※宮崎地区は宮前第三地区で集計しています 

資料：川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」及び「町丁別年齢別人口」（令和 2 年 9 月末現在） 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 
小台町内会・花の台町内会・馬絹町内会・宮崎町内会 

宮崎６丁目自治会 

地区社会福祉協議会 宮前中央地区 

民生委員児童委員協議会 宮前第三地区・宮前第五地区 

 

この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 
地域包括支援センタービオラ宮崎 

宮前平地域包括支援センター 

障害者 

みやまえ基幹相談支援センター 

地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん 

地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 

この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 宮崎台小学校・富士見台小学校・宮前平小学校 

中学校 宮前平中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な公的 

施設 

区役所等 宮前区役所 

警察署・ 

消防署 

宮前平駅前交番・宮前警察署 

宮前消防署 

文化施設等 宮前市民館・宮前図書館 

その他 宮前区社会福祉協議会 

宮前区あんしんセンター 

高齢者関係施設 宮前老人福祉センター 

障害者関係

施設 

地域活動支援

センター 

トゥーランプラン宮前 

子ども関係

施設 

こども文化 

センター 

宮崎こども文化センター 

宮前平こども文化センター 

地域子育て 

支援センター 

地域子育て支援センターみやざき 

  

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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（７）向丘地区 

①地区の概況 

対象の町丁名：犬蔵１～３丁目、五所塚１～２丁目、潮見台 

       神木本町１～５丁目、白幡台１～２丁目、菅生ケ丘、菅生１～６丁目 

平１～６丁目、南平台、初山１～２丁目、水沢１～３丁目 

地理的特徴等：区の北部から西部に位置する。高津区・多摩区・麻生区と横浜市青葉区に

隣接する広い地域。尻手黒川道路と東名高速道路が交差している。 

住環境   ：概ね、丘陵地の住宅街。区内で唯一の市街化調整区域があるなど農地や

緑地が比較的多く残されており、広い公園などもある。 

交 通   ：溝の口駅、梶が谷駅、宮崎台駅、宮前平駅、向ケ丘遊園駅、登戸駅、新百

合ヶ丘駅、あざみ野駅など各方面へのバスが通っている。 

②地区の統計データ 

【人口・世帯数と年齢 3 区分別人口割合】 

総人口 69,903人 世帯数 31,168世帯 

14 歳以下（年少）人口 9,342人 年少人口割合 13.4% 

15～64 歳（生産年齢）人口 43,614人 生産年齢人口割合 62.4% 

65 歳以上（老年）人口 16,947人 高齢化率 24.2% 

【５歳刻み人口グラフ】 

 

 

 

 

③地区の地図 
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④社会資源一覧 

この地区を支える団体 

町内会・自治会 

一の丸自治会・犬蔵自治会・エクセル宮前平自治会・グリーンコーポ多摩プ 

ラザ管理組合・グリーンヒル宮前平住民の会・五所塚町内会・コスモ宮前平 

コートフォルム自治会・市営清水台団地自治会・市営高山団地自治会・市営 

鷲ヶ峰住宅自治会・神木本町自治会・白幡台自治会・白幡台住宅管理組合・ 

菅生ヶ丘自治会・菅生住宅自治会・菅生台自治会・菅生団地自治会・蔵敷自 

治会・蔵敷団地親和会・平風久保町内会・平住宅自治会・平高山自治会・平 

日影自治会・平日向自治会・長尾住宅管理組合・長沢自治会・南平自治会・ 

南平台公社住宅自治会・南平台自治会・南平第２団地自治会・南平町内会・ 

南平ハイツ自治会・南平みどり会・初山自治会・初山住宅自治会・初山団地 

自治会・稗原自治会・稗原団地自治会・南菅生自治会・宮前平パークハイツ 

自治会・向ヶ丘コーポビアネーズ自治会・向ヶ丘第五次自治会・向ヶ丘遊園 

センチュリータウン自治会・ライオンズマンション宮前平ヒルズ管理組合・ 

鷲ヶ峰西住宅自治会 

地区社会福祉協議会 向丘地区 

民生委員児童委員協議会 向丘第一地区・向丘第二地区 

 
この地区の住民が相談できるところ 

高齢者 
レストア川崎地域包括支援センター・フレンド神木地域包括支援センター 

鷲ヶ峯地域包括支援センター・地域包括支援センタービオラ宮崎 

障害者 
みやまえ基幹相談支援センター・地域相談支援センターポポラス 

地域相談支援センターれもん・地域相談支援センターシリウス 

子ども 
中部児童相談所（高津区） 

川崎西部地域療育センター 

 
この地区の子どもたちが通う学校 

小学校 
犬蔵小学校・菅生小学校・向丘小学校・稗原小学校・平小学校・白幡台小学校

南原小学校（高津区）・長尾小学校（多摩区） 

中学校 犬蔵中学校・菅生中学校・平中学校・向丘中学校 

 

この地区にある主な施設 

主な 

公的施設 
区役所等 宮前区役所向丘出張所 

警察署・ 

消防署 

神木交番・蔵敷交番 

犬蔵出張所・菅生出張所・向丘出張所 

文化施設等 
宮前スポーツセンター 

宮前市民館菅生分館 

高齢者関係施設 白幡台いこいの家・平いこいの家 

鷲ヶ峰いこいの家 

障害者 

関係施設 

地域相談支援

センター 
地域相談支援センターれもん 

障害者支援

施設 
障がい者支援施設みずさわ 

地域活動支援

センター 
アトリエ言の葉 

子ども 

関係施設 

こども文化 

センター 

白幡台こども文化センター 

菅生こども文化センター 

蔵敷こども文化センター 

平こども文化センター 
地域子育て 
支援センター 

地域子育て支援センターすがお 

地域子育て支援センターたいら 

地域療育 

センター 
川崎西部地域療育センター 

 

この地区で行われている一部の 

活動は、宮前区ご近所情報サイト 

『みやまえご近助さん』に 

載っています。 

 

※使い方は 

Ｐ.74 を見てね！ 
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６ 第５期計画の振り返り 

（１）第５期計画における重点項目の取組状況 

第５期計画では、次の４点を重点項目に掲げ、区民等とともに取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 ①地域福祉活動への参加の促進 

○初山地区の市営住宅と周辺３自治会による地域づくりのワークショップや地域交流会 

  住民がいつまでも健康で安心な生活を送るため、平成 30（2018）年度に開催した

ワークショップを踏まえ、５自治会が連携して、自治会を越えた地域福祉をめざした交

流会を開催し、区民の地域づくりに対する意識を高めました。 

 

○東有馬の市営住宅の地域の助け合いについて、ワークショップを企画・開催 

  地域の助け合いについてワークショップを企画・開催し、東有馬の市営住宅２自治会、

地域包括支援センター、区役所が連携することにより、自助・互助の意識の醸成を図り

ました。さらに、先進事例をもとに、住民同士で自分たちができることについて話し合

う学習会を開催しました。 

 

○宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウムの開催 

  宮前区地域包括ケアシステム推進シンポジウム「地域づくりの実際の取組事例から考

える」を平成 30（2018）年９月に開催し、支え合い活動の事例発表、東京大学の後藤

先生の講演により地域住民の連帯・協働の意識の醸成を図りました。 

  また、既に行われている安心して暮らせる地

域づくりのための活動を知り、地域の若い世代

が地域活動に参加し、楽しく活動できる方法を

考える機会を提供するため、地域振興課・生涯学

習支援課と連携し、令和２（2020）年３月開催

に向けて、「若い世代と一緒に地域活動を楽しむ

ためには」と題したシンポジウムを企画しまし

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、開催を見合わせました。 

  
平成 30（2018）年９月のシンポジウムには 

149 名が参加 

＜第５期計画の重点項目＞          ＜関係する基本方針＞ 

・地域のつながりワークショップの開催 

・区民シンポジウムの開催 

・地域マネジメントの推進        → ② 地域課題の解決に向けた支援の充実 

・広報の充実              → ③ 情報提供の充実 

→ ① 地域福祉活動への参加の促進 
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○地域メディアを活用した地域の支え合い活動の情報共有、活動促進の支援 

タウンニュース宮前区版を通じて、平成 30（2018）年 10 月から 1 年半、毎月１

回、地域の支え合い活動（各 3 団体）の情報を発信しました。 

さらに、掲載記事をまとめ、地域の活動事例集を発行・配布することにより、区民への

活動周知・活動団体間の情報共有へとつなげました。 

 

 

 

 

 

  

３か月分の記事をＡ４・２つ折りの３冊の事例集にして 

公共施設等で配布（平成 30（2018）年 10 月～令和２

（2020）年３月） 

毎週金曜日に発行されている「タウンニュース」宮前区版に、毎月１回、３団体を取り上げて掲載。 

令和２年（2020）３月 27 日号掲載の最終回では、次の３団体を紹介。 

・地域で認知症の人を見守ることができる人を増やす活動をしている「認知症キャラバン・メイト」 

・宮前区内に数多くあるコミュニティカフェの有志が立ち上げた「みやまえカフェ連絡会」 

・育児と介護を同時に行うなど“ダブルケア”当事者の声を発信し、活動する「ダブルケアかわさき」 
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②地域課題の解決に向けた支援の充実 

○聖マリアンナ医科大学、田園調布学園大学とともに実施したアンケート結果を活用した

ワークショップの開催など、地域状況やニーズに応じた支援の実施 

宮前区役所地域みまもり支援センターに所属する多職種の職員が、担当地区ごとに分

かれて、情報交換会を定期的に開催（月１回）するなど、区役所の職員間で地域の情報や

課題を共有しながら、ワークショップの実施をはじめと

した支援方法の検討を進めました。 

平成 29（2017）年度に聖マリアンナ医科大学及び田

園調布学園大学との連携により実施した「宮前区民のく

らしを豊かにするアンケート」の結果を活用し、平成 30

（2018）年度からワークショップを開催するなど、両大

学等の協力のもと、圏域会議、地区社会福祉協議会、市営

住宅、みやまえカフェ連絡会、地域のカフェなどに地域の

状況や団体のニーズに合わせて講師を派遣し、地域課題

解決に向けた支援を行いました。 

 

さらに、令和２（2020）年度には、聖マリアンナ医科大学及び田園調布学園大学と連

携してアンケート及びヒアリングを行いました。これまで取り組んできたワークショッ

プをきっかけとした地域づくりや、平成 30（2018）年度に作成した災害時医療啓発ポ

スターを活用した啓発活動などに対する効果測定を行うとともに、新型コロナウイルス

感染症流行に伴う課題・変化・工夫についても調査しました。 

  テーマ 講 師 内 容 

1 
在宅介護について 

知っておきたいこと 

川崎市介護支援専門員連絡会 

元会長 小川 眞悟 氏 

・在宅介護の仕組みや費用 

・高齢世帯や一人暮らし世帯の在宅介護 等 

2 
「終活」と 

地域のつながり 

(一社)自分史活用推進協議会 

監事 馬場 敦 氏 

・「終活」とは 

・「終活」としての生前整理 

・ひとり暮らしの「終活」 

・地域で考える「終活」 等 

3 ご近所づきあいの力 田園調布学園大学 

・災害時における近所づきあいの力 

・ご近所づきあいと健康 

・緩やかなみまもり 等 

4 
災害時の 

医療や備えについて 
聖マリアンナ医科大学 

・災害時、どこの病院に行ったらいいの？ 

・災害時、救急車はすぐに来てくれるの？ 

・災害時、病院についた順番で診察してくれるの？  

・医療の視点で都市型災害の備えについて考えてみよう！ 

・おうちの救急箱を点検してみよう！ 

・災害時に役立つ感染予防！  

・避難所での健康管理を考えてみよう！ 等 

5 

宮前区民の暮らしを

豊かにするための 

アンケート結果報告 

聖マリアンナ医科大学 

田園調布学園大学 

アンケート結果を見ながら地域課題について考える 

田）ご近所活動、地域活動、見守り活動について 等 

聖）地域医療・在宅医療・災害時医療について 等 

6 その他 
ご希望に応じて、学びたいこと・話し合いたいこと、課題解決に向けた支援などの内容に合わせた 

講師を派遣 
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③情報提供の充実 

○紙媒体やＳＮＳを利用した広報の実施 

「みやまえ子育てガイドとことこ」は、子育ての「当事者が必要とする情報をまとめ

たガイドブック」をめざして、平成 15（2003）年版から発行しています。現在まで、

子育て中の方を中心に多くの区民が関わって更新しており、母子健康手帳の交付を受け

る方に配布している冊子です。令和元（2019）年版では５年に一度の大改訂を行い、公

募区民による編集委員会で子育て世代の意見を反映しました。さらに、妊娠・出産・子育

てに関する民間事業者の広告を掲載し、財源の確保と内容の充実を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他、twitter、facebook や各種チラシに

より、子ども・子育て等に関わる多彩な情報の

発信を行いました。 

 

令和２（2020）年７月、宮前区ご近所情報

サイト「みやまえご近助さん」を公開しました。

地域包括ケアシステムについて知っていただく

ために、宮前区全町内・自治会連合会と連携し、地区カルテの情報と町内会・自治会をは

じめとした地域活動の情報を、町名単位で整理して発信しています。 

これにより、町名ごとの様々な活動情報

をホームページで一度に見ることができる

ようになり、これまで知ら

なかったご近所の活動や団

体を知ることができるよう

になりました。 

 

  

みやまえご近助さん（PC 版のトップページ） 

「このガイドブックが、

出会いや子育ての手がか

りになるといいな」とい

う多くの区民の思いのこ

もった冊子。様々な制

度、保育所等に関する情

報、屋内外のお出かけ

先、子育てグループな

ど、内容は多岐にわたっ

ています。 
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みやまえご近助さん で地域の情報を知ろう！ 
その１ 地域の活動情報を知ろう！ 

①サイト内「ご近所情報」から町名を検索。 

②画面を「活動情報」まで下にスクロールする。 

③子ども向けやシニア向けなど、個々の活動の場所や日時を詳しく知ることができます。 

① ② 

宮前区ご近所情報サイト 

画面を下へスクロール 

③ 

その２ 地域の活動を深く知ろう！ 

メニューから「News＆Topics」を選択すると、地域で

行われるイベント情報や、「ご近助コンシェルジュ※」

が地域活動を取材した記事などが見られます。 

 

その３ 困った時の相談機関を知ろう！ 

【子育てや介護など、日々の生活のなかでの相談窓口】  

ホーム画面を下方向にスクロールし、「健康・福祉・ 

子育ての相談窓口」を選択。 

【急病のときの相談窓口】  

ホーム画面を下方向にスクロールし、 

「急病のときに」を選択。 

※地域で活動している子育て世代の 

「ご近助コンシェルジュ」が町内会などの地域活

動を発信していきます！詳しくはサイト内で。 

まずはサイトを CHECK！ 
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○地域包括ケアシステムを学ぶ子ども向けマンガやウエットティッシュの作成・配布によ

る啓発強化 

地域のつながり・支え合いの大切さについて考えるきっかけとなるよう、地域包括ケ

アシステムと認知症についての啓発マンガを作成しました。区内全校の小・中・高校生

に配布し、次世代への啓発を行うとともに公共施設や研修等で配布することを通じて、

区民に「わたしたちにできること」を考える機会を提供しました。 

ウエットティッシュについては、地域のイベント、離乳食教室や小・中学生の職場体

験などの様々な場面で配布し、地域包括ケアシステムの周知を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域包括ケアシステム啓発マンガ（２種類）  
Ａ５サイズ・８ページ、ルビ付き。子どもから大人

まで、「みんながくらすまちで、わたしたちができるこ
とについて考えてみよう」と問いかける内容です。 

 裏表紙は黒板に見立てた 
紙面構成で、ポイントを 

 分かりやすく解説しています。 

●地域包括ケアシステム 
啓発ウエットティッシュ  
宮前区ＰＲキャラクターの 
「宮前兄妹」を活用し、 
「地域包括ケアシステム 
とは何か」を伝えるデザイン。 
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○在宅介護等に関する講演会の開催による高齢者支援制度等の普及啓発活動の実施 

聖マリアンナ医科大学等と連携し、地域における医

療・療養の仕組みや介護の体験談についての講演会「親

や家族の介護を担うとき知っておきたいこと」を平成

30（2018）年 11 月に開催するとともに、地域包括

支援センターによる個別相談ブースを設置し、区民へ

の普及啓発につなげました。 

住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受け

つつ、安心して自分らしい生活を実現するため、令和元

（2019）年 11 月に、講演会「がんばりすぎない介護

のヒケツ」を開催しました。介護作家 工藤広伸さんを

講師に招き、遠距離介護や仕事・子育てと介護の両立に

ついて体験談を踏まえて講演いただくとともに、地区

社会福祉協議会から認知症に関する活動を紹介しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「誰もが  「誰もが 

＜第５期計画の重点項目に関する取組のまとめ＞ 

 このように、「みんなでつくろう 地域の輪～共につながり支え合い 安心して暮らせ

る地域づくり～」という基本理念のもと、宮前区らしい地域包括ケアシステムの推進に向

けた取組を進めてきましたが、ポイントは次のとおりです。 
 

○ より多くの関係機関や地域活動団体、区民の方々が多様な連携を進め、さらに活動

に主体的に取り組めるよう、地域づくりワークショップの開催を通じて、地域のニー

ズや課題に対応した活動のきっかけづくりを支援してきました。 

○ 宮前区の特性として、既に地域活動が活発に行われていることを踏まえ、支え合い

活動の事例発表や講演会、タウンニュースによる情報発信を行い、住民主体で現在行

われている既存の活動を発展させたり、ネットワークを広げたりすることで支え合い

の地域づくりを実現していけるよう、活動を周知しました。 

○ 高齢化の進展で大きな課題となってくる認知症や在宅介護などについても具体的に

分かりやすく広報したり、講演会を開催したりするなど、高齢者支援制度等の普及・

啓発を推進しました。 
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（２）第５期計画全体の取組状況と課題 

重点項目以外の取組状況について、第５期計画の４つの基本目標ごとに振り返ります。 

基本目標１ 区民が主役の地域づくり 

 

 

 
 

＜具体例１＞ 区民の健康づくり・介護予防の支援 

公園体操や地域の自主グループ、コミュニティカフェ、自治会や老人会等に出向き、

保健師や栄養士、歯科衛生士などの専門職による健康講座や衛生教育

を実施し、健康づくりや介護予防の知識の普及啓発を行うとともに、

健康づくり・介護予防の効果が期待できるよう、グループ活動の見直

しや運営に関して助言を行うなど後方支援を行い、住民が自主的に取

り組めるよう支援しました。 

＜具体例２＞ 親と子の子育て応援セミナー事業 

育児不安や孤立感の解消、育児力の向上をめざすことを目的に「親と子の子育て応援

セミナー」を開催しました。専門職による講座や助言が育児の悩みや不安を解消する契

機となり、参加者同士の交流、仲間づくりにつながったほか、セミナー受講者によるＯ

Ｇ会が開催されるなど子育て支援活動への参加や支援者の育成へとつなげました。 

基本目標１（区民が主役の地域づくり）の概要          ◎：第５期計画の重点項目 

基本方針 第５期計画（平成 30 年度～令和２年度）の取組 

１ 誰もが参加できる健康・

いきがいづくりの支援 

１ 区民の健康づくり・介護予防の支援 

２ 地域関係団体との連携等による食育の推進 

２ 地域福祉活動への参加の

促進 

◎ ３ 地域のつながりワークショップの開催 

◎ ４ 区民シンポジウムの開催 

３ 地域で活動するボラン 

ティアや各種団体の支援 

５ 子育て・健康づくり等グループ支援 

６ 地域で活動する市民活動団体の支援 

７ 地域のサロン等への支援 

８ 老人クラブ育成事業 

４ 活動・交流の場づくり ９ 精神障害者家族教室の開催 

10 親と子の子育て応援セミナー事業 

11 冒険遊び場活動支援事業 

12 子育て支援拠点の活用・充実 

13 ウェルカム！みやまえキャンペーンの開催 

14 地域の居場所としてのサロンの立ち上げ支援 

15 しあわせを呼ぶコンサートの開催 

５ 地域課題の解決に向けた

支援の充実 

◎16 地域マネジメントの推進 

17 地域における健康で快適な生活のための支援 

宮前区では地域活動が活発に行われていることから、住民主体で現在行われている既存の活

動を発展させたり、ネットワークを広げたりすることで支え合いの地域づくりを実現していけ

るような支援を進めました。 
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基本目標２ 区民本位の福祉サービスの提供 

 

 

 

 

 
 

＜具体例１＞ 子ども・子育てに関する相談の実施 

母子健康手帳の交付を受けた時から、妊娠中や産後の母親の体調、出産・育児等につ

いて、保健師等の専門職が相談支援を行うとともに、必要に応じて庁内の関係部署や病

院、関係機関等と連携を図りながら、多角的に支援を行い、子どもの健やかな育ちをサ

ポートしました。 

＜具体例２＞ 認知症サポーター養成講座の開催 

認知症への地域の理解を深めるため、小学校 PTA をはじめ、企業や

学生を対象に認知症サポーター養成講座を開催しました。また、キャ

ラバン・メイト交流会やサポーターフォローアップ講座を開催し、地

域包括ケアシステムの構築に必要な人材の確保にも努めました。 

＜具体例３＞ 次世代に向けた地域福祉講座の開催 

小・中学生の職場体験学習の場において、小・中学生向け地域包括ケアシステム啓発

ＤＶＤやチラシ等を用いて、地域包括ケアシステムの啓発を図りました。 

また、中学校に出向き「認知症サポーター養成講座」を開催するなど将来地域福祉を

担う人材育成に努めました。 

 

基本目標２（区民本位の福祉サービスの提供）の概要 

基本方針 第５期計画（平成 30 年度～令和２年度）の取組 

１ 情報提供の充実 ◎18 広報の充実 

19 みんなで実践健康づくり支援事業 

20 子育て情報発信事業 

21 高齢者支援制度や介護予防など高齢者に関する普及 

啓発活動の実施 

２ 相談支援体制の充実 22 生活保護世帯の中学生に対する学習機会の提供 

23 子ども・子育てに関する相談の実施 

24 健康や福祉に関する相談の実施 

25 保育所入所相談の実施 

26 高齢者・障害者に対する相談体制の充実 

３ 保健・福祉人材の育成 27 認知症サポーター養成講座の開催 

28 子育て・健康づくり等ボランティア養成講座の開催 

29 次世代に向けた地域福祉講座の開催 

子育てや健康づくりなどに関する情報をチラシやリーフレット、ガイドブックで周知するほ

か、ホームページやＳＮＳを活用し積極的な情報発信を行うとともに、幅広い福祉サービスを

スムーズに受けることができるよう関係機関と支援体制の充実を図りました。また、充実した

地域活動が行えるよう、各種講座を開催し地域活動の担い手となる人材育成に努めました。 
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基本目標３ 必要な人が支援へつながる仕組みづくり 

 

 

 

 

 
 

＜具体例１＞ こんにちは赤ちゃん事業 

乳児のいる家庭に、研修を受けた地域の方が訪問員として伺い、地域の子育て支援情

報などを届けながら、子育て世帯が地域とのつながりを持てるよう、

声かけを行う事業です。 

養成講座を受講した訪問員が子育て世帯と地域とのつながりを持

てるように配慮しながら連絡会及びフォロー研修を開催し、訪問員の

スキルアップや訪問員同士のつながり強化を図りました。 

＜具体例２＞ ひとり暮らし等高齢者見守り事業 

民生委員児童委員の協力のもと、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の世帯状況や

生活状況を把握し、見守りが必要な対象者については、民生委員児童委員が定期的に自

宅を訪問するなど、地域で安心して暮らし続けられるよう高齢者を支援しました。 

＜具体例３＞ 児童虐待予防・早期発見体制の充実 

多職種連携によるチームアプローチで、子育てしやすい地域づくりの推進や育児不安

など児童虐待につながる兆候の早期発見・早期支援を実施しました。 

また、要保護児童対策地域協議会の実務者会議、連携調整部会をそれぞれ開催し、行

政報告や各機関の役割や情報共有を図るなど、より迅速で適切なケース対応ができるよ

う、連携強化を図りました。 

 

基本目標３（必要な人が支援へつながる仕組みづくり）の概要 

基本方針 第５期計画（平成 30 年度～令和２年度）の取組 

１ 支援が必要な人への 

見守り、支え合いの推進 

30 地域が主体となった見守り・支え合いの促進 

31 こんにちは赤ちゃん事業 

32 川崎市地域見守りネットワーク事業等の充実 

33 徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

34 ひとり暮らし等高齢者見守り事業 

35 災害時要援護者対策の充実 

２ 虐待への適切な対応の 

推進 

36 児童虐待予防・早期発見体制の充実 

37 高齢者虐待防止の支援体制の充実 

38 障害者虐待防止の支援体制の充実 

  

子育て世帯やひとり暮らし高齢者、災害時に支援が必要な人など、様々な立場の支援が必要

な人に支援を提供できるように、地域住民・民生委員児童委員の協力や民間事業者等と連携し

て地域で見守りや支え合いを推進しました。また、虐待に適切に対応できるよう関係機関と連

携し、支援体制の充実に取り組みました。 
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基本目標４ 地域づくりのための連携・協働の推進 

 

 

 

 
 

＜具体例１＞ 地域包括ケアシステムネットワーク会議の開催 

宮前区地域福祉計画及び地域包括ケアシステム推進ビジョンの冊子や概要版を活用し、

区で実施している講座、高齢者見守り活動のイベント、各種事業等で広報するとともに、

ワークショップ等を通じて、地域包括ケアシステム及び地域福祉計画の理念の発信や周

知を行い、地域福祉の推進に取り組むきっかけづくりを行いました。 

＜具体例２＞ 地域包括支援センターとの連携による地域づくり 

聖マリアンナ医科大学、田園調布学園大学との連携協定に基づき地域ケア

推進会議で作成したポスターやチラシを地域に配布し、災害時医療体制など

災害時に必要な情報について啓発しました。また、包括支援センターと連

携し、圏域会議や地域のカフェなどにおいて、地域でのつながりづくり

などニーズに沿ったワークショップ等の開催を支援しました。 

宮前区地域包括支援センター連絡会議を開催し、地域課題の抽出や社

会資源の開発に取り組みました。 

＜具体例３＞ 宮前区地域自立支援協議会の開催 

事業者や当事者、関係機関で構成する地域自立支援協議会において、定例会、専門委

員会を開催し、これまでの取組や相談支援の充実、障害を知る・理解する取組として、講

座の開催や広報誌を発行するなど相談支援の充実や啓発活動に取り組みました。 

 

基本目標４（地域づくりのための連携・協働の推進）の概要 

基本方針 第５期計画（平成 30 年度～令和２年度）の取組 

１ 保健・福祉などの連携・ 

協働の推進 

39 宮前精神保健福祉連絡会 

40 安心な在宅療養の環境づくり 

２ 区民、事業者と行政の 

連携・協働の推進 

41 地域包括ケアシステムネットワーク会議の開催 

42 地域包括支援センターとの連携による地域づくり 

43 民生委員児童委員・保護司会等の活動支援 

44 主任児童委員と保健福祉センターとの連絡会の開催 

45 宮前区地域自立支援協議会の開催 

46 子ども・子育てネットワーク会議の開催 

47 幼保小(中)連携事業 

48 関係する営業施設等との協働による地域づくりの推進 

49 社会福祉協議会との連携・協働 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、保健・福祉に関わる団体と連携・協働に取り

組むとともに、町内会・自治会などの地縁組織や民生委員児童委員、民間事業者等の地域におけ

る多様な主体との連携・協働により、地域づくりや地域福祉の向上を図りました。 
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＜第５期計画の課題や取組を、第６期計画につなぐ視点＞ 

第１章では、様々な調査等の結果から、どういった課題が見えてきたか、また、計画に位置

付けられた重点項目に対し、どのような取組が行われたかをまとめました。 

これまでの課題や取組を踏まえ、第６期の計画策定につなぐ視点は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後も、地域包括ケアシステムの推進を「わが事」として捉えられるよう、区民意識の醸成

につながる取組を進めることが必要となっている状況を踏まえ、引き続き、第６期計画にお

いても、区民・関係機関・事業者とともに取組を進めていきます。 

近所づきあいや地域住民の交流の

重要性、地域で支え合うことの大切さ 

・「第５回川崎市地域福祉計画実態調査」で、

地域福祉を推進するため取り組むこととして、「地

域での交流などを通じて、住民同士の助け合いの

意識を向上させること」が最も多い（35.9％） 

・地域包括ケアシステム推進シンポジウムで、田園

調布学園大学の小林俊子氏から、「『近くで助け

る』と書く『近助』活動を小さなことからつなげていく

ことで、住みやすい地域を作り出せる」と講演（平

成 30（2018）年 3 月） 

・地域の様々な主体が出会い・つながる機会として

令和元（2019）年 9 月に開催された「みやまえ

ご近助ピクニック」。令和 2（2020）年 7 月に開

設した「宮前区ご近所情報サイト『みやまえご近

助さん』」をはじめ、「ご近助」をキーワードとした取

組を展開 

 

●引き続き、「ご近助」をキーワードに取組を進め

ていく 

必要な情報が必要性や興味のある

人に届くこと、きっかけづくりの大切さ 

・「第５回川崎市地域福祉計画実態調査」で、

地域活動やボランティア活動に参加したことがない

理由として「きっかけがつかめない」が 32.9％。 

どのような状況になれば参加したいかについては、

「きっかけがあれば」が最も多く、18.8％ 

・保健や福祉の団体・施設、各種制度や活動の

情報が、必要性や興味のある人に十分には届い

ていない 

 

●困りごとの解決や活動への参加につながる 

「きっかけづくり」を大切に 

●適切な情報発信で理解と共感が広がるように 

分かりやすく、柔軟に対応しやすい 

計画に 

・「第５回川崎市地域福祉計画実態調査」で、

「市の計画も区の計画も知らない」が 86.7％ 

 

●第５期計画では、事業ごとに【区担当所管】を 

掲載（関係団体・機関等は、説明文に記載） 

 → 主にどのような「区民・団体・機関等」と 

区の関係課が取り組むか、分かる計画に 

●第５期計画では、対象や実施方法などにより 

具体的な事業を細分化（49 項目） 

 → 社会環境の変化が大きい状況を踏まえ、 

同じ方向性のものをまとめ、柔軟に対応 

しやすく 

 

様々な立場で関わる区民・関係機

関・事業者が強みを活かしてつながる大切さ 

・市は「多様な主体の連携により、『市民創発』によ

る持続可能な暮らしやすい地域を実現する」こと

をめざして、「これからのコミュニティ施策の基本的

考え方」を策定 

 

●地域福祉の分野においても、区民・関係機関・

事業者・行政等が連携し、互いの強みや役割

を理解して、それぞれ主体的に取り組んでいく 

視点１ 

視点 3 

視点４ 

視点２ 
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１ 宮前区がめざす地域福祉 

（１）基本理念 

 

 

 

 

川崎市は「誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる

地域の実現」をめざして、福祉・医療・地域づくり・子育てなど、様々な計画・事業を進め

ています。 

 

そんな地域を実現するために大切にしたいことは、「地域のつながり・支え合い」です。

高齢者、障害者、子ども、子育て中の人など、暮らしに助け（ケア）が必要な人たちにとっ

ては、行政や民間のサービスを活用するだけで、困りごとが解決するとは限りません。家

族だけではなく、身近な他人同士が声をかけ合い、頼り合うことで、困りごとが解決され

ることもあります。 

「地域のつながり・支え合い」は、ケアを必要とする人だけではなく、誰にとっても大切

です。身近な人との対話で孤独が癒されることもあります。世代感覚や考え方のちがいを

楽しんだり、自分が好きな活動や地域が必要とする活動に主体的に関わって活躍したりす

ることは、私たちの人生を豊かにしてくれます。 

さらに、感染症や災害などに伴う社会環境の変化が大きい現在、何かあれば、頼れる誰

かがいるという安心とともに暮らすことが、かつてなく切実なものとなっています。 

 

宮前区は、ご近所同士で支え合う地域をめざして、「ご近助」というキーワードで様々な

地域福祉の取組を進めており、第６期計画では、「みんなでつくろう ご近助のわ ～ゆ

るやかにつながり 安心して暮らせる地域づくり～」を理念として掲げています。 

この計画に書かれていることは、言い換えれば、

様々な方法により、みんなで「ご近助のわ」をつく

ろうということです。 

区内のそれぞれの地域で、身近にいる人たち同

士が、日々の暮らしのなかで支え合い、助け合うと

ともに、区民・事業者・行政等が、それぞれの強み

を活かして連携し、かつ、主体的に取り組むことを

通じて、子どもから高齢者までがゆるやかにつな

がり、全ての区民が安心して暮らせる地域づくり

を「みんなで」進めていきます。 

  

みんなでつくろう ご近助のわ 

   ～ゆるやかにつながり 安心して暮らせる地域づくり～ 
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（２）基本目標 

 

 

 

地域福祉活動を推進していくには、担い手となる区民一人ひとりの意識が大切です。 

このため、地域福祉活動に関わりながら、いきがいを見つけ、仲間を作り、自らの健康の

維持・向上ができるよう、安心して参加できる活動・交流の場づくりを進めます。 

また、高齢者、障害者、子ども、子育て中の人など、暮らしに助け（ケア）が必要な人が、

家族以外の身近な人とゆるやかにつながり、支え合い、助け合うことを通じて、子どもか

ら高齢者までの地域の「わ」を広げ、一人ひとりが抱える困りごとが解決に向かうよう、

「ご近助で『ささえあう』地域づくり」に取り組みます。 

 

 

 

 

困りごとが解決に向かったり、活動に初めて参加したりするには、解決や参加につなが

る何らかのきっかけが必要です。このため、福祉サービスや地域活動の情報がすぐ必要な

人だけでなく、より多くの人に伝わるよう、様々な媒体を活用し、理解と共感を広げる情

報発信を進めるとともに、各種相談を通じた不安・困りごとの軽減を図ります。 

また、地域でひとり暮らし高齢者等、支援が必要な人の見守りを行うとともに、認知症 

サポーターや地域で活動するボランティアを増やす取組を進めます。さらに、次の世代を

担う小・中学生に地域のつながりを考える機会を提供したり、虐待への適切な対応を行っ

たりすることを通じて、「支援に『つながる』きっかけづくり」に取り組みます。 

 

 

 

 
地域づくりには、これまでも様々な人や団体・機関等が関わってきましたが、社会環境

の変化が大きい状況下で「安心して暮らせる地域づくり」を進めていくには、区民・事業

者・行政等の連携を強化し、一体となって取り組むことが大切です。各分野の地域福祉の

向上を図り、活動への理解を広げるため、様々なつながりを活用して、関係者間で課題や

情報を共有します。 

さらに、お互いの強みや役割を理解し、知恵を出し合うことを通じて、安心して暮らせ

る地域づくりにそれぞれが主体的に取り組みます。 

 

 

 

 

感染症や災害などに伴う社会環境の変化に柔軟に対応するとともに、引き続き、住民一

人ひとりへの「個別支援の強化」と、地域の多様な主体の連携による「地域力の向上」を進

めることを基本に、安心して暮らせる地域づくりに向けた取組を進めます。 

  

★社会環境の変化に柔軟に対応し、 

安心して暮らせる地域づくりをめざして 

     

  

基本目標１ ご近助で「ささえあう」地域づくり 

       ～互助に触れ、自助意識をたかめる～  

基本目標２ 支援に「つながる」きっかけづくり 

       ～互助を担い、共助・公助につなげる～  

基本目標３ 区民・事業者・行政等が「一体となる」ネットワークづくり 

～強みをいかし、つながる～  
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（３）計画の骨子 

●基本理念 ●基本目標 ●基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

２ 支援に「つながる」 

きっかけづくり 

 

 

 

【重点】 

(4)ご近助で支え合う地域づくり 

 【重点】 

(1)理解と共感を広げる情報発信の充実 

 
(2)相談を通じた不安・困りごとの軽減 

 (3)支援につなぐ 

人材・ネットワークづくり 

 (4)支援が必要な人への見守り、 

支え合いの推進 

 
(5)虐待への適切な対応 

 【重点】 

(2)区民・事業者・行政などの 

連携による地域福祉の向上 

 
 
３ 区民・事業者・行政等が 

「一体となる」ネット 

ワークづくり 

 

 
 

１ ご近助で「ささえあう」 

地域づくり 

  (2)様々な団体や区民が地域で活動し、 

支え合う地域づくり 

 

 

(3)安心して参加できる 

活動・交流の場づくり 

～互助に触れ、 
  自助意識をたかめる～ 

～互助を担い、 
共助・公助につなげる～ 

～強みをいかし、つながる～ 

 
 
★ 社会環境の変化に柔軟に対応し、安心して暮らせる地域づくりをめざして 

 

 
(1)誰もが参加できる健康･いきがいづくり 

 
(1)保健・福祉分野での協働・連携の推進 

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う 

ご
近
助
の
わ 

～
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
り 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
～ 
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（４）事業体系一覧表 

第６期計画の重点項目（以降、同様のマークをつけています） 

 

計画
の 

理念 

基本 
目標 

基本方針 具体的な取組 
掲載 
ページ 

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う 

ご
近
助
の
わ 

～
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
り 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
～ 

１ 

ご
近
助
で
「
さ
さ
え
あ
う
」
地
域
づ
く
り 

１ 誰もが参加でき
る健康・いきが
いづくり 

1 健康づくり・介護予防を進めます 91 

2 食育を進めます 91 

２ 様々な団体や区
民が地域で活動
し、支え合う地
域づくり 

3 子育てしやすい地域づくりを進めます 91 

4 高齢者の仲間づくりを進めます 91 

5 区民の多様な活動が地域に広がります 91 

３ 安心して参加で
きる活動・交流の
場づくり 

6 サロンやカフェなど、地域の居場所づくりを進めます 92 

7 
育児不安を解消し、子育て支援活動参加のきっかけづくり 

を進めます 
92 

8 子どもの健やかな成長につながる外遊びの場をつくります 92 

9 精神障害者家族の学びの機会をつくります 92 

10 
しあわせを呼ぶコンサートの開催を通じて、障害者との 

交流の場づくりを進めます 
92 

４ ご近助で支え合

う地域づくり 11 ご近助で支え合う地域づくりを進めます 93 

２ 

支
援
に
「
つ
な
が
る
」
き
っ
か
け
づ
く
り 

１ 理解と共感を広
げる情報発信の
充実 

12 
地域のつながり・支え合いの大切さを伝え、理解と共感を 

広げます 
94 

13 
子育て情報を発信し、安心して子育てができるまちづくり 

を進めます 
94 

14 
高齢者が安心して生活していくための制度や知識の 

普及啓発を進めます 
94 

２ 相談を通じた不

安・困りごとの

軽減 

15 子ども・子育てに関する不安を軽減します 95 

16 
保育ニーズに応じた相談・支援を通じて、子どもの預け先 

を探す保護者に寄り添います 
95 

17 
ニーズに応じた相談・支援を通じて、高齢者・障害者に 

寄り添います 
95 

18 
ペットの飼養、ネズミや衛生害虫に関する相談に対応し、 

住環境を守ります 
95 

  

 重 

重 

重 
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計画
の 
理念 

基本 
目標 

基本方針 具体的な取組 
掲載 

ページ 

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う 

ご
近
助
の
わ 

～
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
り 
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
～ 

２ 

支
援
に
「
つ
な
が
る
」
き
っ
か
け
づ
く
り 

３ 支援につなぐ人

材・ネットワーク

づくり 

19 
認知症サポーターを増やし、安心して暮らせる 

地域をつくります 
96 

20 
認知症等の早期診断・早期対応に向けた支援体制を 

つくります 
96 

21 
徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークで、安全を確保し 

家族等を支えます 
96 

22 
ボランティアを増やし、安心して子育てでき、 

高齢者が健康で暮らせる地域をつくります 
96 

23 
小・中学生の職場体験学習等を通じて、自分ができることを 

考えるきっかけをつくります 
96 

４ 支援が必要な人
への見守り、支
え合いの推進 

24 
民間業者等と連携した「川崎市地域見守りネットワーク」 

による見守りを行います 
97 

25 
民生委員児童委員の協力により、高齢者等の見守りを 

行います 
97 

26 
生活保護受給世帯の小・中学生に対し、学習支援への 

参加を呼びかけます 
97 

27 
災害時に援護を必要とする人に対し、互助による 

避難体制づくりを進めます 
97 

5 虐待への適切な

対応 

28 
育児不安や児童虐待の兆候を早期に把握し、連携して 

地域での支援を進めます 
97 

29 高齢者・障害者虐待に関する相談等に連携して対応します 97 

３ 

区
民
・
事
業
者
・
行
政
等
が
「
一
体
と
な
る
」 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り 

１ 保健・福祉分野
での協働・連携
の推進 

30 
障害者（児）が暮らしやすい地域づくりを連携して 

進めます 
98 

31 
在宅介護等に多職種が連携して取り組み、情報発信を 

行います 
98 

２ 区民・事業者・行

政などの連携に

よる地域福祉の

向上 

32 
地域福祉に関わる団体等が連携して、区民への互助意識の 

浸透を図ります 
99 

33 高齢者が暮らしやすい地域づくりを連携して進めます 99 

34 
民生委員児童委員や保護司等の地域福祉活動への理解を 

広げます 
99 

35 
地域防災に関わる団体等が連携して、地域防災力の強化を 

図ります 
99 

36 
小・中学校入学時など、新しい環境での学習や生活に 

適応しやすくします 
99 

37 
地域の事業者団体等と連携し、地域福祉に関する 

情報発信を行います 
99 

38 社会福祉協議会と連携して、地域福祉の取組を進めます 99 

  

重 
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２ 重点的な取組 

 

１ ご近助で支え合う地域づくりを進めます 

 

コミュニティカフェなど、地域における多様な取組の実践を通じて得られた地域住民の交

流、情報発信等のノウハウの共有を図ることにより、地域福祉をはじめとする多様な活動へ

の積極的な参画や、新たな連携を促します。 
 

さらに、それぞれの地域が抱える困りごとを住民が共有し、自分事として問題意識を持ち、

連携して解決をめざすことを通じて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できる仕組み「地域包括ケアシステム」の基盤を強化し、ご近助で支え合う地域づくりを進

めます。 

 

２ 理解と共感を広げる情報発信を充実します 

 

  福祉サービスなど地域包括ケアシステムに関する情報については、単にメニューが充実し

ているだけではなく、子育て世帯や高齢者、障害者、生活困窮者など支援を必要としている

人に対して、いつでも入手しやすく、分かりやすく情報提供していくことが重要です。 
 

また、隣近所や友人・知人など地域住民によるご近所での情報交換も大きな発信力となる

ことが期待できます。 
 

  さらに、福祉サービス等の情報提供の充実とあわせて、地域福祉活動に関心を持ち、区民

同士が支え合う地域づくりについて考える機会や活動への参加を促進します。 

 

３ 区民・事業者・行政などの協働・連携により、 

地域福祉の向上に取り組みます 

  町内会・自治会などの地縁組織や民生委員児童委員、民間事業者等、地域における多様な

主体がそれぞれの強みを活かし、主体的に取り組むことを通じて、様々な分野での地域福祉

の向上を図ります。 

 

  

基本目標 ３ 
 基本方針 ２ 

基本目標 １ 
 基本方針 ４ 

基本目標 ２ 
 基本方針 １ 
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３ 具体的な取組 

 

 

 

 

身近な地域で、区民の誰もが気軽に参加できる活動が広がり、子どもから高齢者までいき

いきとした生活を送ることができるよう、健康づくりや食育を進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

1 健康づくり・ 

介護予防を進め

ます 

健康づくりに関する情報や、地域の健康づ

くり活動の場・イベントについての情報を

発信します。 

また、公園における体操やサロンなど地域

での自主的なグループ活動を広げ、ミニ講

座の開催等を通じて、健康づくり・介護予防

を進めます。 

 

公園体操など、健康づく

り・介護予防を行う区民 

地域包括支援センター 

地域支援課 

２ 食育を進めます 地域の食育活動団体によるイベントや講習

会等を通じて、食育の取組を推進します。 

 

食育活動団体 地域支援課 

 

   

 

子育てや高齢者に関わる団体やボランティアなど、地域福祉活動の担い手による活発な相 

互交流を進め、世代を問わず様々な人々が地域で活動し、支え合う地域づくりを進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

3 子育てしやすい

地域づくりを進

めます 

子ども・子育て支援機関、団体の代表者、子

育てグループ等が集まり、情報共有や子育て

支援等に関する意見交換を行うことを通じ

て、子育てしやすい地域づくりを進めます。 

 

子育てグループ 

子育て関連団体 

子ども・子育て支援機関 

地域ケア推進課 

地域支援課 

保育所等・地域連

携担当 

生涯学習支援課 

4 高齢者の仲間づ

くりを進めます 

地域の高齢者が主体的に集まる場としての

老人クラブの活動を通じて、高齢者の仲間

づくりやいきがいづくりを進めます。 

 

老人クラブ 高齢・障害課 

5 区民の多様な活

動が地域に広が

ります 

団体への支援や団体間の交流促進などを通

じて、区民の多様な活動を地域に広げ、地域

の課題解決につなげていきます。 

 

地域で活動する団体 地域振興課 

 

  

基本目標 １ ご近助で「ささえあう」地域づくり 

誰もが参加できる健康・いきがいづくり 基本方針 １ 

様々な団体や区民が地域で活動し、支え合う地域づくり 基本方針 ２ 
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世代や障害の有無などを問わず、様々な人々が地域活動によって交流していくことができ

るように、安心して参加できる活動や交流の場をつくります。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

６ サロンやカフェ

など、地域の居

場所づくりを進

めます 

あらゆる世代が集う地域のサロン・カフェ

等の運営者がつながり、情報共有を行うと

ともに、新たなサロン等の立ち上げを支援

することなどを通じて、身近な地域の居場

所づくりを進めます。 

 

サロン・カフェ 

区社会福祉協議会 

地域包括支援センター 

地域支援課 

向丘出張所 

保育所等・地域連

携担当 

地域ケア推進課 

７ 育児不安を解消

し、子育て支援

活動参加のきっ

かけづくりを進

めます 

区内の保育所と連携し、保育士等の専門職

による講座や子育ての先輩の体験談を聞

き、相談できるセミナーを開催することを

通じて、育児不安・孤立感などの解消と育児

力の向上をめざすとともに、子育て支援活

動参加へのきっかけづくりを進めます。 

 

子育てグループ 

保育園等 

保育所等・地域連

携担当 

８ 子どもの健やか

な成長につなが

る外遊びの場を

つくります 

 

公園などを活用した「冒険遊び場」の活動を

通じて、小地域での多世代交流と子どもの

健やかな成長の場をつくります。 

冒険遊び場運営団体 地域ケア推進課 

道路公園センター 

９ 精神障害者家族

の学びの機会を

つくります 

精神障害者家族の悩みごとや困りごとを共

有し、家族を支援するため、病気への対応方

法や社会資源、制度について学習する機会

を提供します。 

 

精神障害者家族 

精神障害に関わる 

専門職 

精神保健福祉連絡会 

高齢・障害課 

10 しあわせを呼ぶ

コンサートの開

催を通じて、障

害者との交流の

場づくりを進め

ます 

 

障害者施設の利用者が出演するコンサート

を開催することにより、障害者の自立支援・

社会参画の機会とするとともに、音楽を通

じて相互理解を深め、障害者との交流の場

づくりを進めます。 

障害者施設利用者 地域振興課 

 

 

 

 

 

 

 

  

安心して参加できる活動・交流の場づくり 基本方針 ３ 
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地域包括ケアシステムの実現に向けて、より多くの区民が地域福祉活動に関心を持ち、「ご

近助」で支え合う地域づくりについて考える機会の提供や、地域福祉活動団体やボランティ

ア活動への参加を促進し、ご近助で支え合う地域づくりを進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

11 ご近助で支え合

う地域づくりを

進めます 

地域でどのような活動が行われ、どのよう

な人々が活動しているのかを具体的に知る

機会をつくります。また、コミュニティカ

フェなど、地域における多様な取組の実践

を通じて得られた地域住民の交流、情報発

信等のノウハウの共有を図ることにより、

地域福祉をはじめとする多様な活動への積

極的な参画や、新たな連携を促します。 

さらに、それぞれの地域が抱える困りごと

を住民が共有し、自分事として問題意識を

持ち、連携して解決をめざすことを通じて、

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができる仕組み「地域包括ケ

アシステム」の基盤を強化し、ご近助で支え

合う地域づくりを進めます。 

 

地域で活動する団体 

地域住民 

地域ケア推進課 

地域支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご近助で支え合う地域づくり 基本方針 ４  重 
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地域のつながりや支え合いの大切さへの理解や共感を広げ、区民が安心して生活していく

ために必要な情報を適切に得られるよう、各種媒体を通じた情報発信を充実します。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

12 地域のつなが

り・支え合いの

大切さを伝え、

理解と共感を広

げます 

チラシ・リーフレット・ホームページ等を媒

体とし、地域包括ケアシステムや地域福祉

の目的・理念等について普及啓発を行うこ

とを通じて、地域のつながり・支え合いの大

切さへの理解と共感を広げます。 

 

地域活動を行う団体 

事業者 

地域ケア推進課 

地域支援課 

企画課 

向丘出張所 

宮前図書館 

13 子育て情報を発

信し、安心して

子育てができる

まちづくりを進

めます 

みやまえ子育てガイド「とことこ」の発行、

宮前区こども子育てホームページの充実、

ＳＮＳやアプリの活用等により、子育て情

報を広く地域へ発信し、安心して子育てが

できるまちづくりを進めます。 

 

子育てグループ 

子育て関連団体 

子ども・子育て支援機関 

事業者 

地域ケア推進課 

保育所等・地域連

携担当 

14 高齢者が安心し

て生活していく

ための制度や知

識の普及啓発を

進めます 

高齢者が安心して生活していくために高齢

者在宅生活支援サービスや成年後見制度等

の利用促進、普及啓発を実施します。また、

介護予防など高齢者への地域の理解を深め

る講座を通して、知識の普及啓発を図りま

す。 

 

地域包括支援センター 高齢・障害課 

地域支援課 

 

  

基本目標 ２ 支援に「つながる」きっかけづくり 

理解と共感を広げる情報発信の充実 基本方針 １  重 

◆民生委員児童委員◆ 
民生委員児童委員は、民生委員法により住民の中から選ばれ厚生労働大臣に委嘱された 

非常勤の公務員です。給与は支給されず、ボランティアとして、地域住民の立場に立っ
て、皆様の暮らしを支援する人です。すべての民生委員は、児童福祉法により児童委員を
兼ねているため、「民生委員児童委員」と呼ばれ、子どもに関わる相談支援活動も行いま
す。民生委員児童委員には守秘義務があります。地域の皆様から受けた相談内容の秘密を
守ります。 

 
●どんな活動をしているの？ 
高齢者・障害者・子育て中の家庭、生活困窮家庭など、生活のことで悩みを持って 
いる方の気軽な相談窓口です。 
必要な場合は、役所や関係機関とのパイプ役になります。 

 
●主任児童委員とは？ 
児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員児童委員です。 
地域担当の民生委員児童委員と学校や児童福祉関係機関との連絡調整を行います。 

 
●民生委員児童委員協議会（民児協）とは？ 
民生委員児童委員、主任児童委員が地域ごとに協議会を構成しています。 
宮前区には、8 つの民生委員児童委員協議会があります。 
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区民や地域が抱える様々な生活課題を把握し、その適切な解決に向けて、寄り添いながら

相談を通じた不安や困りごとの軽減を図ります。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

15 子ども・子育て

に関する不安を

軽減します 

妊娠中から出産、育児等に関する個別相

談等を通じて、子ども・子育てに関する不

安を軽減します。また、主に乳幼児のいる

家庭の地域での見守りや育児課題につい

て連絡会を開催し、情報共有を図ります。 

 

主任児童委員 地域ケア推進課 

地域支援課 

16 保育ニーズに応

じた相談・支援

を通じて、子ど

もの預け先を探

す保護者に寄り

添います 

 

子どもの預け先を探す保護者の一人ひと

りに寄り添い、保育所入所相談を実施す

ることを通じて、それぞれの保育ニーズ

に応じたきめ細やかな相談・支援を行い

ます。 

保育園等 児童家庭課 

17 ニーズに応じた

相談・支援を通

じて、高齢者・

障害者に寄り添

います 

 

高齢者・障害者に関する相談等について、

相談内容等に応じた適切な機関と連携

し、相談支援体制の充実を図ります。 

地域包括支援センター 

障害者相談支援センター 

高齢・障害課 

18 ペットの飼養、

ネズミや衛生害

虫に関する相談

に対応し、住環

境を守ります 

 

地域で健康で快適な生活が送れるよう、

ペットの飼養、ネズミや衛生害虫に関す

る区民からの相談に対応し、衛生的で健

康的な住環境を確保します。 

ペットを飼養する区民等 

動物病院 

衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談を通じた不安・困りごとの軽減 基本方針 ２ 

◆障害者相談支援センター◆ 

障害者相談支援センターは、川崎市から委託を受けた法人が運営する公的な相談 

窓口です。障害のある人が、安心して暮らすことができるよう、地域の関係機関と 

連携して相談を受け、支援を行っており、区内には４か所（詳細は 54 ページ参照） 

あります。 

障害のある人やその家族等の様々な困りごとや悩みごとなどを受けて、解決方法を

一緒に考えたり、探したりするところです。障害種別や年齢に関わらず相談を受けて

いますので、お気軽に相談してください。 
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支援につながるきっかけが得やすくなるよう、地域で活動する人や地域福祉活動に関わる 

人など、地域活動の担い手となる人材の育成やネットワークづくりを進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

19 認知症サポー

ターを増やし、

安心して暮らせ

る地域をつくり

ます 

 

「認知症サポーター養成講座」を小地域

で開催し、認知症への理解・共感を広げ、

認知症になっても安心して暮らせる地域

をつくります。 

認知症サポーター 

キャラバン・メイト 

地域支援課 

20 認知症等の早期

診断・早期対応

に向けた支援体

制をつくります 

支援チーム員が自宅を訪問し、アセスメ

ント、家族支援までの初期の支援を集中

的に行い、症状に応じた助言や支援等を

する体制をつくります。 

認知症疾患医療センター 

地域包括支援センター 

訪問看護ステーション 

川崎市介護支援専門員連

絡会 

 

高齢・障害課 

地域支援課 

21 徘徊高齢者等Ｓ

ＯＳネットワー

クで、安全を確

保し家族等を支

えます 

 

徘徊の恐れのある高齢者等の登録を事前

に行い、徘徊が発生した際に関係機関や

近隣自治体に情報提供することで、高齢

者等の安全を確保し、家族等を支えます。 

地域包括支援センター 

区社会福祉協議会 

警察署 

高齢・障害課 

22 ボランティアを

増やし、安心し

て子育てでき、

高齢者が健康で

暮らせる地域を 

つくります 

 

子育て支援や、健康づくり・介護予防等に

資するボランティアを養成し、保健・福祉

活動への参加を促し、安心して子育てで

き、高齢者が健康で暮らせる地域をつく

ります。 

食生活改善推進員 

運動普及推進員 

すくすく子育てボラン

ティア 

地域支援課 

23 小・中学生の職

場体験学習等を

通じて、自分が

できることを考

えるきっかけを

つくります 

 

次世代の地域福祉の担い手である小・中

学生を対象とし区役所等での職場体験学

習や出前講座を通じて、地域のつながり

の大切さや自分たちができることを考え

るきっかけをつくります。 

区内の小・中学校 地域ケア推進課 

地域支援課 

 

 

  

支援につなぐ人材・ネットワークづくり 基本方針 ３ 
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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、関係機関等と連携 

し、支援が必要な人への見守り、支え合いを進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

24 民間業者等と連

携した「川崎市

地域見守りネッ

トワーク」によ

る見守りを行い

ます 

 

住み慣れた地域で安心して生活できるよ

う、民間業者等との連携による見守りを

行い、異変が生じた状態や何らかの支援

を必要としている人等を早期に発見し

て、必要な支援につなげます。 

協力事業所（LＰガス協

会、新聞販売店、生活協同

組合等） 

地域ケア推進課 

地域支援課 

児童家庭課 

高齢・障害課 

保護課 

25 民生委員児童委

員の協力により、

高齢者等の見守

りを行います 

ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられるよう、民生委

員児童委員の協力により、ひとり暮らし

等の高齢者世帯を訪問調査し、地域での

高齢者の見守りを行います。 

 

民生委員児童委員 高齢・障害課 

26 生活保護受給世

帯の小・中学生

に対し、学習支

援への参加を呼

びかけます 

 

貧困の連鎖を防止できるよう、生活保護

受給世帯の小・中学生に学校以外の学習

の機会や居場所を提供し、進学を支援す

る学習支援事業を積極的に案内し、参加

を呼びかけます。 

学習支援を行う事業者等 保護課 

27 災害時に援護を

必要とする人に

対し、互助によ

る避難体制づく

りを進めます 

 

災害時に自力で避難することが困難で、

支援組織への個人情報の提供に同意する

人を対象に、災害時に支援組織が安否確

認・避難支援等を行う「災害時要援護者避

難支援制度」を運用し、互助による避難支

援体制づくりを進めます。 

 

地域の支援組織（町内会・

自治会、自主防災組織、民

生委員児童委員） 

危機管理担当 

高齢・障害課 

 

 

 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、子ども、高齢者、障害 

者に対する虐待に対し、連携して適切に対応します。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

28 育児不安や児童

虐待の兆候を早

期に把握し、連

携して地域での

支援を進めます 

要保護児童対策地域協議会の各種会議を

通じて、子育て支援機関・団体・児童福祉

従事者等と考え方を共有し連携を強化す

ることにより、育児不安や児童虐待につ

ながる兆候を早期に把握し、地域での継

続した支援を進めます。 

 

子育て関連団体 

子ども・子育て支援機関 

事業者 

地域支援課 

29 高齢者・障害者

虐待に関する相

談等に連携して

対応します 

 

高齢者・障害者虐待に関する相談・通報内

容に応じて、適切な機関と連携、対応を図

ります。 

地域包括支援センター 

介護支援専門員 

介護サービス事業所 

障害者相談支援センター 

高齢・障害課 

  

支援が必要な人への見守り、支え合いの推進 基本方針 ４ 

虐待への適切な対応 基本方針 ５ 
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誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、保健・福祉分野での 

協働・連携を進めます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

30 障害者（児）が

暮らしやすい地

域づくりを連携

して進めます 

障害者（児）が、住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができるよう、地域自立支

援協議会を通じて、相談支援の充実や障

害に対する理解を深める普及啓発を図り

ます。 

また、障害者（児）を取り巻く様々な課題

を共有しながら、障害の有無に関わらず

誰もが暮らしやすい地域づくりを進めま

す。 

 

地域自立支援協議会 

障害者相談支援センター 

高齢・障害課 

31 在宅介護等に多

職種が連携して

取り組み、情報

発信を行います 

安心して在宅で介護・福祉等一体となっ

たケアが受けられるよう、多職種間での

連携に努めるとともに、在宅介護等に関

する様々な情報を、区民に向けて発信し

ます。 

 

地域包括支援センター 

介護支援専門員連絡会 

医師会等保健・福祉・医療

関係団体 

地域ケア推進課 

高齢・障害課 

  

基本目標 ３ 
区民・事業者・行政等が「一体となる」 
ネットワークづくり 

保健・福祉分野での協働・連携の推進 基本方針 １ 

◆宮前区地域自立支援協議会◆ 

障害のある人が暮らしやすい地域となることを目指して活動しており、川崎市では、

市単位で市協議会、区ごとに区協議会を設置しています。 

 

・区協議会では、個別の相談支援における問題から、地域の問題を抽出し、地域課題を

設定します。区レベルで対応する課題の解決に向けた取組を行います。 

・市協議会は、市協議会と区協議会を含めた全外の方向性、取り決め等を協議します。 
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町内会・自治会などの地縁組織や民生委員児童委員、民間事業者等の地域における多様な

主体との協働・連携により、地域福祉の向上に取り組みます。 

 取組 内容 
主に関わる 

区民・団体・機関等 
関係課 

32 地域福祉に関わ

る団体等が連携

して、区民への

互助意識の浸透

を図ります 

宮前区地域包括ケアシステムネットワーク

会議を開催し、宮前区地域福祉計画の策定、

進捗管理等を行うとともに、関係団体等と

の連携を強化することを通じて、区民への

互助意識を浸透させ、地域包括ケアシステ

ムの区民への普及啓発を進めます。 

学識経験者 

保健・医療･福祉・ 

子ども関係団体 

市民団体 

ボランティア団体 

社会奉仕団体 

社会福祉当事者団体 

事業者 

 

地域ケア推進課 

33 高齢者が暮らし

やすい地域づく

りを連携して進

めます 

地域ケア会議や地区活動を通じて、高齢者

を取り巻く様々な課題を共有しながら、地

域づくりのためのネットワークを構築し、

地域包括支援センターと連携して、高齢者

が暮らしやすい地域づくりを進めます。 

 

地域包括支援センター 地域支援課 

高齢・障害課 

34 民生委員児童委

員や保護司等の

地域福祉活動へ

の理解を広げま

す 

地域福祉の重要な担い手である民生委員児

童委員や保護司等の取組について、広く区

民に周知することを通じて活動への理解を

広げます。 

民生委員児童委員 

保護司 

更生保護関係団体 

地域ケア推進課 

35 地域防災に関わ

る団体等が連携

して、地域防災

力の強化を図り

ます 

 

大規模な災害等に備え、区民・事業者・関係

団体・行政等で構成される宮前区地域防災

連絡会議等において、必要な対応策の協議・

検討や防災・減災に関する情報の収集・共有

を進め、地域防災力の強化を図ります。 

町内会・自治会 

自主防災組織 

事業者 

危機管理担当 

地域ケア推進課 

地域支援課 

衛生課 

高齢・障害課 

道路公園センター 

 

36 小・中学校入学

時など、新しい

環境での学習や

生活に適応しや

すくします 

区内にある幼稚園、保育所及び小・中学校が

相互の役割を理解し、発達の連続性を踏ま

えた子どもの育ちを意識して情報共有を進

め、連携を強化し、保護者への情報提供を行

うなど、新しい環境での学習や生活に適応

しやすくします。 

 

幼稚園 

保育所 

小・中学校 

保育所等・地域連

携担当 

学校・地域連携担

当 

37 地域の事業者団

体等と連携し、

地域福祉に関す

る情報発信を行

います 

食品衛生協会、理美容組合、営業施設、動物

愛護ボランティア等、地域で活動する団体

とのつながりを活用し、事業者等を介した

情報発信等を通じて、地域包括ケアシステ

ムへの理解を広げます。 

食品衛生協会 

理美容組合 

営業施設 

動物愛護ボランティア 

地域で活動する事業者 

 

衛生課 

38 社会福祉協議会

と連携して、地

域福祉の取組を

進めます 

地域課題を共有し、宮前区社会福祉協議会

が策定する「地域福祉活動計画」と補強・補

完し合いながら、社会福祉協議会と区役所

が連携して、地域福祉の取組を進めます。 

 

区社会福祉協議会 地域ケア推進課 

地域支援課 

 

  

区民・事業者・行政などの連携による地域福祉の向上 基本方針 ２  重 
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◆保護司◆ 

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の公務員です。 

宮前区保護司会は保護司法に基づいて、昭和 57 年に発足し活動しています。 

 

保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を助けると

ともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、地域社会の浄化をはかり、個人及

び公共の福祉に寄与することを、その使命とし、犯罪や非行をした人の立ち直り

を地域で支えるボランティアであり、犯罪や非行をした人が社会に復帰したとき

にスムーズに社会生活を営めるよう、相談に応じるなど、様々な面からの支援や

啓発活動を行っています。 

◆災害時要援護者支援制度◆ 

災害時に自力又は家族等の支援のみでは避難が困難で、避難支援を受けるために、

支援組織への個人情報の提供について同意し、かつ、在宅で生活している高齢者や 

障害者などを対象に安否確認・避難支援等を行います。 

障害のある人 
高齢者 など 

自宅訪問 

支援方法の確認 

申込書 

宮前区役所 

名簿 

災害発生時 

支援組織による 
安否確認・避難支援など 

支援組織 
（町内会・自治会・自主防災組織・民生委員児童委員等） 

支援組織による 
自宅訪問・支援方法確認 
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１ 計画の推進体制 

 「宮前区地域福祉計画」は、福祉、保健、医療、教育、まちづくり等、様々な分野に関連して

いることから、宮前区長を本部長とし、区役所の全部署で構成する「宮前区地域包括ケアシス

テム推進本部会議」において、地域包括ケアシステム及び本計画に基づく施策を進めています。 

 

また、宮前区社会福祉協議会と地域課題を共有し、宮前区社会福祉協議会が策定している「宮

前区地域福祉活動計画」と相互に補強・補完し合いながら、区内における地域福祉の向上を図っ

ています。 

 

さらに、学識経験者、町内会・自治会、区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、その他

各分野の団体の代表、事業者等で構成する「宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議」

において、地域包括ケアシステムの推進に関する取組方法や本計画等に対し、専門的な意見を

求めるとともに、そのネットワークを活用して取組を進めます。 

 

 

 第６期計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

宮前区 

地域福祉活動計画 

宮前区 

地域包括ケアシステム 

推進本部会議 

宮前区 

地域包括ケアシステム 

ネットワーク会議 

 

 

連

携 

連携 

連

携 

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン 

宮前区地域福祉計画 

宮前区 

社会福祉協議会 

 

連携 連携 

連携 

ACTION 
計画を見直す 

PLAN 
計画を立てる 

DO 
計画に取り組む 

CHECK 
計画を確認する 

●住民一人ひとりの意思でつくるまちづくり 

●人の和でつくる福祉のまちづくり 

●ふれあい、ささえあいでつくるまちづくり 

ささえあう地域活動づくり 

認め合う意識づくり 

地域に見えるネットワークづくり 

第４期宮前区地域福祉活動計画 

基本理念 

基本目標１ 

基本目標２ 

基本目標３ 

区計画の「点検」結果を踏まえ、市計画を「評価」 
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２ 計画の進行管理 

本計画の進行管理については、毎年、庁内の「宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議」に

おいて、区民・関係団体・事業者等が実施した個々の取組の実施状況を確認します。 

 

また、「宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議」においても取組の実施状況を振り返

り、次年度に向けての課題・展開、事業内容の見直しなどについて検討することを通じて、区計

画の実施状況の「点検・見直し」を行います。 

 

さらに、川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において、各区の「点検」結果を踏まえて

川崎市地域福祉計画の「評価」を行うことにより、継続的な進行管理を行い、次期計画につなげ

ていきます。 

 

 

 

◆第４期宮前区地域福祉活動計画◆ 

宮前区社会福祉協議会では、地域福祉活動計画を策定しています。第４期計画は、 

令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間の計画として策定し、 

「住民一人ひとりの意思でつくるまちづくり」「人の和でつくる福祉のまちづくり」 

「ふれあい、ささえあいでつくるまちづくり」を基本理念に取り組んでいます。 

 

＜第４期地域福祉活動計画の重点目標と具体的取組＞ 

 

●重点目標１ ささえあう地域活動づくり 

具体的取組 ・近隣関係を大切にした地域づくりの支援 

・福祉課題、災害時・緊急時の対応などについて話す機会の創設 など 

 

●重点目標２ 認め合う意識づくり 

具体的取組 ・不当な差別や偏見の排除 

・社会的マイノリティ等への理解・受容に関する研修の実施 など 

 

●重点目標３ 地域に見えるネットワークづくり 

具体的取組 ・多種多様な関係者や団体との連携、協働の強化 

・地域団体・企業等との協働事業の企画・検討 など 
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１ 第６期宮前区地域福祉計画策定の経過 

年 月日 議事等 

令

和

２

年 

６月 26 日 第１回宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議 

(1) 宮前区地域福祉計画について 

 ・第５期計画実施状況及び評価 

 ・区の現況及び課題抽出 

 ・第６期計画策定に向けた基本的な方向性 

(2) 地域包括ケアシステムの広報・啓発の取組について 

７月１日 第１回宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議 

(1) 令和２年度第１回宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議

について 

(2) 地域包括ケアシステムの広報・啓発の取組について 

８月 21 日 第２回宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議 

(1) 地域包括ケアシステムの推進について 

(2) 宮前区地域福祉計画について 

 ・第６期計画の目次案及び骨子案 

 ・第６期計画の重点的な取組案及び具体的な取組案 

９月２日 第２回宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議 

(1) 第６期地域福祉計画策定について 

(2) 地域包括ケアシステムの広報・啓発の取組について 

９月 24 日 第３回宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議 

(1) 宮前区地域福祉計画について 

 ・第６期計画素案 

(2) 地域包括ケアシステムの推進について 

10 月７日 第３回宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議 

(1) 第６期地域福祉計画策定について 

(2) 地域包括ケアシステムの広報・啓発の取組について 

12 月１日 

～ 

2 月 5 日 
パブリックコメント 

令

和

３

年 

1 月 22 日 地域福祉・高齢・障害計画合同区民説明会（中止） 

・第６期川崎市地域福祉計画 

・第６期宮前区地域福祉計画 

・第８期かわさきいきいき長寿プラン 

・第５次かわさきノーマライゼーションプラン 

２月 26 日 第４回宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議 

(1) 宮前区地域福祉計画について 

 ・第６期計画素案 

(2) 地域包括ケアシステムの推進について 

３月 3 日 第４回宮前区地域包括ケアシステム推進本部会議 

(1) 宮前区地域福祉計画策定について 

(2) 地域包括ケアシステムの推進について 
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２ 川崎市宮前区地域包括ケアシステムネットワーク

会議開催運営等要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域包括ケアシステム及び宮前区地域福祉計画の推進等にあたり、有

識者等からの専門的な意見の聴取等を目的とする宮前区地域包括ケアシステムネットワー

ク会議（以下「ネットワーク会議」という。）の開催について、必要な基本事項を定めるも

のとする。 

（目的） 

第２条 区長は、前条の趣旨を遂行するため、次の各号に掲げる事項について、ネットワー

ク会議の委員に意見を求めるもののほか、区民への普及啓発及びその他必要と認める事項

について、ネットワーク会議の委員と連携し推進するものとする。 

（１）宮前区地域福祉計画の策定に関すること。 

（２）宮前区地域福祉計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。 

（３）宮前区社会福祉協議会地域福祉活動計画との連携に関すること。 

（４）地域包括ケアシステムの取組方法、体制づくりに関すること。 

（５）前各号に定めるもののほか、会議が必要と認める事項 

（委員） 

第３条 ネットワーク会議の委員は、次に掲げる者に就任を依頼する。 

（１）学識経験者 

（２）保健・医療･福祉・子ども関係団体の代表 

（３）市民団体の代表 

（４）ボランティア組織及び社会奉仕団体の代表 

（５）社会福祉当事者組織及び団体の代表 

（６）その他区長が特に認めた者 

（会議の運営） 

第４条 ネットワーク会議は、宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所

支所）所長（以下「所長」という。）が招集する。 

２ ネットワーク会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

３ ネットワーク会議において、第２条の規定による目的を達成するため検討する事項は、

委員相互の意見を尊重し、所長がこれを調整する。 

（開催期間） 

第５条 ネットワーク会議の開催期間は、各年度（毎年４月１日から翌年３月３１日までを

いう。）、必要に応じて開催することとする。 

（庶務） 

第６条 ネットワーク会議の庶務は、宮前区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・

保健所支所）地域ケア推進課において処理する。 



 

資料編 

109 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （宮前区保健福祉のまちづくり推進会議設置要綱の廃止） 

 ２ 宮前区保健福祉のまちづくり推進会議設置要綱（１７川宮地保第６４号区長専決）は、

廃止する。 

  附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、第３条第１項の改正規定中第

６号を削り、第７号を第６号とする部分は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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３ 宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議

委員名簿 

（順不同 敬称略）  

 氏名 所属団体等 

１ 小平 隆雄 田園調布学園大学 

２ 本橋 隆子 聖マリアンナ医科大学 

３ 行形 毅 宮前区医師会 

４ 太田 公子 宮前区社会福祉協議会 

５ 布施 幸子 宮前区ＰＴＡ協議会 

６ 川田 和子 宮前区全町内・自治会連合会 

７ 伊藤 祐輔 宮前区地域包括支援センター連絡会議 

８ 北村 宏和 宮前区地域自立支援協議会 

９ 小谷田 實 宮前区民生委員児童委員協議会 

10 西山 誠一 株式会社東急ストア 
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４ 第５回川崎市地域福祉実態調査報告（抜粋） 

１ 調査の目的 

本調査は、川崎市地域福祉計画に基づいて、市民の地域福祉に関する意識を多面的に調

査することにより、地域における生活課題を明らかにし、『第 6 期川崎市地域福祉計画』の

策定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の種類 

本調査は、次の２種類の調査を実施した。 

①地域の生活課題に関する調査（個人） 

②地域福祉活動に関する調査（団体） 

 

３ 調査の設計 

２種類の調査は、次のとおり以下のように設計した。 

調査種別 項目 内容 

①地域の生活課

題に関する調査 

対象者数 20 歳以上の男女 6,300 人（各区 900 人を基本） 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 郵送配布・郵送回収（礼状形式の督促１回実施） 

調査時期 令和元年 11 月 28 日～12 月 20 日 

②地域福祉活動

に関する調査 

対象者数 市内で地域福祉活動を行う団体等 496 団体 

抽出方法 町内会・自治会、地区社会福祉協議会、区社会福祉協議会、

地区民生委員児童委員協議会、本市の高齢者福祉、障害者

福祉、児童福祉団体 

調査方法 郵送配布・郵送回収（礼状形式の督促１回実施） 

調査時期 令和元年 11 月 28 日～12 月 20 日 

 

４ 調査内容 

調査種別ごとの調査内容は、次のとおりである。 

調査種別 内容 

①地域の生活課題に

関する調査 

・基本属性 
・『川崎市地域福祉計画』について 
・近隣地域とその課題について 
・地域活動やボランティア活動について 
・保健・福祉に関することについて 
・東日本大震災後の意識の変化について 
・今後の地域福祉の推進について 

②地域福祉活動に 

関する調査 

・団体の概要 
・団体の活動状況と今後の展開について 
・『川崎市地域福祉計画』について 
・団体が活動等を行う地域について 
・東日本大震災後の意識の変化について 
・保健・福祉に関することについて 
・今後の地域福祉の推進について 

 

●第５回川崎市地域福祉実態調査報告 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000119003.html 

【川崎市役所 Webサイト URL】 
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５ 回収結果 

回収結果は以下のとおりである。 

調査種別 配布数（人） 回収数（人） 回収率 

①地域の生活課題に関する調査 6,300 2,224 35.3% 

②地域福祉活動に関する調査 496 326 65.7% 

合計 6,796 2,550 37.5% 
 

 

区別回収結果（地域の生活課題に関する調査） 

区名 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 不明 全市 

配布数 

（人） 
900 900 900 900 900 900 900 ― 6,300 

有効回収数 

（人） 
278 305 315 293 323 315 368 27 2,224 

有効回収率 30.8% 33.8% 35.0% 32.6% 35.9% 35.0% 40.9% ― 35.3% 

（参考） 

第４回回収率 
34.1% 40.4% 36.4% 35.4% 41.8% 34.1% 43.5% ― 37.9% 

 

６ その他 

（１）回答者数とは、基数となる実数のことである。 

（２）回答者数を100％として百分率で算出してある。小数点以下第２位を四捨五入して

いるため、百分率の合計が全体を示す数値と一致しないことがある。 

（３）複数回答ができる質問では、回答比率の合計が100％を超える。 

（４）質問において、年代別、居住地区別など調査対象者の基本属性を中心としたクロス

集計結果については、基本属性等に「無回答」があるため、全体の示す数値と一致し

ない。 
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① 地域の生活課題に関する調査（区民が対象；一部抜粋） 

問13 あなたは、「近所」の範囲を、どの程度だとお考えですか。（１つに◯） 

○宮前区では、「向こう三軒両隣」の割合が24.8％で市全体（23.4％）を上回っている。 

近所の範囲 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

両
隣  

向
こ
う
三
軒
両
隣

程
度 

同

じ

集

合
住

宅

（
ア
パ
ー
ト
、
マ

ン
シ
ョ
ン
な
ど
） 

歩
い
て
５
分 

（
お
よ
そ
１
０
０

ｍ
）
以
内
程
度 

歩

い

て

１
０

分

（
お
よ
そ
２
０
０

ｍ
）
以
内
程
度 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 5.4 23.4 19.7 34.4 12.3 3.1 1.7 

宮前区 323 3.7 24.8 22.6 32.2 13.0 3.1 0.6 

 

問14 あなたは、ふだんご近所の方とどの程度のつきあいをしていますか。（１つに○） 

○宮前区では、「ときどき話をする程度」の割合が27.6％で市全体（25.8％）を上回っている。 

日頃の近所づきあいの程度 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

家
族
の
よ
う
に
親

し
く
つ
き
あ
っ
て

い
る 

家
に
行
き
来
し
た

り
、
親
し
く
話
を

す
る 

と
き
ど
き
話
を
す

る
程
度 

あ
い
さ
つ
を
す
る

程
度 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ

い
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 0.7 7.6 25.8 49.4 14.1 0.6 1.7 

宮前区 323 0.3 9.0 27.6 50.2 10.8 0.6 1.5 

 

問15 あなたは、近所づきあいや地域住民同士の交流について、どの程度必要だとお考えですか。

（１つに○） 

○宮前区では、「困った時は当然助け合うべきだが、日ごろの交流は面倒なのであまりしたくな
い」の割合が37.2％で市全体の36.2％を上回っている。 

近所づきあいや地域住民同士の交流の必要性の程度 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

地
域
で
助
け
合
う
こ
と
は
大
切
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
ふ
だ
ん
か

ら
の
交
流
は
必
要
だ 

い
ざ
と
い
う
時
に
助
け
合
い
た
い

の
で
、
多
少
面
倒
で
も
ふ
だ
ん
か

ら
交
流
し
て
お
い
た
方
が
良
い 

困
っ
た
時
は
当
然
助
け
合
う
べ
き

だ
が
、
日
ご
ろ
の
交
流
は
面
倒
な

の
で
あ
ま
り
し
た
く
な
い 

地
域
で
の
助
け
合
い
は
必
要
だ
と

思
わ
な
い
が
、
地
域
で
交
流
す
る

こ
と
自
体
は
大
切
だ 

地
域
と
の
交
流
よ
り
、
気
の
合
っ

た
仲
間
や
グ
ル
ー
プ
で
交
流
し
、

そ
の
中
で
助
け
合
え
ば
良
い 

困
っ
た
時
は
行
政
な
ど
が
支
援
す

べ
き
で
、
地
域
で
の
助
け
合
い
や

日
ご
ろ
の
交
流
は
必
要
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 25.7 26.2 36.2 1.3 2.9 3.6 2.1 2.1 

宮前区 323 26.0 25.7 37.2 0.9 3.7 4.0 1.2 1.2 
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問17 あなたは、助けあいをすることができる「地域」の範囲を、どの程度だとお考えですか。（１

つに○） 

○宮前区では、「町内会・自治会」の割合が36.5％で市全体（38.8％）を下回っている。 

助け合いをすることができる「地域」の範囲 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

隣
近
所
程
度 

町
内
会
・
自
治
会 

程
度 

小
学
校
区
程
度 

中
学
校
区
程
度 

お
住
ま
い
の
区

内
程
度 

川
崎
市
内
程
度 

そ
れ
以
上 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 36.9 38.8 8.3 3.3 5.3 1.2 1.1 2.3 2.8 

宮前区 323 38.7 36.5 9.6 4.6 3.4 2.2 1.2 2.5 1.2 

 

問18 あなたは、その「地域」において、いま何が問題だと感じていますか。（あてはまるものす

べてに○） 

○宮前区では、「地域防犯・防災に関する問題（交通安全、子どもの見守り、火の用心、防災訓
練など）」（39.3％）、次いで「高齢者に関する問題（介護、権利擁護、生きがいづくり、見守
りなど）」の割合が36.2％、「地域のつながりに関する問題（近所づきあい、人と人との関係
が希薄など）」（29.4％）となっている。 

「地域」において、問題になっていること（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
問
題
（
ス
ト

レ
ス
、
食
育
、
生
活
習
慣
病
な
ど
） 

高
齢
者
に
関
す
る
問
題
（
介
護
、
権

利
擁
護
、
生
き
が
い
づ
く
り
、
見
守

り
な
ど
） 

障
害
児
・
者
に
関
す
る
問
題
（
地
域

生
活
支
援
、
権
利
擁
護
、
活
動
支
援
、

障
害
に
対
す
る
理
解
な
ど
） 

子
ど
も
に
関
す
る
問
題
（
育
児
不

安
、
子
育
て
支
援
、
教
育
、
し
つ
け
、

遊
び
場
づ
く
り
な
ど
） 

地
域
防
犯
・
防
災
に
関
す
る
問
題

（
交
通
安
全
、
子
ど
も
の
見
守
り
、

火
の
用
心
、
防
災
訓
練
な
ど
） 

地
域
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
問
題

（
近
所
づ
き
あ
い
、
人
と
人
と
の
関

係
が
希
薄
な
ど
） 

川崎市 2,224 9.1 34.4 10.2 24.6 35.4 26.2 

宮前区 323 10.5 36.2 12.7 22.9 39.3 29.4 

区  分 

一
人
ひ
と
り
に
必
要
な
制
度
や
地

域
活
動
が
十
分
で
な
い
こ
と
が
原

因
と
考
え
ら
れ
る
問
題 

家
庭
不
安
や
心
配
ご
と
を
誰
に
も

相
談
で
き
な
い
人
が
い
る
と
い
う

問
題 

適
切
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
、
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
い
る
と
い

う
問
題 

地
域
活
動
や
団
体
活
動
を
行
う
拠

点
や
場
所
が
な
い
（
足
り
な
い
）
と

い
う
問
題 

そ
の
他 

特
に
問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
こ
と

は
な
い 

無
回
答 

川崎市 6.5 9.8 19.0 6.5 3.6 22.8 4.2 

宮前区 8.0 10.8 18.9 7.7 5.0 21.1 3.4 
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問19 あなたは、家庭生活の中で次のような不安を感じたことがありますか。（あてはまるものす

べてに○） 

○宮前区では、「身の回りのことが、いつまで自分でできるかわからない」の割合が38.1％で最
も高く、次いで「経済的に生活できるか不安である」（30.7％）、「介護が必要な家族を家庭で
介護できる自信がない」（29.4％）となっている。 

家庭生活の中で感じる不安（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

身
の
回
り
の
こ
と
が
、
い

つ
ま
で
自
分
で
で
き
る
か

わ
か
ら
な
い 

介
護
が
必
要
な
家
族
を
家

庭
で
介
護
で
き
る
自
信
が

な
い 

経
済
的
に
生
活
で
き
る
か

不
安
で
あ
る 

病
気
に
な
っ
た
と
き
に
頼

れ
る
人
が
身
近
に
い
な
い 

子
育
て
が
う
ま
く
で
き
る

か
不
安
で
あ
る 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 42.1 27.9 31.4 17.0 9.9 10.6 12.6 

宮前区 323 38.1 29.4 30.7 12.7 10.5 13.3 12.7 

 

 

問24 あなたが、もし高齢や病気、事故などで日常生活が不自由になったとき、地域の人たちにど

んな手助けをしてほしいですか。（３つまでに○） 

○宮前区では、手助けをしてほしいことについては「安否確認の見守り・声かけ」の割合が53.9％
で最も高く、「災害時の手助け」（45.8％）、「ちょっとした買い物」（20.7％）となっている。 

地域の人たちに手助けをしてほしいこと（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

安
否
確
認
の
見
守

り
・
声
か
け 

趣
味
な
ど
世
間
話
の

相
手 

子
育
て
・
介
護
な
ど

の
相
談
相
手 

炊
事
・
洗
濯
・
掃
除
な

ど
の
家
事 

草
む
し
り
、
冷
蔵
庫

内
の
整
理 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
物 

子
ど
も
の
預
か
り 

川崎市 2,224 49.1 8.9 7.7 27.0 2.5 22.3 5.3 

宮前区 323 53.9 9.0 8.0 24.5 2.5 20.7 4.3 

区  分 

外
出
の
付
添
い 

災
害
時
の
手
助
け 

ゴ
ミ
出
し
・
雨
戸
の

開
け
閉
め 

電
球
交
換
や
簡
単
な

大
工
仕
事 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

 

川崎市 13.4 42.3 10.2 7.6 2.2 13.0 2.2  

宮前区 11.1 45.8 8.0 8.0 2.8 11.8 0.9  
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問25 地域の高齢者や障害者、子育て家庭などが安心して暮らすことができるよう、地域の支え合

いとして、あなたご自身ができることは何ですか。（３つまでに○） 

○自身ができることについては「安否確認の見守り・声かけ」の割合が62.8％で最も高く、次
いで「災害時の手助け」（32.8％）、「ちょっとした買物」（30.0％）となっている。 

地域の人たちに回答者自身ができること（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

安
否
確
認
の
見
守

り
・
声
か
け 

趣
味
な
ど
世
間
話
の

相
手 

子
育
て
・
介
護
な
ど

の
相
談
相
手 

炊
事
・
洗
濯
・
掃
除
な

ど
の
家
事 

草
む
し
り
、
冷
蔵
庫

内
の
整
理 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
物 

子
ど
も
の
預
か
り 

川崎市 2,224 62.2 18.7 8.3 7.0 4.4 32.9 6.0 

宮前区 323 62.8 18.0 8.7 7.7 5.3 30.0 4.3 

区  分 

外
出
の
付
添
い 

災
害
時
の
手
助
け 

ゴ
ミ
出
し
・
雨
戸
の

開
け
閉
め 

電
球
交
換
や
簡
単
な

大
工
仕
事 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

 

川崎市 9.5 35.7 12.6 8.4 2.4 12.6 2.6  

宮前区 6.8 32.8 11.5 9.3 2.8 12.1 3.4  

 

 

問28 人生の最終段階における医療について、意思表示の書面や家族での話し合いが必要だと思い

ますか。（１つに○）（新規設問） 

○宮前区では、「意思表示の書面は必要であるが、まだ作成していない」の割合が47.7％で最も
高く、次いで「意思表示の書面は必要ないが、家族で話し合う必要はある」（20.7％）、「意思
表示の書面は作成していないが、家族で話し合っている」（15.5％）となっている。 

終末期における話し合い 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

意
思
表
示
の
書
面
は
必
要
で
あ
り
、
す
で
に

作
成
し
て
い
る 

意
思
表
示
の
書
面
は
必
要
で
あ
る
が
、
ま
だ

作
成
し
て
い
な
い 

意
思
表
示
の
書
面
は
作
成
し
て
い
な
い
が
、

家
族
で
話
し
合
っ
て
い
る 

意
思
表
示
の
書
面
は
必
要
な
い
が
、
家
族
で

話
し
合
う
必
要
は
あ
る 

意
思
表
示
の
書
面
は
必
要
な
い
し
、
家
族
で

話
し
合
う
必
要
も
な
い 

す
べ
て
家
族
に
ま
か
せ
る
の
で
必
要
な
い 

す
べ
て
医
療
者
や
病
院
に
ま
か
せ
る
の
で
必

要
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 3.6 48.4 14.8 19.3 0.8 4.7 2.2 2.7 3.4 

宮前区 323 4.6 47.7 15.5 20.7 0.9 3.1 0.9 2.8 3.7 
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問29 近年、誰にも気づかれずに死亡し、しばらくして発見されるという孤立死が社会問題となっ

ています。孤立死が生じる原因として、どれが大きな問題だと思いますか。（あてはまるも

のすべてに○） 

○宮前区では、「一人暮らしや高齢者だけの世帯が増えていること」の割合が80.5％で最も高く、
次いで「隣近所のつきあいが少なくなっていること」（64.1％）、「家庭内のことに、他人が立
ち入りにくいこと」（44.6％）となっている。 

孤立死が生じる原因（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

経
済
的
に
困
窮
し
て

い
る
（
お
金
が
な
い
）

こ
と 

福
祉
や
見
守
り
な
ど

行
政
の
対
応
が
不
十

分
な
こ
と 

地
域
の
見
守
り
体
制

が
弱
体
化
し
て
き
た

こ
と 

一
人
暮
ら
し
や
高
齢

者
だ
け
の
世
帯
が
増

え
て
い
る
こ
と 

本
人
が
引
き
こ
も
り

が
ち
な
性
格
で
あ
る

こ
と 

隣
近
所
の
つ
き
あ
い

が
少
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と 

川崎市 2,224 47.4 29.9 28.4 83.2 27.7 62.6 

宮前区 323 42.7 27.6 31.3 80.5 26.0 64.1 

区  分 

家
庭
内
の
こ
と
に
、

他
人
が
立
ち
入
り
に

く
い
こ
と 

医
療
や
介
護
が
し
必

要
な
高
齢
者
が
増
加

て
い
る
こ
と 

そ
の
他 

特
に
問
題
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

川崎市 45.7 36.9 2.0 0.5 2.3 2.6  

宮前区 44.6 34.7 3.1 0.3 3.7 3.7  

 

問30 孤立死を防ぐために、どのようなことが有効だと思いますか。特に有効だと思うものを５つ

まで選んで○をつけてください。（５つまでに○） 

○宮前区では、「地域住民による声かけ、見守り」の割合が58.5％で最も高く、次いで「新聞・
郵便配達等、民間の協力による情報共有」（41.2％）、「水道、ガス、電気の利用に関する情報
共有」（34.7％）となっている。 

孤立死の防止策（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

地
域
住
民
に
よ
る

声
か
け
、
見
守
り 

新
聞
・
郵
便
配
達

等
、
民
間
の
協
力

に
よ
る
情
報
共
有 

民
生
委
員
児
童
委

員
に
よ
る
訪
問
、

見
守
り 

水
道
、
ガ
ス
、
電
気

の
利
用
に
関
す
る

情
報
共
有 

消
防
・
警
察
・
ご
み

収
集
等
、
公
的
機

関
に
よ
る
確
認 

定
期
的
な
電
話
や

傾
聴
訪
問
等
の
話

し
相
手 

地
域
で
気
軽
に
集

え
る
サ
ロ
ン
活
動 

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
等
に
よ
る

生
活
実
態
の
把
握 

川崎市 2,224 60.6  39.4  32.4  35.7  13.9  24.5  17.7  23.8  

宮前区 323 58.5  41.2  29.4  34.7  12.1  22.3  18.9  21.1  

区  分 

配
食
等
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
を
活
用

し
た
見
守
り 

本
人
か
ら
の
危
険

危
機
の
通
報 

機
器
に
よ
る
緊
急

通
報
シ
ス
テ
ム 

介
護
保
険
等
の
各

種
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
と
連
携
し

た
緊
急
時
連
絡
網 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

川崎市 19.5  28.3  31.5  20.5  2.3  0.9  5.0  2.7   

宮前区 20.4  27.2  31.0  16.7  4.0  1.9  5.0  4.0   
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問31 あなたは、次のような地域活動やボランティア活動に参加したことがありますか。現在参加

しているものも含めてお答えください。（あてはまるものすべてに○） 

○宮前区では、「参加したことがない」の割合が46.1％で最も高く、次いで「町内会・自治会に
関する活動」（22.3％）、「お祭りやイベントに関する活動」（21.4％）となっている。 

地域活動やボランティア活動への参加状況（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

健
康
づ
く
り
に
関

す
る
活
動 

高
齢
者
に
関
す
る

活
動 

障
害
児
・
者
に
関
す

る
活
動 

子
育
て
に
関
す
る

活
動 

医
療
に
関
す
る
活

動 町
内
会
・
自
治
会
に

関
す
る
活
動 

社
会
福
祉
協
議
会

に
関
す
る
活
動 

お
祭
り
や
イ
ベ
ン

ト
に
関
す
る
活
動 

川崎市 2,224 6.0 5.5 3.7 8.0 1.5 25.7 3.5 20.6 

宮前区 323 4.0 4.3 3.1 10.2 1.5 22.3 4.6 21.4 

区  分 

地
域
安
全
に
関
す

る
活
動 

環
境
美
化
（
ゴ
ミ
拾

い
な
ど
を
含
む
）
に

関
す
る
活
動 

文
化
・
芸
術
に
関
す

る
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
（
運
動
会

な
ど
を
含
む
）
に
関

す
る
活
動 

そ
の
他 

今
は
参
加
し
て
い

な
い
が
条
件
が
整

え
ば
参
加
し
た
い 

参
加
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

 

川崎市 4.1 16.8 5.2 9.9 1.8 11.0 42.2 2.7  

宮前区 1.9 16.4 5.0 9.6 1.5 7.7 46.1 2.2  

 

《地域活動やボランティア活動に「参加したことがない」と回答した人が対象》 

問31-6 あなたが、地域活動やボランティア活動に参加したことがない理由は、どのような理由

からですか。（あてはまるものすべてに○） 

○宮前区では、「仕事や家事が忙しく時間がない」の割合が44.3％で最も高く、次いで「きっか
けがつかめない」（32.9％）、「身近に活動グループや仲間がいない（知らない）」（29.5％）と
なっている。 

地域活動やボランティア活動に参加したことがない理由（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

仕
事
や
家
事
が
忙
し

く
時
間
が
な
い 

き
っ
か
け
が
つ
か
め

な
い 

身
近
に
活
動
グ
ル
ー

プ
や
仲
間
が
い
な
い

（
知
ら
な
い
） 

健
康
に
自
信
が
な
い 

家
族
や
職
場
の
理
解

が
得
ら
れ
な
い 

興
味
を
持
て
る
活
動

が
な
い 

育
児
や
介
護
を
必
要

と
す
る
家
族
が
い
る 

川崎市 939 51.4 28.8 23.7 12.7 0.9 8.7 8.2 

宮前区 149 44.3 32.9 29.5 16.8 1.3 6.7 11.4 

区  分 

一
度
は
じ
め
る
と
拘

束
さ
れ
て
し
ま
う 

行
政
や
事
業
者
が
行

え
ば
よ
い 

人
と
接
す
る
の
が
苦

手 地
域
活
動
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
は
し
た

く
な
い 

そ
の
他 

特
に
理
由
は
な
い 

無
回
答 

 

川崎市 14.9 2.2 13.3 8.9 7.0 12.5 3.4  

宮前区 22.1 0.7 11.4 7.4 5.4 10.7 3.4  
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《地域活動やボランティア活動に「参加したことがない」と回答した人が対象》 

問31-7 あなたは、どのような状況になれば、地域活動やボランティア活動に参加したい 

と思いますか。（１つに◯） 

○宮前区では、「きっかけがあれば」の割合は18.8％と最も高く、次いで「活動する時間ができ
れば」、「興味を持てる活動があれば」（13.4％）が2番目に高くなっている。 

地域活動やボランティア活動に参加できる状況 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

活
動
す
る
時
間
が
で
き
れ
ば 

き
っ
か
け
が
あ
れ
ば 

身
近
に
活
動
グ
ル
ー
プ
や
仲
間
が
い
れ
ば 

体
力
や
健
康
に
自
信
が
あ
れ
ば 

家
族
や
職
場
の
理
解
が
得
ら
れ
れ
ば 

興
味
を
持
て
る
活
動
が
あ
れ
ば 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
い
る 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 939 16.5 14.6 5.6 12.0 0.9 14.7 1.2 3.9 17.8 

宮前区 149 13.4 18.8 6.7 10.1 1.3 13.4 0.0 3.4 17.4 

 

問38 東日本大震災から8年が経ちましたが、震災直後と比べて、現在のあなたの意識は

変化しましたか。（１つに◯） 

○宮前区では、「震災直後は、防災などへの意識が高まったが、現在は薄れてきている」の割合
が44.0％で最も高く、次いで「現在も、震災直後と変わらず防災への備えなどを意識してい
る」（34.4％）、「震災直後は、防災への備えなどを意識していなかったが、現在は意識してい
る」（7.7％）となっている。 

防災意識の変化（現在） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

現
在
も
、
震
災
直
後
と
変
わ
ら
ず
防
災
へ
の
備

え
な
ど
を
意
識
し
て
い
る 

震
災
直
後
は
、
防
災
な
ど
へ
の
意
識
が
高
ま
っ

た
が
、
現
在
は
薄
れ
て
き
て
い
る 

震
災
直
後
は
、
防
災
へ
の
備
え
な
ど
を
意
識
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
意
識
し
て
い
る 

震
災
直
後
も
現
在
も
、
防
災
な
ど
へ
の
備
え
を

特
に
意
識
し
て
い
な
い 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

川崎市 2,224 34.9 39.7 9.8 5.1 0.9 5.9 3.5 

宮前区 323 34.4 44.0 7.7 3.1 1.9 5.0 4.0 
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問42 今後、地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきこととして、あなたはどの

ようなことが重要とお考えですか。（あてはまるものすべてに○） 

○宮前区では、「地域での交流などを通して、住民同士の助け合いの意識を向上させること」の
割合が35.9％で最も高く、次いで「家族以外の人で、身近に困りごとなどを相談できる人を
増やすこと」（31.9％）、「地域で困っていることや自分ができることを知らせる情報が集まる
場をつくること」（30.3％）となっている。 

今後、地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきこと（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

住
民
同
士
が
自
ら
地
域
課
題
の
把
握

や
そ
の
解
決
方
法
を
探
る
た
め
の
話

し
合
い
の
機
会
を
つ
く
る
こ
と 

地
域
の
課
題
や
問
題
に
主
体
的
に
取

り
組
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
で
活

動
す
る
人
を
増
や
す
こ
と 

地
域
で
の
交
流
な
ど
を
通
し
て
、
住
民

同
士
の
助
け
合
い
の
意
識
を
向
上
さ

せ
る
こ
と 

地
域
で
困
っ
て
い
る
こ
と
や
自
分
が

で
き
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
情
報
が
集

ま
る
場
を
つ
く
る
こ
と 

家
族
以
外
の
人
で
、
身
近
に
困
り
ご
と

な
ど
を
相
談
で
き
る
人
を
増
や
す
こ

と そ
の
他 

特
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

川崎市 2,224 22.8 23.1 38.5 32.1 32.3 3.7 6.8 5.8 

宮前区 323 22.3 24.1 35.9 30.3 31.9 3.4 6.8 6.5 

 

 

問43 今後、地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきこととして、あなたはどの

ようなことが重要とお考えですか。（あてはまるものすべてに○） 

○宮前区では、「福祉サービスを適切に利用することができるような評価や内容の情報開示」、
「サービスが利用できない、結びつかない人への対応の充実」（37.5％）が最も多い。 

今後、地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきこと（複数回答） 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

市
民
へ
の
意
識
調
査
や
団
体
ア
ン

ケ
ー
ト
、
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
る
地

域
課
題
や
ニ
ー
ズ
の
把
握 

行
政
か
ら
の
一
元
的
な
情
報
提
供
、

相
談
の
場
づ
く
り 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
で
活
動
す
る

地
域
福
祉
を
担
う
人
材
の
育
成 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
評
価
や
内
容

の
情
報
開
示 

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
い
、
結
び

つ
か
な
い
人
へ
の
対
応
の
充
実 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
地
域
交
流
会
な

ど
に
よ
る
地
域
の
課
題
等
を
共
有
す

る
場
・
機
会
の
提
供 

地
域
の
自
主
的
活
動
と
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
連
携
強
化 

そ
の
他 

無
回
答 

川崎市 2,224 31.3 31.5 29.2 42.2 41.9 15.6 25.0 3.8 6.6 

宮前区 323 31.0 31.0 31.6 37.5 37.5 16.1 24.5 5.0 7.7 
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問 45 川崎市では、超高齢社会の到来を見据えて、「地域包括ケアシステム」の構築を進め

ています。あなたの「地域包括ケアシステム」の理解度や行動について、あてはまる

ものをお答えください。（１つに◯） 

○宮前区では、「地域包括ケアシステムを聞いたことがない」の割合が46.4％で最も高く、次い
で「地域包括ケアシステムは、名称を聞いたことがあるが内容は知らない」（30.0％）、「地域
包括ケアシステムの内容はおおむね知っているが、そのために自分が何をすればよいかわから
ない」（10.2％）となっている。 

地域包括ケアシステムの理解度等 

単位：％ 

区  分 

回
答
者
数
（
人
） 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
や
、
そ
の
た
め
に
自

分
が
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
を
知
っ
て
い
て
、
具
体
的
に

行
動
し
て
い
る 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
や
、
そ
の
た
め
に
自

分
が
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
は
知
っ
て
い
る
が
、
具
体
的

に
行
動
し
て
い
な
い 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
お
お
む
ね
知
っ

て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
自
分
が
何
を
す
れ
ば
よ
い
か

わ
か
ら
な
い 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
、
名
称
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
が
内
容
は
知
ら
な
い 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い 

無
回
答 

川崎市 2,224 1.5 7.0 12.7 25.4 45.2 8.1 

宮前区 323 1.5 4.0 10.2 30.0 46.4 7.7 
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コロナ禍での取組紹介① 

「いま、家族・地域とつながる想い」作品募集 

～今だからこそ身近に感じる「地域包括ケアシステム」～ 
 

募集を始めたのは、ちょうど緊急事態宣言が解除された令和２年

５月２５日。新型コロナウイルス感染症対策として、人と人との距離

を保ち、できるだけ家にいるなど感染防止の行動を求められる日常

生活の中で、家族や地域の人とのつながりの大切さを感じるエピ

ソードやイラスト等の作品を募集し、区民の皆様と共有することで、

地域包括ケアシステム「地域のつながり・支え合いのしくみ」を考え

るきっかけづくりになればと企画・実施したものです。 

募集内容は、①自粛生活の中で感じた、ほっとする、人と人とのつ

ながりを感じたエピソード、又は、②自粛生活中に作ったモノを撮っ

た写真と、家族や地域とつながるコメントで、区ホームページに掲

載。「家族や地域の人とのつながりを大切にし、体験や作品を宮前区

民と共有したい方」を対象に募集したところ、区内外から沢山の作品

が集まりました。ここでは、その一部を紹介します。 

様々な作品の中から、地域のつながり・支え合いを感じてみてください。 

※紙面の都合により、作者の許可を得て、抜粋・トリミングした作品もあります。 

                     （地域みまもり支援センター地域ケア推進課） 

 

 

 

 

 

 

  

からくりワンちゃん 

近所の子どもたちに、
最近、縁遠くなった「から
くりの楽しさ」を体験して
もらいたくて、あり合わせ
の材料で作ってみまし
た。外で遊んでいた子ど
もたちに「ハンドルを回し
てごらん…」と言うと、ワン
ちゃんが、口を開けて食
べようとする仕草に、笑っ
てくれて、評判は予測以
上に上々でした。 
（60 代・個人） 

 

聖夜 

昨年より市民館
で 友 人 や 地 域 の
方 々 と 日 本 刺 繍
サークルを始め、春
は集まれなかったの
で WEB 展覧会を
開催しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
創作活動は身も

心も活性化させる
ので、その時できる
健康づくりの活動を
広げ日々を楽しん
でいます。 
（40 代・個人） 

ボトルキャップで宮前メロン 

宮前生まれ、宮前育ちの大学生 
です。地元の小学校などで体育や 
学習支援をやらせてもらっていますが 
みんなで集めたボトルキャップで宮前 
が世界に誇れる「宮前メロン」を作って 
みました。今度は普段地元でスポーツ 
を教えてる子どもたちと一緒に作りたい 
です!!（10 代・個人） 

畑がもたらすコミュニティ 

ある日の活動からの帰り道の出来事です。気が急い
て、目の前に止まっていた貨物車の間を通ったところ、私
の活動の足としている原付バイクの後ろの篭に入れた小
鍬の柄が車に軽く触れて、車体に小さく線を入れてしま
いました。貨物車の運転者も、さあ大変、会社に伝えね
ばとのことで電話をし、連絡を待っていました。ボランティア
の草取りで遅くなったのに、いいことした後にはいつもおつ
りがくると、我が身の不手際を思いやっていると、担当の
女性から電話が。小道の中央に貨物車を止めていたこと
もあってか、「たまたま今度手入れしなければならなかった
車両だから、両成敗でおさめます、今後とも、まちでの出
会いの切はよろしく」とのことで、ほっとしたことがありまし
た。 思えば、耕作地の間の通路で、いつも駐車して荷
受け物の整理をしている会社の車でした。3 密を避けて
家にいるばかりではできない、出会いです。 

（70 代・個人） 
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okahijiki 

家族と新しい食材にチャレンジ！ 
ということで、初めておかひじきを 
料理して食べました。 
ステイホーム中食べてばかり。 
中年太りに拍車がかかってます！ 
（40 代・個人） 

街で見かける家族の姿 

政府の自粛要請を受けて、平日のお昼ど
きであるにも関わらず、街でランニングしている
人の姿を、よく目にするようになりました。 とり
わけ、サラリーマンらしき父親と、小学生と思
しき女の子の、親子であろう二人の仲睦まじ
いランニング姿が印象的でした。また、縄跳び
やフラフープで仲良く遊ぶ家族の姿もよく見か
けるようになりました。  

このような明るい話題とは対照的に、
ニュースでは自粛によるストレスから、DV や
虐待の相談件数が増加しているという報道
を目にします。さらにはコロナ離婚という言葉
まで表れる始末です。世の中には声をあげら
れず、毎日我慢を強いられている人が数多く
いることは、想像に難くありません。こうした報
道をテレビで見る度に、いたたまれない想いで
胸がいっぱいになります。 

だからこそ、街で実際に見かける、家族の
仲睦まじい姿にホッと癒やされます。親子でラ
ンニング、フラフープ、縄跳びといったことを通じ
て、家族間の仲の良さを垣間見ることができ
るのは、なんだか救われたような気持ちになる
のでした。 
（40 代・個人）  

宮前の作家さんコロナお助け作品 

コロナウイルスの騒ぎがどんどん拡大する中で、宮前区野
川にあるコミュニティスペース TIDA's house のレンタル Box
にはコロナお助けグッズが並びました。マスクやアマビエ絵葉
書、気持ちがホッコリするお花の作品。不安な日々に安らぎ
を与えてくれました♪ 
（40 代・個人） 

地域のつながりで一歩前へ 

宮前おやこの会『おひさま』の設立から 15 年、毎年 9 月か
ら 3 ヶ月間、開講してきた『宮前親子学級』は、今年泣く泣
く講座を中止することに。独自の活動として行っていた「おひ
さま広場」も中止せざるをえませんでした。でも、そんな状況
だからこそ気づくことのできた大切な発見もありました。 

1.「STAY HOME」で深まった家族や仲間との絆 

できることを考え、手探りで始めたのが毎週のオンライン会
議です。『おうちでどう過ごしてる？』と、互いの近況を共有。
会えなくても同じ環境で頑張る仲間がいることに安心感と心
強さを覚えました。『テレワークになったパパとの時間が増えて
子どもも嬉しそう♪』『仕事で子どもとの時間が少なかったけ
ど、今は一緒にお菓子づくりを楽しんでるよ』『今まで交流の
なかったご近所さんと仲良くなった！』気ぜわしい毎日から一
転、ゆっくりした時間の中で、私達は仲間や家族との絆を再
確認できました。 

2.背中を押してくれた地域団体の存在 

例えば、毎年関わらせていただいている「みやまえ子育て
フェスタ」企画委員会、そしておひさまメンバーも携わる「地域
子育て支援センターたいら」の方々。皆さんが、この非常事
態下にブログを通じて温かいメッセージを伝える姿は、私達
に勇気と刺激を与えてくれました。『おひさまでもママの役に
立つ情報を発信していこう！』という原動力になったのです。
同じ境遇で共に頑張る人たちが宮前区にはこんなにも沢山
いる。その存在に改めて気づくことができました。日常生活に
制約が生じたからこそ見いだせたこれらの気づきをもとに、お
ひさまは新たな活動を前向きに模索していきます。 
（団体） 

一緒にこねこね 

外に行けない日が続き退屈していた娘と
一緒にパンを焼きました。混ぜたり、生地を
捏ねたりする感触も新鮮だったようです。 

膨らむ様子を観察 
したり焼き上がりが近 
づくと部屋の中がいい 
香りがして家族でゆっ 
たりした気持ちになりま 
した。 
（40 代・個人） 

コロナのくれたおくりもの 

「食料品などの買い出しは 3 日に 1 度に」
との知事のお言葉で我が家も妻と私それぞれ
リュックを背負いスーパーに通い始めました。 
これを契機に一緒に行くのもよいかなと思って
おります。 

移動の自由、グローバル経済、人口集中
が進む 21 世紀はウイルスへの道を開いたと
も聞きます。闘いは始まったばかり、この先、
世界は皆で知恵を出し合い一つになって乗り
越えるしか道はないと思われます。     
（80 代・個人） 
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家族と一緒におうちキャンプ 

わたしは、休校期間中に、家族とベランダでキャンプを
したのが楽しかったです。ベランダにテントをはったり、レ
ジャーシートをひいたりしてキャンプ場にしました。 お弁当
箱にご飯をつめて、テントの中で食べました。味はいつも
と変わらないはずなのに、いつもよりおいしく感じられまし
た。 

ご飯の後は、せんたくばさみにいちごをはさんで、いちご
がりをしました。弟は、ちまちま食べる私とちがって、ものす
ごいスピードでいちごをつんでたいらげていきました。よくあ
んなに早くいちごを食べられるなと思いました。その後、テ
ントにふとんをしいて、テントの中でくつろぎながらゲームを
しました。弟と人形のかくしあいもしました。夜になってレ
ジャーシートをかたづけるまで、キャンプ気分をまんきつで
きました。（10 才未満・個人） 

コロナ感染防止「外出自粛生活の中にあって」 

今年の春は楽しみにしておりました孫の学校行事、
私の旅行や音楽会等すべて中止となってしまいまし
た。そんな中で唯一、近くの公園体操は続いていまし
た。10 年以前、川崎市で「この地域で元気に生きて
いきましょう。」のスローガンの基にあちこちで体操が始
められました。 

参加年数を重ねていきますと運動すること以外に生
活の為の情報を得たり、年数回は公園でコーヒーブレ
イクを楽しみ、季節ごとに近所に咲く花々を眺め歩い
たりとゆったりとした人の輪が広がっていました。外出自
粛の中で毎週土曜日 10 時から 40 分間は各々の
体力に合わせて体操をし、マスクの上の目で話をする
だけでとても気持がほぐれました。毎日たった一人で近
所を歩いている時、仲間と会い手を振れるのもうれし
いことでした。 

歩いて行ける事、費用は少しで済む事を念頭に入
れて、この地域に何が必要かを良く見廻して小さな輪
造りを大勢でしていく事は大切であると一層思いまし
た。コロナウイルスはまだまだ生き続けます。繁華街に
突進しないでもうしばらく「ステイホーム」を心掛けていき
ませんか。（70 代・個人） 

掲示板からつながる地域 

非常事態宣言が施行された日に自治会の 8 個の
掲示板にメッセージを貼りました。人と人とが集まれない
生活の中、ネットなどの繋がりもない方々にどうすれば情
報を届ける事が出来るかと考えて、アナログですが掲示
板を使ってみました。誰か一人だけでも届けられれば良
いと。8 個まわるのも運動不足の生活にはちょうど良い
運動になりました。自粛生活のなか変化は少しずつ訪
れました。まず、子育て中の若いママ達がお子さんとのお
家時間を作品にしてくれました。しばらくして小学生の姉
妹から折り紙を使った作品が届きました。どちらの作品も
カラーコピーして全部の掲示板に貼りました。明るい作
品達は地域の方々への優しいエールのようでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして自粛生活も長くなり私自身も疲れを感じてきた

ある日、ゴミ捨て場近くでいつも雑然としていた掲示板
周りが片付けられてプランターの花までおかれていたので
す。どなたが置いてくださったのかは不明ですが、その掲
示板付近にお住まいの方は通るたびに心が温かくなる
と。私も胸が一杯になりました。 

誰か一人だけでも届けられたら良いと思って始めたこ
とでした。ネット時代に掲示板か～と思ったりもしました。
がしかし、予想に反して私の思っていた以上の人々と繋
がれた掲示板。この自粛生活は掲示板も、地域のつな
がりも、まだまだ捨てたもんじゃないと私に教えてくれまし
た。 

今、掲示板にはこれからの私達の生活に必要な支
援の情報などが貼ってあります。一人でも多くの方に届
きますように。（団体） 

初めてのマスクづくり 

ゴミ出しをしているときに 
近所のお婆ちゃまから 
「断捨離で出てきたの」と 
サラシを頂きました。 
早速マスクを作りお礼に 
お届けしました！ 
（50 代・個人） 

小梅でつながる 

じぃじ君、カリカリ梅作って！ 
ところが小梅は売り切れて出来 
ない。と思ったところ畑にいらした 
農家さんに、小梅譲って下さ～い。 
いいよ！持っていきな。の声。 
来年もよろしく。繋がった！ 
気分の 1 日でした。 
（70 代・個人） 

忘れな草のブローチ 

以前刺繍を習っていて、 
コロナの不安感ある中、一針 
一針刺していると不思議と心 
が落ち着きました。 
母の好きな花です。 

（50 代・個人） 
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似顔絵入りの「民生委員だより」で心を繋ぐ 

子育て親子の出会い・交流の場として、宮前第
１地区民生委員児童委員協議会では「子育てサ
ロンはとポッポ」や高齢者が仲良く集えるカフェ「なか
よしサロン」を毎月開催してきました。ところが、現在
コロナ禍の中でこの様な事業が三密を避けるため開
催できません。日頃の「ひとり暮らし高齢者」の方の
見守りも、感染拡大防止を考えると戸別訪問が難
しい状況です。地域包括ケアシステムの構築では
「地域の人と人との関係を大切に、繋がる事、そして
顔が見える関係作りが一番大事」。そういった想い
で今まで活動してきました。しかし、このコロナ禍では
それは一番やってはいけない事で、活動できなくなっ
てしまいました。 

 
 
 
 
 
 
 
そんな中で私たち民生委員が日頃気になってい

る地域の方へ、「民生委員だより」という手紙をポス
ティングすることにしました。「民生委員だより」には自
分の似顔絵を入れました。感染防止から、普段で
もマスクをして顔の半分は隠れていることが多いで
す。表情が分からず、不安や寂しさがありますよね。
「民生委員だより」に似顔絵が入った事で親しみを
感じていただき、メッセージを添える事で何か困ったら
連絡・相談をしていただければとの想いです。時節の
情報チラシを添える工夫もしています。たまには迷
惑にならない程度に、電話の利用も混ぜながらの活
動です。早くこのコロナ禍が過ぎ、今までの日常生
活が戻ることを祈っています。 
（団体） 

バインダーノート・手さげかご 

有馬いこいの家でＤＩＹのサークルを月２回行って
いましたが、館が使えなくなり各自自宅でかごを編み、
100 均でクリアファイルを買って手帳を作りました。中の
ノートが見えない様に布を張り、その布にそれぞれ刺繍
をし、オリジナルな作品に仕上げ、友達にあげたり、娘さ
んにおくったり、一針一針、心を込めて仕上げました。世
界で一つだけの作品です。 
（80 代・個人） 

公園体操の仲間たち 

毎週金曜日にヘルスパートナーの方に、ご指導い
ただき楽しく体操をしています。参加されている方の
年代層は 65~80 代です。感染予防の為３月より
休みとなりましたが、４月・５月の第１金曜日に、
今後の予定報告と皆さんの元気確認の為に、マスク
着用で散歩がてら集まってもらいました。体操後、
速・解散です。緊急事態が解除された６月５日
（金）はマスクをした仲間２５名が、曲に合わせ身
体をおもいきり伸しました。“家でやっていたけど、皆で
やると楽しいね～”、“休んでいたので間違えた～”と
皆で大笑い“間違いに気付いた時、脳が活性化する
から大丈夫ヨ”に、またまた大笑いです。 

私自身、自粛生活がいつの間にか気持ちも身体
も縮こまる、自粛生活をおくり、日常の呼吸が浅かっ
た事に気付かされ久しぶりの公園体操で声を出して
の大笑いに、心も体も軽くなりました。仲間とのおしゃ
べりは、もう少し我慢。また来週ね～と解散です。金
曜日、晴れますように！ 
（70 代・個人） 

ふらっと宮前区 

コロナ騒動による政府の外出自粛要請を受けて、時
間を持て余すようになりました。なんとなく Facebook を
眺めていると、ふと面白そうなものを発見。「ふらっと宮前
区」というグループで、宮前区に特化した情報発信の場
があることを知りました。 

この情報に触発されて、「近場にありながらも、今まで
見過ごしていた場所」に訪れてみることにしました。その
一つが東高根森林公園です。 まず、なんといってもス
ケールのでかさに目を奪われます。 歩いて一周するだけ
で十分良い運動になり、さらには途中に階段もあるの
で、適度な負荷をかけられます。大自然を感じながらマ
イナスイオンをたっぷり浴びながら、リフレッシュできます。
帰りには心地よい疲労感に包まれました。  

このような、「これまで近場にありながらも、その良さに
気づいていなかった」というスポットが沢山紹介されてい
て、まさに「宝物は、足元にある」という印象です。このグ
ループのおかげで、コロナ自粛を契機に、宮前区の魅力
を再発見できる良い機会となりました。 
（40 代・個人） 

リメイクハンドメイドマスク 

コロナ渦の今年の春。店頭には
マスクがなく、手作りしたくても、
ガーゼ生地も店頭にありませんでし
た。そこで、息子と娘の洋服を整
理して、サイズアウトしたガーゼ生
地の服を探して、その生地をリメイ
クし、マスクをハンドメイドしました。
実家の父母にも作り、送ってあげ
たら、孫の服で作られたマスクに喜
んでくれて、私も嬉しかったです。
着なくなった子どもの服も再利用で
きて、マスクを作る事ができて、父と
母にも喜んでもらえて、色々な意
味で嬉しかったです。 
（40 代・個人） 
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コロナ禍での取組紹介② 

地域の子どもと高齢者・障害者をつなぐビデオレター 

 クリスマスから新年にかけて、元気な子どもの様子を撮ったビデオレターと手作りのお礼で

気持ちをつなぎ、コロナ禍で途絶えがちな地域のつながりを保ち、今後もつながる世代間交流

を目指す初めての取組です。 

令和２年１０月、宮前区子育て支援関係者連絡会（通称：こしれん）で、コロナ禍でいつもの

生活や対面での交流が難しい状況が続く区内の子どもたちを元気づけられないか、意見交換す

る中で生まれた企画です。保育園・幼稚園、高齢者施設・障害者施設など、区内２１の施設・団

体が参加しました。 

ビデオレターでの交流が「映像のまち・かわさき」の取組にも位置付けられたことを契機に、

ＮＨＫ横浜放送局が実施する「♯見上げてごらん」キャンペーンの番組ＨＰと特別番組、「おは

よう日本 関東甲信越」、「首都圏ネットワーク」で取り上げられました。 

（地域みまもり支援センター地域ケア推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育園・幼稚園の声 

・コロナ禍で、他のクラスや他の年
齢の園児との交流が難しくなって
おり、「ありがとう」と言われる体験
も減っているなかで、園外の人か
ら感謝されるという体験はとても貴
重だ。 

・ビデオの向こうの高齢者に向けて
メッセージを送るという話をしたとこ
ろ、「今年は会えないの」という反
応があった。例年交流していた
が、今年は対面では会えないとい
うことが実感でき、直接会えること
のありがたみも理解できたようだ。 

子ども（保育園など） 

・手遊びやダンスなどを撮影した 
ビデオレターで元気を届ける 

高齢者・障害者施設 

・ビデオレターや手紙、手作り品な
どで「お礼の気持ち」を伝える 

ビデオレター 

お礼の気持ち 

※受け渡しは、宮前区役所 

（地域ケア推進課）が実施 

高齢者施設の声 

・対面の交流では、その日来ている高
齢者しか参加できなかったが、ビデオレ
ター形式だと、介護度の高い入所者
を含むすべての利用者が楽しめた。 

・同じビデオレターを新鮮な気持ちで
何度も楽しんでくれ、外出やイベントが
難しいなかで明るい気持ちになれた。 

・施設職員も疲弊しているなか、外か
らの新しい企画に元気をもらった。 

・何を送ろうか、園児の姿を思い浮か
べて、利用者どうしで楽しそうに話しな
がら、「お礼の気持ち」を作っていた。 

障害者施設の声 

・ビデオレターで生まれた交流を
きっかけに、施設が持っている畑
などを利用して園児との交流を進
められたらいいと思っている。 

・ビデオレターをもらった瞬間から、
利用者から「いつ見るの」「すぐ見
たい」という声があがり、何度も楽
しく見せていただいた。 

・アート作品やビデオに映ることが
好きな利用者がいて、それぞれ楽
しみながら「お礼の気持ち」づくり
に取り組むことができた。 

 

ビデオレターと「お礼の気持ち」の交換の流れ 

① まず、子どもたちから「ビデオレター」を高齢者・障害者施設へ届けます。 

② 視聴後、高齢者・障害者施設から、「お礼の気持ち」を子どもたちへ届けます。 
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コロナ禍での取組紹介③ 

高齢者の介護や生活に関するミニ相談会＆展示 

コロナ禍では、自身の生活に不安を抱える高齢者やその家族が、身近な人などに相談する機

会が減っているのではないかということから、気軽に相談ができて、情報を得られる機会を提

供しようと「ミニ相談会＆展示」を企画。地域みまもり支援センターの関係課が、区内７つの地

域包括支援センター、宮前区食生活改善推進員（ヘルスメイト）、宮前図書館などと連携して、

宮前市民館と向丘出張所で実施しました。 

「ミニ相談会」のコーナーでは、地域包括支援センターの職員が、高齢者の生活上の困りご

とや在宅介護・認知症などの簡単な相談を受けるとともに、宮前区食生活改善推進員が調理し

た高齢者向けの食事を展示し、栄養バランスの良い食事について、区役所の管理栄養士がアド

バイスしました。 

展示内容は、地域包括支援センターの概要、認知症の人との接し方、高齢者の消費者トラブ

ル、シルバー世代とペットの問題まで多岐にわたり、関係資料を自由に持ち帰れるようにしま

した。区内の地域包括支援センター職員が選んだ介護や認知症に関する図書の一部を展示し、

ブックリストも配布。さらに、介護や認知症に関するクイズを実施し、答え合わせをしながら

説明をして、知識を深めていただきました。  （地域みまもり支援センター地域ケア推進課） 

 

 

 

 

関係課・関係機関等 

・地域包括支援センター 
・宮前区食生活改善推進員連絡協議会 
・宮前区役所地域みまもり支援センター（地域ケア 
推進課、高齢・障害課、地域支援課、衛生課）、 
向丘出張所、宮前図書館、経済労働局消費者 
行政センター 

参加した人の声 

・まだ親も若く元気だが、漠然とした不安があったので、
今日思いがけず相談できてよかった。（来場者） 

・いつもの職場を離れ、少し広い視野が持てた。その場
で様々な人と話すうちに新たな気づきが得られ、区や
他の関係機関の職員とのつながりが生まれた。（関
係機関職員） 

▲向丘出張所で（令和２年 11 月） 

介護や認知症に 

関する図書の展示 

食生活改善推進員が調理した 

高齢者が食べやすい食事 

地域包括支援センターや

認知症についての展示 

認知症の気づき 

チェックリストの配布 

来場者数 令和２年 11 月 24 日（水）・     25 日（木）＠向丘出張所  33 人 

令和３年 １月 20 日（水）～23 日（土）＠宮前市民館 119 人 

令和３年 １月 26 日（火）・ 27 日（水）＠向丘出張所  30 人 

令和３年 ２月 24 日（水）～26 日（金）＠向丘出張所  55 人 

 

地域包括支援センター 

職員によるミニ相談 

ミニ相談会＆展示の様子 
 

高齢者の介護や生活に 

関するクイズの回答解説 
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＜表紙絵について＞ 

宮前区在住の障がいのある人たちが「働く」「暮らす」「楽しむ」ことのできる

環境づくりを進める「社会福祉法人みのり会」の利用者さんの作品です。 

宮前区役所４階などに常時 10 点ほどを展示。2～3 か月に１回、掛け替えてい

るので、様々な作品を見ることができます。 

区役所４階廊下での展示 展示作品の例 
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